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平 成 ２ ５ 年 度 税 財 政 等 に 関 す る 提 案 


全 国 知 事 会 


平成２４年１０月 


【総論】 


Ⅰ 地方分権改革の実現に不可欠な地方税財源の確保・充実 


地域主権戦略大綱においては、「地方税財源の充実確保」が１つの柱と位置づけら


れ、「地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を


移譲する。国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡


充するという観点から国・地方間の税財源の配分のあり方を見直す」ことが明記さ


れた。 


子育て支援・少子化対策や高齢者福祉の充実、地域経済の活性化など地方の増大


する役割に対応し、地方分権改革を実現するためには、地方が自由に使える財源を


拡充することが不可欠であり、国・地方間の税財源の配分のあり方を見直すべきで


ある。 


今後策定される地域主権推進大綱（仮称）においても、「地方税財源の充実確保」


を重要な１つの柱と位置付け、国と地方の税財源配分を国と地方の役割分担に見合


った形で見直すとともに、地方消費税の充実や地方法人課税のあり方を見直すこと


により税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築することを明記し、


さらなる地方分権改革を進めるべきである。 


また、地域主権戦略大綱や出先機関改革に関する「アクション・プラン」に沿っ


て、出先機関等の事務・権限の移譲を具体化する際には、直近の実績を明らかにし


て所要の人員や財政規模を見積もった上で、それに伴い必要となる地方の税財源を


一体として移譲することが必要不可欠である。 


 


Ⅱ 税制抜本改革の推進 


１ 社会保障と税の一体改革 


一昨年前から検討が重ねられてきた社会保障と税の一体改革については、「国と地


方の協議の場」における地方六団体の意見表明などを通じて地方の意見が相当程度


反映され、最終的には、国の制度と地方単独事業の２つのセーフティネットが組み


合わさることによって社会保障制度全体が持続可能なものとなっていくという評価


が行われた上で、地方分として、地方消費税の税率を 1.2％引き上げるとともに、


消費税に係る交付税率を変更し、消費税率換算で 0.34％充実するとされたところで


ある。 


全国知事会は、厳しい日本の財政状況や急速に進む少子高齢化の中で、経済状況


の好転を前提に消費税・地方消費税の引き上げを含む抜本的な税制改革が不可欠で


あることを既に３年以上にわたって訴え続けてきたところであり、社会保障と税一


体改革関連法案の成立を評価する。 


その上で、いわゆる「逆進性」への対策をはじめ、「社会保障の安定財源の確保等


を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」（以下
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「消費税法改正法」という。）において消費税率の引上げを踏まえて検討することと


された課題等については、今後、国・地方が相互に協力し、検討を進める必要があ


る。 


具体的な検討にあたっては、以下の点を踏まえるべきである。 


（１）低所得者層に配慮した「逆進性」への対応 


消費税、地方消費税の引上げを行う際には、低所得者層ほど税負担が重


くなる「逆進性」が高まるとの指摘があることも踏まえて、十分な配慮が


必要である。そのための手法として、①所得税の税額控除と低所得者層へ


の給付金を組み合わせた「給付付き税額控除制度」等による緩和措置の導


入、②その前提としての「マイナンバー制度」の導入、③さらには食料品


等の生活必需品や特定のサービスへの軽減税率の導入、④その前提として


の「インボイス方式」の導入などについて、そのメリット・デメリットを


広く国民に明らかにした上で検討すべきである。 


（２）中小事業者への配慮 


取引上不利な地位にある中小事業者において、消費税・地方消費税の円


滑かつ適正な転嫁に支障が生ずることのないよう、転嫁や価格表示に関す


るガイドラインの策定、下請事業者に対する不公正な取引の取締りや監視


の強化などの対策を講ずるべきである。 


（３）地方消費税収と社会保障給付水準のかい離の調整 


地方消費税は地域間の税収の偏在の少ない税ではあるものの、各団体の


地方消費税収と社会保障給付の水準は一致しないことから、「消費税収の社


会保障財源化」の趣旨を踏まえ、三位一体改革時の取扱いを参考に、引き


上げ分の地方消費税について基準財政収入額への算入率を大幅に高めると


ともに、引き上げ分の消費税収を充てることとされている社会保障制度の


機能強化や機能維持等に係る地方負担については、その全額を基準財政需


要額に算入することを検討すべきである。 


（４）「人口」を重視した地方消費税の清算基準の検討 


地方消費税については、税の最終負担者である消費者が消費を行った地


域と税収の最終的な帰属地を一致させるために、各都道府県間において清


算を行っている。社会保障財源を確保するため地方消費税を引き上げる経


緯にも鑑み、清算基準である「消費に相当する額」について、小売年間販


売額やサービス業対個人事業収入額、新たに導入される経済センサスによ


っては正確に都道府県別の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標


として「人口」を用いること等により、算定における「人口」の比率を高


める方向で見直すことを検討すべきである。 


（５）地方法人特別税の抜本的な見直し 


地方法人特別税は、あくまで暫定的な措置として導入されたものであり、


税制抜本改革による地方消費税の引上げ等により、地域間の偏在性が少な


く安定性の高い地方税体系の確立が図られる際には、それに対応して、そ


の廃止等を図ることを基本として検討すべきである。 


（６）税源の偏在性の是正 


税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方


を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきであり、そ


の際には、①消費税と地方法人課税の税源交換、②「地方共有税」の創設、
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③地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調整する仕組みの導入を含め


た幅広い検討を行うべきである。 


（７）社会保障・税番号制度の効果的・効率的な整備 


社会保障給付の適切な実施の前提となる社会保障・税番号制度について


は、国全体の情報基盤であり、適切な個人情報保護方策を講じた上で、民


間活用を図るとともに、効果的・効率的な制度設計を行い、原則として国


の負担により整備を進めるべきである。 


２ 地球温暖化対策のための財源の確保 


平成 24 年度税制改正大綱において、「地球温暖化対策に関する国と地方の役割分


担を踏まえ、地方財源を確保・充実する仕組みについて、平成 25 年度実施に向けた


成案を得るべく更に検討を進め」るとされ、消費税法改正法においても、「地方の地


球温暖化対策に関する財源確保について検討」すると明記されたところである。地


球温暖化対策に地方公共団体が果たす役割を適切に反映させる制度として、地球温


暖化対策のための税の使途を森林吸収源対策にも拡大するとともに、その一部を地


方税源化するなど、地方の役割等に応じた税財源を確保する仕組みを創設すべきで


ある。 


また、ＣＯ２排出削減に資するとともに、地方税源を確保する観点から、現行の


自動車重量税と自動車税を一本化し、「環境損傷負担金的性格」と「財産税的性格」


を有する新しい地方税「環境自動車税」を創設すべきである。なお、環境自動車税


の創設にあたっては、徴収コスト削減の観点から、「車検時徴収制度」の導入を検討


すべきである。 


３ 自動車取得税の見直し 


自動車取得税については、平成 24 年度税制改正大綱及び消費税法改正法において、


「安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及


びグリーン化の観点から、見直しを行う」とされたところであり、また、国内自動


車市場の厳しい状況を踏まえた対策が必要である。一方、自動車取得税は、自動車


による交通事故や騒音、ＣＯ２の排出などの社会的費用に関し地方公共団体が供給


する行政サービスに対して、受益に着目した税負担を求めるものであり、偏在性が


少なく、また、税額の約７割を自動車取得税交付金として交付される市町村にとっ


ても貴重な税源であることから堅持すべきであり、具体的な代替財源を示すことな


く見直すことは断じてあってはならない。 


 


Ⅲ 地方の安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額の確保 


１ 一般財源総額の確保 


偏在性の少ない地方税体系の構築を目指したとしても、地域間の財政力格差を解


消することはできず、地方税源の充実に伴い地方交付税の役割は一層重要なものと


なる。 


（１）中期財政フレームに基づく一般財源総額の確保 


「中期財政フレーム（平成 25 年度～平成 27 年度）」においては、交付団体始め


地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源の総額については、平成 25


年度から平成 27 年度の間、平成 24 年度地方財政計画の水準を下回らないよう実
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質的に同水準を確保するとの方針が明記された。また、一般財源の総額の確保に


当たっては、社会保障・税一体改革における社会保障の充実のための制度改革に


伴う地方負担の増加、消費税率の引上げに伴う社会保障支出に係る地方負担の増


加等を適切に踏まえるとともに、消費税に係る地方交付税法定率分の充実につい


ては、基礎的財政収支対象経費に係る「歳出の大枠」に加算するものとされたと


ころである。 


平成 25 年度予算の概算要求においては、地方交付税について、東日本大震災の


復興財源は別枠扱いとした上で、前年度に比べ剰余金の活用が見込めない中、別


枠の加算 1.1 兆円を含め、前年度を 0.3 兆円上回る 16.8 兆円を一般会計から繰り


入れることにより交付税総額を 17.2 兆円とし、地方一般財源総額については、社


会保障費の自然増や臨時財政対策債の償還増に対応する地方財源の確保を含め、


平成 24 年度を 0.6 兆円上回る 60.2 兆円を確保するとされたところである。今後


の予算編成においては、「中期財政フレーム（平成 25 年度～平成 27 年度）」にお


いて、地方交付税を含む基礎的財政収支対象経費に一定のキャップが設けられて


いることから、大変厳しい議論が行われることが見込まれるが、地方の一般財源


総額について、実質的に平成 24 年度の水準を下回らないようにするとの方針が貫


徹されるべきである。 


（２）持続可能な地方交付税制度の確立 


地方交付税については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割


である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう総額を確保するとと


もに、法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、特例措置に依存しない


持続可能な制度の確立を目指すべきである。 


（３）東日本大震災の復興財源の確保 


東日本大震災からの復興事業については、平成 27 年度末までの「集中復興期間」


に国・地方合わせて少なくとも 19 兆円程度の事業規模が見込まれているが、平成


24 年度当初予算までに既に 18 兆円程度が予算化されている。事業の進捗等を踏ま


えて、被災地の復興のために必要な事業の規模等を見直すとともに、その上で必


要となる追加地方負担については、復興特別交付税を確保すべきである。 


２ 経済状況の好転に向けた取組み 


消費税法改正法及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を


行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」において、消費税率


及び地方消費税率の引上げに当たっては、「経済状況を好転させることを条件として


実施する」ため、デフレからの脱却及び経済の活性化に向けて、平成 23 年度から平


成 32 年度までの平均名目経済成長率３％程度、平均実質経済成長率２％程度を目指


した総合的な施策を講ずることとし、「成長戦略や事前防災および減災等に資する分


野に資金を重点的に配分することなど」を検討するとされている。 


我が国経済は、本格的な復興施策の集中的な推進によって国内需要が成長を主導


すると見込まれるものの、欧州政府債務危機の深刻化を背景とした海外経済の更な


る下振れ、円高の進行に伴う国内空洞化の加速、電力供給の制約等の先行きのリス


クに直面している。 


このため、適切な金融・財政政策を行うことにより経済を成長軌道に乗せていく


ことが重要であり、「日本再生戦略」を実行することと合わせて、東日本大震災を教
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訓として緊急に実施すべき即効性のある防災、減災等のための事業について、必要


な総額を確保した上でできる限り速やかに実施するとともに、首都機能のバックア


ップを担う交流圏の形成や日本海国土軸及び太平洋新国土軸をはじめとした多重・


分散型国土軸の形成など、国土構造の変革による災害に強い国土づくりのためのイ


ンフラ整備を積極的に進めるべきである。 


３ 基金事業の取扱い 


現在基金を財源として実施している妊婦健診の無料化など、本来臨時的な対応で


なく恒常的に実施すべきものについては、基金事業終了後も引き続き実施できるよ


う必要な財政措置を講じるとともに、基金事業の進捗や経済状況に応じ必要なもの


は期間を延長し、地方自治体の裁量による主体的かつ弾力的な取組が可能となるよ


う、更なる要件の見直しを行うべきである。 


特に、雇用創出基金については、毎年 20 万人近い雇用を生み出し、厳しい状況下


における経済活動の下支えとして、中小企業等の人材確保や震災による離職者向け


の雇用創出等に大きな効果を発揮しており、平成 25 年度以降も雇用を充実・継続で


きるよう予算を確保すべきである。 


 


Ⅳ 課税自主権の活用等 


課税自主権は、憲法によって保障された極めて重要な権利であり、厳しい地方財


政事情を踏まえて、独自の財源確保や地域における特定政策実現のため、その積極


的な活用が求められる。 


政府が掲げる地域主権型の国づくりを進めていく上で、自治体運営の自由度をよ


り一層高めていく必要があり、地域の特色、事情等を踏まえた地方団体の創意工夫


を活かすためにも、住民の理解を得ながら、課税自主権のさらなる活用、拡充に取


り組むべきである｡ 


他方、課税自主権の発揮によって地方税源を量的に拡充することには、国・地方


を通じ主要な税源が法定税目とされていることから自ずと限界があり、例えば地方


の社会保障財源など歳出の基本を賄う手段としてはふさわしくないことに留意する


必要がある。 


また、税負担軽減措置等は、国が地方の課税権を制約するものであり、対象の絞


り込み等の見直しを行うべきである。その上で、平成 24 年度税制改正において導入


された「地域決定型地方税制特例措置」については、地方の自主性を尊重する観点


から、地域の実情に応じて適用の拡大を図る方向で検討することが適当である。 


 


Ⅴ 国と地方の協議の場における意見の反映 


 国と地方公共団体との役割分担に関する事項、地方行政、地方財政、地方税制そ


の他の地方自治に関する事項等については、法定化された「国と地方の協議の場」


における協議項目とされている。平成 25 年度地方財政対策や税制改正等について


も、「国と地方の協議の場」の議題とし、地方の意見を適切に反映すべきである。 
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【各論】 


Ⅰ 地方税制度（個別税目）の見直し等 


１ 個人住民税の充実確保 


（１）控除見直しに関する所得税と個人住民税の一体的検討 


個人住民税は「地域社会の会費」として住民がその能力に応じ広く負担を分


任するとの考え方から、所得控除の額は所得税より低い額となっている。配偶


者控除等の見直しにあたっては、こうした税目ごとの基本的な性格を踏まえつ


つ、所得税と個人住民税を一体として検討すべきである。 


（２）政策誘導的控除の見直し 


所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲により、従前にも増して地方の


基幹税目として重要なものとなっていることを踏まえ、新たな税額控除の導入


は厳に慎むとともに、生命保険料控除等の政策誘導的な控除の見直しを行うな


ど課税ベースの拡大に努めるべきである。 


（３）税源移譲の範囲内での住宅ローン控除と国費による減収補てん 


現在個人住民税で行われている住宅ローン控除は、三位一体改革による国庫


補助負担金改革額に見合った税源移譲の際に導入されたもので、所得税から控


除しきれない額について、所得税からの税源移譲の範囲内で控除するととも


に、その減収額は全額国費により補てんする仕組みとなっていることに留意す


る必要がある。 


 


２ 地方法人課税の堅持及び外形標準課税制度の拡充 


地方法人課税は、法人の事業活動を支える地方団体からの様々な行政サービス


等に対して法人が応分の負担をするという大原則に基づくものであり、地方団体


の重要な財源である地方法人課税についての安易な縮減などの議論は受け入れら


れるものではない。 


また、景気動向に配慮しつつ、法人事業税の応益課税としての性格の明確化や


税収の安定化の観点から、対象法人の資本金要件の見直しや付加価値割の拡大な


ど、外形標準課税制度の拡充を検討すべきである。 


 


３ 法人事業税における収入金額課税制度の堅持 


電気供給業、ガス供給業などに対する収入金額課税は、受益に応じた負担を求


める課税方式として、長年にわたり外形課税として定着し、地方税収の安定化に


も大きく貢献していることから、現行制度を堅持すること。 


 


４ 日本銀行の国庫納付金の課税対象化 


日本銀行の国庫納付金相当額を法人関係税の課税対象とすること。 


 


５ 社会保険診療報酬に係る課税特別措置の見直し 


事業税における社会保険診療報酬に係る課税の特別措置の見直し（所得計算の 


特例及び医療法人に対する軽減税率の適用の撤廃）を行うこと。 
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６ 個人事業税の課税の仕組みの見直し 


  個人事業税については、多様化する事業形態に対応して、課税の公平性を確保


し、分かりやすい税制とするため、現行の課税対象業種の限定列挙方式の見直し


など、課税の仕組みを抜本的に検討すること。 


 


７ 不動産取得税の特例措置の見直し 


  不動産取得税については、都道府県の貴重な財源であることから、標準税率引


き下げの特例措置等を見直し、その安定的確保を図ること。 


 


８ たばこ税の税率引上げと地方分の確保 


国民の健康保持の観点からたばこの消費を抑制するため、たばこ税の税率を引


き上げる際には、国と地方のたばこ税の割合が従来から１：１であることに十分


留意し、引き続き、地方分の財源を堅持すること。 


 


９ 固定資産税の安定的確保 


  固定資産税については、地方団体の重要な基幹税目であることから、厳しい地


方団体の財政状況を踏まえ、様々な軽減措置を見直すことなどにより、その安定


的確保を図ること。また、償却資産に係る固定資産税については、償却資産の保


有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目して課するものとして定着してお


り、現行制度を堅持すること。 


 


10 ゴルフ場利用税の堅持 


 ゴルフ場利用税は、道路や上下水道、廃棄物処理等の地方団体が供給する行政


サービスに対して、受益に着目した税負担を求めるものであり、ゴルフ場所在地


における財政需要を賄う重要な財源であることから、厳しい地方団体の財政状況


を踏まえ、堅持すること。 


 


11 還付加算金の利率の見直し 


  還付加算金の法定利率の設定について、社会経済情勢を反映した利率に見合う


よう引き下げること。 


 


Ⅱ 地方交付税制度の見直し等 


１ 地方財政計画における財源不足額の適切な算定 


地方財政計画上、地方交付税の算定基礎となる財源不足については、増嵩する


社会保障関係費のほか、地域経済を取り巻く環境が極めて厳しい中、「日本再生戦


略」を踏まえた地域経済の再生・成長を図る等の観点から、グリーン、ライフ、


農林漁業などの新たな成長を目指す重点分野への対応などの歳出を確実に積み上


げるとともに、経済情勢を的確に踏まえて税収額を見込むなど、適切に算定する


こと。 


２ 義務的経費の交付税算入不足の解消 


警察官や教員の給与費等の義務的経費について、基準財政需要額が決算額を下


回る算入不足を解消するよう基準財政需要額を適切に積み上げること。 
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３ 地方公務員給与の取扱い 


 地方は、厳しい財政状況を踏まえ、国に先んじて独自の給与削減や定数削減等


の厳しい行財政改革に取り組んでおり、国家公務員の給与削減にあわせて、国が


地方に対して給与削減を実質的に強制するような、地方交付税や義務教育費国庫


負担金の減額は断じて行わないこと。 


 


４ 地方単独事業に対する確実な財源措置 


  近年、社会保障関係費が増加する一方、地方単独経費は抑制されているが、地


方の厳しい経済雇用情勢を踏まえ、自主的な施策に必要な経費を適切に措置する


ため、少子高齢化の進展に伴い増加する社会保障に係る地方単独事業はもとより、


それ以外の地方単独事業についても適切に財政需要を積み上げ、所要額の確保を


図ること。 


 


５ 地域の実情に応じた適切な財政需要の確保 


社会資本整備の地域間格差や、条件不利地域，大都市といった多様な条件を抱


える地方公共団体の実情を踏まえ、必要となる投資的事業等の財政需要を適切に


確保すること。 


 


６ 「地域経済基盤強化・雇用等対策費」の確保 


 平成 24 年度地方財政計画で計上された特別枠「地域経済基盤強化・雇用等対策


費」については、平成 26 年度まで継続するとされているが、震災や円高の影響な


どで地方の経済雇用情勢の厳しさが増していることを踏まえ、所要額を確保する


こと。 


 


７ 臨時財政対策債の償還財源の確保 


臨時財政対策債については、その償還額が累増していることを踏まえ、発行額


の縮減に努めるとともに償還財源を確実に確保すること。 


 


８ 公的資金補償金免除繰上償還の延長 


高金利の地方債の公債費負担を軽減するため、平成24年度末で期限が到来する


公的資金補償金免除繰上償還について、条件を緩和した上で、平成25年度以降も


延長して実施すること。 


 


９ 超過負担の解消 


本来の負担割合を超えて地方が多額の負担を強いられている特定疾患治療研究


事業などの地方の超過負担については、速やかに解消を図ること。 


 


10 地方公共団体金融機構債券の利子等に係る非課税制度の恒久化 


非居住者、外国法人が受け取る地方公共団体金融機構が発行する債券（公営企


業金融公庫が発行し機構が承継した債券等を含む。）の利子等のうち振替債に係る


ものを非課税とする措置について、国債、地方債の場合と同様に恒久措置とする


こと。 


 








 


 


平成 25 年度税財政等に関する提案 


（説明資料） 
 


 


 


 


平成 24 年 10 月 


全 国 知 事 会 
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※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。


（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである。


（注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。
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人口一人当たりの税収額の指数（平成22年度決算額）


※「最大／最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。


（注１） 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである。


（注２） 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。


（注３） 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除く。


（注４） 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。


（注５） 人口は、平成23年３月31日現在の住民基本台帳人口による。
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最大／最小：２．６倍


３５．２兆円


最大／最小：５．４倍


４．６兆円


最大／最小：２．３倍


８．９兆円
最大／最小：２．９倍


１１．３兆円


最大／最小：２．０倍


２．６兆円


2


2



CHIJIKAI

長方形







交付団体


歳入（Ａ’）


地方消費税増加額（1.2％分）


１兆３，１００億円　


△５，３００億円　


①


②


臨時財政対策債の減少歳入（Ａ）


地方消費税増加額（1.2％分）


２，１００億円


不交付団体


地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算 富山県資料


※地方消費税引上げ時点(平成26年度）で


① ＋ ② ＝ 　７，８００億円


歳出（Ｂ）
９００億円


　社会保障関係費の増加額は、社会保障４経費における地方の負担割合等に基づき、都道府県の歳出増加総額を消費税率に換算して


０ ３４％程度になると推計した上で 人口により交付・不交付団体に比例あん分した。


（Ａ’）－（Ｂ’）＝０


※上記②の減少に加え、地方交付税原資の増加に応じて臨時財政対策債が減少


７，８００億円
歳出（Ｂ’）


社会保障関係費の増加額社会保障関係費の増加額


（Ａ）－（Ｂ）＝１，２００億円


地方消費税引上げに伴う都道府県の歳入・歳出の変動についての試算 富山県資料


※地方消費税引上げ時点(平成26年度）で


臨時財政対策債は発行していない。


　０．３４％程度になると推計した上で、人口により交付・不交付団体に比例あん分した。
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地方法人特別税及び地方法人特別譲与税（イメージ）


地
地


地
方
法
人
特


地
方
法
人
特2.6兆円


（消費税１％相当）


１／２ 人口
１／２ 従業者数


制度創設時


法
人
事


賦課徴収し


特
別
税


別
譲
与
税


（消費税１％相当）
により按分・譲与


※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様


事
業
税


たそれぞれ
の都道府県
の税収へ


法
人 賦課徴収し制度創設時 人
事
業
税


賦課徴収し
たそれぞれ
の都道府県
の税収へ


3.2兆円


制度創設時


（改正前） （改正後）


※平成20年10月1日より施行


地方法人特別税 Ａ 地方法人特別譲与税 Ｂ 増減 Ｂ－Ａ＝Ｃ


＜平成23年度地方法人特別譲与税による影響額実績＞


不交付団体 ３，５０２億円 １，９９２億円 △１，５１０億円


交付団体 １１，９２５億円 １３，４３５億円 １，５１０億円
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地方税の偏在是正に向けた検討について


【「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部
を改正する等の法律」（概要）】（抜粋）
税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）
５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。


ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて 地方法人課税の在り方を見直すことに


全国知事会 （H24 7 20）提言（抜粋）


ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに
より税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅
広く検討する。


Ⅱ 税制抜本改革の推進


全国知事会 （H24.7.20）提言（抜粋）
１ 社会保障と税の一体改革


（６）税源の偏在性の是正
税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより


税源の偏在性を是正する方策を講ずるべきであり、その際には、①消費税と地方法人課税の税
源交換、②「地方共有税」の創設、③地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調整する仕組
みの導入を含めた幅広い検討を行うべきである。


全国知事会に「地方税財政制度研究会」を設置


○設置目的 ○研究会構成委員○設置目的
これからの地方税の充実を基本とする地方税財源の


拡充を見据えつつ、地方税制における税源偏在の是正
方策について幅広く検討する。


○研究会構成委員
座長：植田 和弘 （京都大学教授）


井手 英策 （慶応義塾大学准教授）
関口 智 （立教大学准教授）方策 幅広く検討する。 関口 智 （立教大学准教授）
半谷 俊彦 （和光大学教授）
渕 圭吾 （学習院大学教授）


○検討スケジュール
・平成24年度 法制上の課題を中心に検討（中間報告）
・平成25年度 報告とりまとめ
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地方消費税増加額の基準財政収入額への算入率について


◎従来分 ◎従来分
【歳出】 2 000億円 【歳出】 2 000億円


Ａ県 Ｂ県


   【歳出】 2,000億円   【歳出】 2,000億円
   【歳入】地方税1,500億円、地方交付税500億円    【歳入】地方税1,000億円、地方交付税1,000億円


◎社会保障と税の一体改革 ◎社会保障と税の一体改革
   【社会保障歳出】＋100億円    【社会保障歳出】＋100億円
   【地方消費税収】＋150億円    【地方消費税収】  ＋50億円


   従来の歳出　2,000億円


○ 基準財政収入額の算入率が75％の場合


社会保障歳出増　100億円


○　基準財政収入額の算入率が75％の場合


    税収　1,500億円 地方消費税収  150億円      交付税　462.5億円A県
財源超過


12.5億円


△37.5億円（100億円×75％－150億円×75％）


    税収　1,000億円B県 　　　　 交付税　1,037.5億円
地方消費税収
50億円


37.5億円(100億円×75％－50億円×75％）


財源不足


12.5億円


○　基準財政収入額の算入率が100％の場合


    税収　1,500億円 地方消費税収  150億円A県      交付税  450億円


△50億円(100億円×100％－150億円×100％）


    税収　1,000億円    交付税　1,050億円
地方消費税収
50億円


B県


地方消費税収と


社会保障給付水


準の差異を解消


50億円(100億円×100％－50億円×100％）


基準財政収入額算入率を１００％（現行：７５％）に引き上げることによって、
全ての地方公共団体の社会保障財源を確保
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引上げ後の地方消費税の清算方法について


１／２


使　途 交付基準又は清算基準区　分


現行分（１％分） 人 口 １／２


１／２一 般 財 源 従 業 員 数市
町
村


人
地方消費税交付金


引上げ分（１．２％分）都道府県税収（清算後）の
１／２を交付 社会保障財源


人　口
村


【社会保障財源化に伴い全額人口で按分】


６／８一 般 財 源
小売年間販売額
ビ 業対個 事業収 額


　消費に相当する額


都
道


現行分（１％分）


地方消費税
６／８


１／８


１／８従業員数


 般 財 源


引上げ分（１．２％分）


サービス業対個人事業収入額


人　口


道
府
県 「消費に相当する額」により


都道府県間で清算 １／８従 業 員 数都道府県間で清算 社会保障財源


社会保障財源を確保するため地方消費税を引き上げる経緯にも鑑み、「消費に相当
する額」の算定における「人口」の比率を高める方向で見直すことを検討すべき。
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地方消費税の清算について


○地方消費税の清算は、最終消費地と税収の最終的な帰属地を一致させる仕組み。


地方消費税の清算基準に関する研究会報告書（抜粋）


○清算は、財政調整や偏在是正のために行われるものではない。


○ 『最終消費』代替指標としての人口


・ 清算基準の基礎となる『最終消費』の算出に際し 統計で把握できるものは統計を用いることを


地方消費税の清算基準に関する研究会報告書（抜粋）H20.4 (財)地方自治情報センター


・ 清算基準の基礎となる『最終消費』の算出に際し、統計で把握できるものは統計を用いることを
原則としつつ、正確に都道府県ごとの『最終消費』が把握できないものについては、ドイツで採られ
ているように消費代替指標として『人口』を用いることも理論的には十分合理的な考え方である。


○ 供給サイドの統計の利用


・ 現在の清算基準では統計上の制約から『購入地』における消費の額を把握する供給サイドの統計
を用いているが、この統計の数値と『居住地』における消費の額を把握する需要サイドの数値との間
にはズレがある。


・ このズレは正確に補正することができないことから、清算基準に反映させるためには…（次の）方向性
が考えられる。


○ 正確なズレは統計で把握できないことを踏まえ、『居住地』における消費を代替する指標として
人口が考えられることから、統計でカバーする範囲を狭め、人口で清算する範囲を広げることに
より対応するという考え方
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地球温暖化対策のための税


石


現行の石油石炭税にＣＯ２排出量に応じた税率を上乗せ
税収:2,623億円
（平年度）


〔石 炭〕 〔天然ガス、石油ガス等〕
〔原油及び石油製品〕


油
石
炭
税
（
国
税
）（


現
行
）地
方
揮


【
本
則
税


地球温暖化対策のための税
（H24.10.1施行。税率は段階的に引上げ）


地球温暖化対策に関する
地方の役割等を踏まえて、
一定割合を地方税源化すべき


平成23年11月9日政府税調提言内容


（現行）
軽油引取税
【本則税率】


（
現
行
）揮
発


【
本
則
税 揮


発
油
税


税
率
】


定割合を 方税源化す


第２章 ５．環境関連税制 （２）エネルギー課税
④地球温暖化対策に関する地方の財源確保


地球温暖化対策を推進するためには 地域において主体的な取組が進められること


平成24年度税制改正大綱（抜粋）
発
油
税


税
率
】


（現行）
軽油引取税
【当分の間税率】 （


現
行
）揮
発


【当
分
の
間


（
現
行
）地
方
揮


【当
分
の
間


地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められること
が不可欠です。既に地方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事
業を実施していることを踏まえ、エネルギー起源ＣＯ2 排出抑制策、森林吸収源対策な
どの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進めるため、地方公共団
体の財源を確保する仕組みについて検討します。


発
油
税


間
税
率
】


揮
発
油
税


間
税
率
】軽油引取税


（地方税）


第３章 ７．検討事項 〔国税・地方税共通〕


（５）地球温暖化対策に関する国と地方の役割分担を踏まえ、地方財源を確保・充実する
仕組みについて、平成25 年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進めます。


消費税法改正法（概要）（抜粋）
地方揮発油税
（国税）


揮発油税
（国税）


税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）
１ 消費課税については、消費税率の引上げを踏まえて、次に定めるとおり検討すること。


ヲ 森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源確保について検討する。


消費税法改正法（概要）（抜粋）
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地球温暖化対策について


平成22年10月28日政府税調提出資料


平成22年度予算額 平成22年度予算額


地方公共団体の地球温暖化対策 国の地球温暖化対策


合計 約1兆6,400億円
（都道府県：約9,200億円、市町村：約7,200億円）


CO2 メタン 酸化二窒素


平成22年度予算額


合計 約1兆1,284億円


京都議定書6%削減約束にCO2、メタン、一酸化二窒素、
代替フロン等に関する対策
・公共交通機関の利用促進
・太陽光発電設備の導入促進
・家庭用廃食油の資源化の促進


約1兆1,400億円


京都議定書6%削減約束に
直接の効果があるもの


5,029億円


温室効果ガスの削減に
中長期的に効果があるもの


3,405億円


温室効果ガス吸収源対策
・森林整備事業


約4,700億円


中長期的に効果があるもの
,


その他結果として温室効果ガスの
削減に資するもの


2,167億円


その他の対策
・温暖化対策地域推進計画の策定
・温室効果ガス排出量の調査、公表


約300億円 基盤的施策など 683億円


合計 約1兆6,400億円 合計 1兆1,284億円


地方は、国以上に、地球温暖化対策推進の上で大きな役割を担っている。


※ 総務省が予算額を調査し作成したもの。 ※環境省報道発表資料を基に総務省が作成したもの。
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環境自動車税（仮称）の創設


【これまでの経緯】【これまでの経緯】


Ｈ２１年１１月原口総務大臣（当時）が環境自動車税の創設を提唱


Ｈ２２年 ３月総務省に「自動車関係税制に関する研究会」（座長：神野直彦 東京大学名誉教授）を設置


Ｈ２２年 ９月 「自動車関係税制に関する研究会報告書」公表


自動車税（地方税） 自動車重量税（国税）


Ｈ２２年１１月片山総務大臣（当時）が「環境自動車税（仮称）に係る基本的な考え方」を税制調査会に提案


○排気量等に応じた課税


○毎年度徴収


○車両重量に応じた課税


○車検時徴収（２～３年ごと）


※平成２４年度税収


国 ０．４兆円
地方 ０ ３兆円


※平成２４年度税収


地方 １．６兆円


現行の自動車税と自動車重量税を 本化


地方 ０．３兆円
（自動車重量譲与税）


現行の自動車税と自動車重量税を一本化
～グリーン化・簡素化～


環境自動車税（仮称）
（新しい地方税）
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自動車取得税の堅持
地方税計 自動車取得税（平成２２年度）


自動車取得税は、


○自動車による交通事故や騒音、ＣＯ２の排


出などの社会的費用に関し地方公共団体


83.8
71.5
72.3
88.6


69.3
74 6


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


112.5


104.3


99.2


92.6


104.4


101.6


北海道


青森県


岩手県


宮城県


秋田県


山形県


が供給する行政サービスに対して、受益


に着目した税負担を求めるもの


○偏在性が少なく、自動車取得税交付金が


交付される市 村 と も貴重な税源


74.6
82.4
93.8
98.6
93.5
91.9
95.8


165.6
108 3


山形県


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


95.8


103.6


126.8


93.3


89.9


94 0


101.7


122.8


福島県


茨城県


栃木県


群馬県


埼玉県


千葉県


東京都


神奈川県


交付される市町村にとっても貴重な税源


であることから堅持すべきである。


自動車取得税交付金


86.5
92.7
94.8
98.4
92.5
87.8
90.3


108.3神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


94.0


109.7


108.3


106.5


113.8


110.9


125.0


125.1


神奈川県


新潟県


富山県


石川県


福井県


山梨県


長野県


岐阜県


自動車取得税交付金


〈総額の決定方法〉


○税額×95/100×7/10


＋政令指定都市 割増交付分


104.4
115.7


97.6
96.0
95.9
106.3
96.6


77 2


阜


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


117.4


141.6


129.3


106.0


91.8


85.3


93.0


86 7


静岡県


愛知県


三重県


滋賀県


京都府


大阪府


兵庫県


奈良県


○都道府県に納付された税額の約７割を市


【交付基準】


＋政令指定都市の割増交付分 77.2
77.9
74.2
74.6
90.4
96.8
87.6
84.8


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


86.7


92.2


92.4


97.9


97.3


98.5


103.8


88.2


奈良県


和歌山県


鳥取県


島根県


岡山県


広島県


山口県


徳島県


○都道府県に納付された税額の約７割を市


町村が管理する道路の延長(1/2)及び面積


(1/2)にあん分して交付。


○政令指定都市へは さらに政令指定都市


88.8
79.8
70.7
88.4
76.8
69.9
71.7
80 6


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県


93.9


76.4


81.5


88.4


81.6


66.8


76.7


82 7


香川県


愛媛県


高知県


福岡県


佐賀県


長崎県


熊本県


大分県○政令指定都市へは、さらに政令指定都市


が管理する一般国道等の延長及び面積に


応じて割増交付。（横浜市の例 H22：４４億円）


80.6
70.0
70.8
64.8


100.0


0 50 100 150 200


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国


82.7


79.7


71.4


48.7


100.0


0 50 100 150 200


大分県


宮崎県


鹿児島県


沖縄県


全国
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燃料課税と車体課税の国際比較（年間税負担額）


年間税負担額


【国際比較（年間税負担額）】（財務省試算）


（前提） 2,000CCクラスの自家用車について税抜き車体価格を同一とした場合の仮試算


（単位：万円、％）


年間税負担額


燃料課税
割 合


車体課税
割 合


フ ィ ン ラ ン ド ３６．６ ９．８ 26.8% ２６．８ 73.2%


イ ギ リ ス １９．５ ９．９ 50.8% ９．６ 49.2%


フ ラ ン ス １９．３ ９．２ 47.7% １０．１ 52.3%


ド イ ツ １９ ０ ９ ８ 51 6% ９ ２ 48 4%ド イ ツ １９．０ ９．８ 51.6% ９．２ 48.4%


日 本 １５．７ ６．２ 39.5% ９．５ 60.5%


ア メ リ カ ５．５ ０．９ 16.4% ４．６ 83.6% 
※税率は平成２２年１２月現在※税率は平成 年 月現在
※車体課税の額は、自動車税、自動車取得税及び自動車重量税に付加価値税を加えた額。
※車両重量１．５ｔ、年間ガソリン消費量1,000ℓ、車体価格（税抜本体価格）2,430千円の自家用車を取得した場合の１年あたりの税負担額を算出。


ただし、取得時に課税されるものは、耐用年数を６年と仮定して 取得時の税額の６分の１を１年分の税負担として計算。


○車体課税についても 消費税（付加価値税）も含めた場合 欧州各国と比べて必ずしも高い水準とは


○ＥＵ２７か国中、フランスをはじめ、１９か国で付加価値税に加え、自動車の取得・登録に係る税を併課


○自動車の走行段階でかかる燃料課税を合わせると、むしろ低い水準にある


○車体課税についても、消費税（付加価値税）も含めた場合、欧州各国と比べて必ずしも高い水準とは


いえない
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国税５税分


12.0兆円


国税５税分


11.1兆円


国税５税分


10.6兆円


国税５税分


12.5兆円
国税５税分


14.6兆円


国税５税分


13.3兆円


＜△６．５％＞
（２１．４兆円）
＜＋２．６％＞ ＜△４．４％＞


Ｈ１８


（１５．９兆円）
＜△５．９％＞


Ｈ１２ Ｈ１５


（１８．１兆円）
＜△７．５％＞


Ｈ１６


（１６．９兆円）


Ｈ２０


（１５．４兆円）
＜＋１．３％＞


14.5兆円


国税５税分


Ｈ１７


（１６．９兆円）
＜＋０．１％＞


Ｈ１９


（１５．２兆円）


11.8兆円


Ｈ２２


（１６．９兆円）
＜＋６．８％＞


Ｈ２１


（１５．８兆円）
＜＋２．７％＞


国税５税分


国税５税分


9.5兆円


Ｈ２３


（１７．４兆円）
＜＋２．８％＞


※＜　＞書きは対前年度伸率


Ｈ２４


（１７．５兆円）
＜＋０．５％＞


国税５税分


10.5兆円


国税５税分


10.7兆円
地
方
交
付
税
総


地方交付税等総額（当初）の推移


民 主 党 政 権


（２４．６兆円）


7.7兆円


2.3兆円


（1/2） 5.5兆円


2.4兆円


（２０．１兆円）


（1/2）


（1/2）


その他


一般会計特例加算


2.8兆円


覚書加算　0.5兆円1.7兆円


特会借入(国負担分)


一般会計特例加算


2.6兆円


2.6兆円


一般会計特例加算
(1/2)　　　0.7兆円


2.9兆円


（1/2）


その他
2.7兆円


2.2兆円


3.2兆円


5.5兆円


（1/2）
0.7兆円


2.2兆円


（1/2） その他
0.6兆円


2.2兆円


特会借入(地方負担分)


その他


3.2兆円


1.1兆円


（２３．９兆円）


3.9兆円


＜＋５．１％＞


（２１．１兆円）


＜△１２．０％＞


5.9兆円


1.9兆円


4.2兆円


（1/2）


（1/2）


その他


3.2兆円


一般会計特例加算


（1/2） 3.9兆円


その他
1.8兆円


その他　0.4兆円


（1/2） 2.8兆円


2.8兆円


2.8兆円


「１兆円」の加算
1.0兆円


（1/2） 2.8兆円


一般会計特例加算


別枠加算　1.0兆円


一般会計特例加算


（1/2） 5.4兆円


（1/2） 5.4兆円


その他　0.5兆円


2.3兆円


別枠加算　1.3兆円


一般会計特例加算


（1/2）


（1/2） 3.8兆円


その他
1.8兆円


（２３．５兆円）


＜△４．３％＞


6.2兆円


3.8兆円


1.5兆円


一般会計特例加算


機構準備金の活用　0.35兆円


その他


別枠加算　1.1兆円


3.8兆円


5.1兆円


その他
0.9兆円


＜△５．２％＞


（１８．２兆円）


＜＋２．３％＞ ＜＋０．２％＞＜＋１５．０％＞


（２１．０兆円）


＜＋１７．３％＞＜△４．５％＞


（１８．８兆円）


＜△６．５％＞


（1/2）


（１７．８兆円）


2.3兆円


6.1兆円


（２３．６兆円）


（1/2） 3.8兆円


地
方
交
付
税
総
額


臨
時
財
政
対
策
債


地方交付税等総額（当初）の推移


0.3兆円


0.3兆円


民 主 党 政 権


地方交付税と


臨時財政対策債の


合算額


地
方
交
付
税
総
額


臨
時
財
政
対
策
債


地方交付税等総額（当初）の推移


0.3兆円


0.3兆円


三位一体改革による


地方交付税の削減 ▲５．１兆円


民 主 党 政 権


地方交付税と


臨時財政対策債の


合算額
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国と地方の協議の場における意見の反映


国と地方の協議の場に関する法律（抜粋）


第三条 協議の場において協議の対象となる事項は 次に掲げる事項第三条 協議の場において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項


のうち重要なものとする。


一 国と地方公共団体との役割分担に関する事項国 方 共団体 役割分担 関す 事項


二 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項


三 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社三 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社


会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、


地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの


平成２５年度の地方財政対策や税制改正等について、「国と地方の協議の場」の平成２５年度の地方財政対策や税制改正等について、「国と地方の協議の場」の


議題とし、地方の意見を適切に反映すべき
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		00説明資料表紙

		01引上げ後消費税・交付税

		02（H22決算）地方税の偏在状況

		03 【総務大臣】地方消費税の引上げに伴う都道府県の歳入歳出の変動について

		04【資料H23】暫定措置のイメージ図

		05偏在是正検討体制

		06○地方消費税増加額の基準財政収入額への算入率について

		07【ver2】地方消費税の清算方法について

		08地方消費税の清算

		09【数字抜き】地球温暖化対策関係税の全体イメージ

		10【事業追加】地球温暖化対策について

		11【修正後】環境自動車税の創設

		12【修正】自動車取得税の堅持

		13自動車取得・保有にかかる税負担の国際比較

		14○【大臣ver】地方交付税総額の推移

		15国と地方の協議の場における意見の反映










 
 


  
 


  


 


平成 25 年度 都市税制改正に関する意見 


 


 


 


 


 


平成 24 年 8 月 


全 国 市 長 会 


 
 


 


 







 
 


1 
 


都市自治体においては、少子高齢化の急速な進展や長引く景気低迷等


により、地方税収が伸び悩んでいるという厳しい財政状況のなかで、住


民が安心し、希望が持てる社会保障の実現が求められていることを勘案


すれば、地方単独事業を含めた社会保障サービスを持続的に提供してい


かなければならない。 


そのためには、安定財源の確保は不可欠であり、先般の「社会保障・


税一体改革関連法」の成立により、地方消費税率の引上げが図られたこ


とについては評価するところである。 


しかしながら、増加傾向にある社会保障サービス等の都市財政需要や


国・都道府県から基礎自治体への権限移譲の動向等を踏まえれば、引き


続き都市税財源の充実強化を図っていくことが必要である。 


その実現のためには、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体


系を構築するとともに、国と地方の役割分担を抜本的に見直し、地方が


担う事務と責任に見合った税源配分にしていかなければならない。 


ついては、平成 25 年度の税制改正に当たり、基礎自治体を重視した


真の分権型社会を確立するため、以下の事項について必要な措置を講じ


るよう要請する。 
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Ⅰ 制度改正に関する意見 


１ 真の分権型社会の確立に向けた地方税体系の構築 


(1) 地方の財政自主権の拡充及び税源の偏在性が小さく税収が安定


的な地方税体系の構築 


真 の 分 権 型 社 会 の 実 現 に 向 け 、 地 方 自 治 体 の 自 立 的 か つ 効 率 的 な 行


財 政 運 営 を 可 能 と す る 地 方 税 中 心 の 歳 入 構 造 を 構 築 す る た め に は 、 国


と 地 方 の 役 割 分 担 を 抜 本 的 に 見 直 し 、 地 方 が 担 う 事 務 と 責 任 に 見 合 っ


た 税 源 配 分 と す る こ と が 必 要 で あ る 。  


つ い て は 、 次 の 措 置 を 講 じ る こ と 。  


①  地 方 が 担 う 事 務 と 責 任 に 見 合 う 税 財 源 配 分 を 基 本 と し な が ら も 、


当面、税源移譲による国・地方の税源 配分「5：5」の 実現を図る


と と も に 、 恒 常 的 な 地 方 交 付 税 の 財 源 不 足 の 解 消 を 図 る べ く 地 方


交 付 税 の 法 定 率 の 引 上 げ を 行 う こ と に よ り 、 地 方 の 財 政 自 主 権 を


拡 充 す る こ と 。  


そ の 際 、 税 源 の 偏 在 是 正 だ け に 着 目 し た 地 方 税 に よ る 税 収 配 分


の 調 整 は 行 わ な い こ と 。  


②  都 市 自 治 体 が 行 う 住 民 生 活 に 直 結 し た 行 政 サ ー ビ ス の 財 政 需 要


の 急 増 と 多 様 化 に 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 で き る よ う 、 一 般 財 源 を 充


実 確 保 す る 観 点 か ら 、 税 源 の 偏 在 性 が 小 さ く 、 税 収 が 安 定 的 な 地


方 税 体 系 を 構 築 す る こ と 。  


 


(2) 権限移譲に伴う税財政措置 


国 ま た は 都 道 府 県 か ら 都 市 自 治 体 へ の 権 限 移 譲 に 当 た っ て は 、 税 源


移 譲 等 に よ る 適 切 か つ 確 実 な 税財政措置を講じること。 


 


(3) 税制改正に関する地方の意見の反映 


地 方 に 影 響 を 及 ぼ す 税 制 改 正 の検討に当たっては、「 国 と 地 方 の 協 議


の 場 」 等 を 通 じ 、 地 方 の 意 見 を十分反映すること。  







 
 


3 
 


２ 環境施策に係る地方の役割に応じた地方税財源の確保 


燃 料 課 税 の 検 討 に 当 た っ て は 、 地 球 温 暖 化 対 策 な ど 環 境 施 策 に お い


て 都 市 自 治 体 の 果 た し て い る 役 割 及 び 財 政 負 担 を 十 分 勘 案 し 、 そ の 役


割 等 に 応 じ た 税 財 源 を 確 保 す る仕組みとすること。 


 


３ 車体課税の維持確保  


自 動 車 重 量 税 及 び 自 動 車 取 得 税 に つ い て は 、 都 市 自 治 体 の 極 め て 厳


し い 財 政 状 況 を 踏 ま え 、 代 替 財 源 を 示 さ な い 限 り 、 都 市 自 治 体 へ の 財


源 配 分 の 仕 組 み を 含 め 現 行 制 度を堅持すること。 


な お 、 今 後 、 車 体 課 税 の 見 直 し を す る 場 合 に お い て も 、 各 都 市 自 治


体 の 財 政 運 営 に 支 障 が 生 じ な い よ う 、 必 要 総 額 が 確 保 で き る よ う な 制


度 設 計 とすること。 


 


４ 都市税財源の充実強化 


以 下 の 事 項 に つ い て 、 充 実 強 化 を 図 る こ と 。  


 


(1) 個人住民税 


①  都 市 自 治 体 が 担 う べ き 基 礎 的 行 政 サ ー ビ ス を 安 定 的 に 供 給 す る


た め 、 個 人 住 民 税 の 都 市 自 治 体への配分を充実させること。 


②  個 人 住 民 税 の 本 来 の 性 格 を 踏 ま え 、 新 た な 政 策 的 控 除 の 導 入 は


原 則 と し て 行 わ な い こ と 。  


ま た 、 人 的 控 除 の 見 直 し に 当 た っ て は 、 個 人 住 民 税 と 所 得 税 の


税 体 系 上 の 整 合 性 の 観 点 等 を 踏まえて検討すること。 


 


(2) 法人住民税 


①  法 人 所 得 課 税 に つ い て は 、 法 人 の 活 動 と 都 市 行 政 と の 関 わ り の


大 き さ 、 都 市 税 源 と し て の 重 要 性 等 に 鑑 み 、 法 人 住 民 税 と し て 都


市 自 治 体 へ の 配 分 を 充 実 す る こ と 。  


  ま た 、 国 の 施 策 と し て 法 人 実 効 税 率 の 引 下 げ を 行 う 場 合 は 、 個
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別 団 体 に お い て 減 収 と な る こ と が な い よ う 国 の 責 任 に お い て 確 実


に 措 置 す る こ と 。  


②  法 人 住 民 税 均 等 割 に つ い て は 、 広 く 住 民 が 地 域 社 会 の 費 用 を 分


担 す る も の で あ り 、 地 方 分 権 を 支 え る 重 要 な 税 で あ る と い う 性 格


や 長 期 に わ た り 見 直 し が さ れ て い な い 現 状 を 踏 ま え 、 そ の 税 率 を


引 き 上 げ る こ と 。  


③  日 本 銀 行 に つ い て は 、 国 庫 納 付 金 が 所 得 の 算 定 上 損 金 に 算 入 さ


れ て い る た め 、 国 庫 納 付 金 の 多 寡 に よ っ て 法 人 住 民 税 の 税 収 に 大


幅 な 変 動 を 来 た す 等 の 問 題 が あ る の で 、 安 定 し た 税 収 入 を 確 保 で


き る よ う 、 こ れ ら に つ い て 抜 本的な見直しを行うこと。 


 


(3) 固定資産税 


①  固 定 資 産 税 は 、 税 源 の 偏 在 性 が 小 さ く 、 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 を


支 え る う え で 重 要 な 基 幹 税 目 で あ る こ と か ら 、 そ の 安 定 的 確 保 を


図 る 観 点 に よ り 、 商 業 地 等 に 係 る 固 定 資 産 税 の 負 担 水 準 の あ り 方


に つ い て 見 直 す こ と 。  


②  償 却 資 産 は 、 資 産 課 税 と し て の 性 格 を 踏 ま え 、 取 得 価 額 の ５ ％


を 評 価 額 の 低 限 度 と す る 等 、 現 行 制 度 を 堅 持 す る こ と 。  


③  家 屋 の 評 価 方 法 は そ の 複 雑 さ か ら 納 税 者 の 理 解 を 得 に く く 、 そ


の 事 務 量 が 膨 大 に な っ て い る こ と か ら 、 家 屋 評 価 方 法 の 簡 素 化 ・


合 理化を図ること。 


④  固 定 資 産 税 等 に つ い て は 、 法 定 納 期 限 等 以 前 に 設 定 さ れ た 抵 当


権 の 優 先 の 規 定 等 に よ り 、 徴 収 が 非 常 に 困 難 と な る 事 例 が 多 く 存


在 す る た め 、 関 連 す る 制 度 の 改 善 を 図 る こ と 。  


 


(4) 軽自動車税 


軽自 動車の大型化・高 性能化 及 び 自 動 車 税 と の 負 担 の 均 衡 を 考 慮 し 、


標 準 税 率 を 引 き 上 げ る こ と 。  


特 に 原 動 機 付 自 転 車 に つ い て は 、 貴 重 な 地 方 の 税 収 で あ る に も か か
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わ ら ず 、 徴 税 効 率 が 極 め て 低 水 準 に と ど ま っ て い る こ と か ら 、 課 税 の


あ り 方 、 標 準 税 率 、 課 税 方 法 等 の 課 税 制 度 の 抜 本 的 な 見 直 し を 図 る こ


と 。  


 


(5) 地方たばこ税  


地 方 た ば こ 税 は 、 偏 在 性 が 小 さ い 税 で あ り 、 地 方 に と っ て 貴 重 な 財


源 で あ る こ と か ら 、 厳 し い 地 方 財 政 の 状 況 を 踏 ま え 、 現 行 の た ば こ 税


の 国 と 地 方 の 配 分 割 合 １ ： １ を引き続き堅持すること。 


 


(6) 事業所税 


事 業 所 税 は 、 都 市 環 境 の 整 備 及 び 改 善 に 充 て る 貴 重 な 財 源 で あ る た


め 、 昭 和 ６ １ 年 度 以 降 据 え 置 か れ て い る 資 産 割 の 税 率 の 見 直 し 等 、 そ


の 充 実 を図ること。 


 


(7) 交付金・地方譲与税 


①  ゴ ル フ 場 利 用 税 に つ い て は 、 ゴ ル フ 場 所 在 地 に お け る ゴ ル フ 場


関 連 の 財 政 需 要 に 要 す る 貴 重 な 財 源 で あ る こ と か ら 、 現 行 制 度 を


堅 持 す る こ と 。  


②  基 地 交 付 金 ・ 調 整 交 付 金 に つ い て は 、 自 治 体 の 固 有 の 税 源 で あ


る 固 定 資 産 税 等 の 代 替 的 性 格 を 有 す る も の で あ り 、 一 般 行 政 施 策


と 同 列 視 し て 減 額 す る こ と な く、十分な予算額を確保すること。 


③  特 別 と ん 税 に つ い て は 、 港 湾 施 設 の 整 備 に 要 す る 費 用 の 増 大 等


に 鑑 み 、 税 率 を 引 き 上 げ る こ と 。  


 


(8) 地方税における税負担軽減措置等の整理合理化 


地 方 税 に お け る 税 負 担 軽 減 措 置 等 に つ い て は 、 税 負 担 の 公 平 確 保 の


見 地 か ら よ り 一 層 の 整 理 合 理 化 を 図 る こ と 。  


特 に 、 固 定 資 産 税 の 非 課 税 、 課 税 標 準 の 特 例 措 置 に つ い て は 、 抜 本


的 に 是 正 措 置 を 講 じ る こ と 。  
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ま た 、 地 方 税 収 に 影 響 を 及 ぼ す 国 税 に お け る 租 税 特 別 措 置 に つ い て


も 見 直 し を 行 う こ と 。  


 


(9) 大都市等の事務配分の特例に対応した税制の充実強化 


①  政 令 指 定 都 市 に つ い て は 、 事 務 配 分 の 特 例 に よ り 、 道 府 県 の 事


務 ・ 権 限 が 移 譲 さ れ て い る が 、 地 方 税 制 は 事 務 ・ 権 限 に 関 わ り な


く 画 一 的 で あ る た め 、 移 譲 さ れ た 事 務 に 必 要 な 財 源 に つ い て 、 税


制 上 の 措 置 が 不 十 分 で あ る の で 、 真 の 分 権 型 社 会 の 確 立 の た め に


も 、 道 府 県 税 か ら の 税 源 移 譲 に よ り 、 事 務 配 分 に 見 合 っ た 税 制 上


の 措 置 を 講 じ る こ と 。  


ま た 、 中 核 市 及 び 特 例 市 に つ い て も 、 事 務 配 分 の 特 例 等 に 見 合


っ た 税 制 上 の 措 置 を 講 じ る こ と 。  


②  政 令 指 定 都 市 の 市 立 小 ・ 中 学 校 等 の 教 職 員 に 係 る 給 与 費 負 担 の


移 管 に 当 た っ て は 、 退 職 手 当 、 事 務 関 係 経 費 を 含 め た 所 要 額 全 額


を 税 源 移 譲 に よ り 措 置 す る こ と 。  


ま た 、 中 核 市 等 へ の 人 事 権 の 移 譲 に 当 た っ て も 所 要 額 全 額 を 税


源 移 譲 に よ り 講 じ る こ と 。  


併 せ て 、 学 級 編 制 や 教 職 員 定 数 、 教 職 員 配 置 等 の 包 括 的 な 権 限


移 譲 を 行 う こ と 。  


 


５ 課税・徴収体制等の改善 


  地 方 税 に 対 す る 住 民 の 理 解 と 信 頼 を 得 る と と も に 、 課 税 ・ 徴 収 事 務


の 効 率 化 を 図 る 観 点 か ら 、 税 負 担 の 公 平 を 確 保 し つ つ 、 住 民 に 分 か り


や す い 制 度 と す る こ と 。  


 


(1) 還付加算金の見直し 


還 付 加 算 金 の 利 率 に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 を 反 映 し た 利 率 と な る


よ う 見 直 し を 図 る こ と 。  


  特 に 法 人 住 民 税 の 中 間 納 付 額 の 還 付 に 係 る 還 付 加 算 金 に つ い て は 、
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早 急 に 廃 止 を 含 め た 見 直 し を 図 る こ と 。  


 


(2) 公的年金からの個人住民税の特別徴収制度の改善  


公 的 年 金 か ら の 個 人 住 民 税 の 特 別 徴 収 制 度 に つ い て は 、 受 給 者 の 転


出 入 や 税 額 変 更 に 伴 う 徴 収 方 法 の 変 更 に 関 し て 、 迅 速 か つ 合 理 的 な 事


務 処 理 が 可 能 と な る 、 ま た 、 納 税 者 の 理 解 を 得 や す い 徴 収 方 法 と な る


制 度 に 改 善 す る こ と 。  


加 え て 、 日 本 年 金 機 構 か ら 都 市 自 治 体 へ 提 供 さ れ る 特 別 徴 収 対 象 者


情 報 等 の 提 供 時 期 に つ い て は 、 ６ 月 初 め に 納 税 義 務 者 に 税 額 通 知 を す


る た め 、 現 状 よ り 前 倒 し す る こ と 。  


 


(3) 個人道府県民税の徴収取扱費の算定の見直し 


個 人 道 府 県 民 税 の 徴 収 取 扱 費 の 算 定 に つ い て は 、 各 都 市 自 治 体 が 取


り 組 む 納 税 環 境 の 整 備 や 徴 収 努 力 が 反 映 さ れ た 算 定 と な る よ う 見 直 す


こ と 。  


 


(4) 税の電子申告の普及啓発 


国 、 地 方 を 通 じ て 、 税 の 電 子 申 告 が 積 極 的 に 活 用 さ れ る た め に は 、


納 税 者 の 理 解 が 不 可 欠 で あ り 、 今 後 、 さ ら に 税 の 電 子 申 告 を 促 進 さ せ


る た め 、 国 に お い て も 、 普 及 啓発に努めること。 


 


(5) 税制改正における国等の対応 


地 方 税 制 に 対 す る 住 民 の 理 解 と 信 頼 を よ り 確 か な も の に し て い く た


め に は 、税 制 度 に つ い て の 広 報 活 動 を 充 実 す る 必 要 が あ る 。そ の た め 、


国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 協 力 体制を強化すること。 


ま た 、 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 や 給 付 付 き 税 額 控 除 な ど 新 た な 制 度 の


導 入 等 に 当 た っ て は 、 円 滑 に 制 度 の 導 入 ・ 運 用 が さ れ る よ う 、 都 市 自


治 体 の 意 見 を 十 分 踏 ま え る と と も に 、 適 宜 ・ 適 切 な 情 報 提 供 を 行 う こ


と 。  
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６ 地方税法の改正時期 


地 方 自 治 の 根 幹 で あ る 税 条 例 の 改 正 に つ い て 地 方 議 会 で の 議 論 の 時


間 や 住 民 へ の 周 知 期 間 が 十 分 確 保 さ れ る よ う 、 地 方 税 法 等 の 改 正 の 時


期 に つ い て 配 慮 す る こ と 。  
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Ⅱ 制度運用の改善に関する意見 


１ 電磁的方法による確実なデータ提供 


市 税 の 賦 課 、 決 定 に 当 た っ て は 、 所 得 税 の 確 定 申 告 書 に 添 付 さ れ る


資 料 等 、 配 当 ・ 報 酬 デ ー タ 、 生 命 保 険 契 約 等 の 年 金 及 び 一 時 金 、 損 害


保 険 契 約 等 の 年 金 及 び 満 期 返 戻 金 等 の デ ー タ 、 法 務 省 所 管 の 商 業 登 記


デ ー タ 等 を 用 い て い る が 、 こ れ ら の デ ー タ は 紙 で 供 さ れ て お り 、 都 市


自 治 体 職 員 が 税 務 署 等 に 出 向 い て 閲 覧 し 、 確 認 し な け れ ば な ら ず 多 大


な 労 力 と 費 用 を 費 や し て い る 。 よ っ て 、 課 税 事 務 の 効 率 化 の た め 、 必


要 な デ ー タ に つ い て は eLTAX の利 用 を は じ め と し た 電 磁 的 方 法 に よ


り 確 実 に 提 供 さ れ る よ う に す る こ と 。  


 


２ e-Tax における運用の改善 


e-Tax によ る 所 得 税 の 確 定 申 告 で は 、 源 泉 徴 収 票 等 の 添 付 が 不 要 と


さ れ て お り 、 適 用 控 除 項 目 及 び 控 除 額 等 が 不 明 な も の が あ る た め 、 住


民 税 の 賦 課 事 務 に 支 障 を 来 た し て い る こ と か ら 、 必 要 な デ ー タ に つ い


て は 、 電 磁 的 方 法 に よ り 確 実 に 提 供 さ れるよう運用を改善すること。 


 


３ 確定申告データの提供 


所 得 税 の 確 定 申 告 デ ー タ に つ い て 、 都 市 自 治 体 の 賦 課 事 務 に 支 障 を


来 た さ な い よ う 年 度 末 ま で に 提 供 す る こ と 。 ま た 、 所 得 税 の 確 定 申 告


書 第 二 表 の 数 値 に つ い て 電 磁 的 方 法 に よ る デ ー タ 化 を 早 期 に 講 じ る こ


と 。  


 


４ 税務情報の仕様等の創設、変更等に伴う都市自治体の意見の十


分な反映等 


国 等 が 提 供 す る 税 務 情 報 の 仕 様 等 を 創 設 、 変 更 す る に 当 た っ て は 、


都 市 自 治 体 の 意 見 を 十 分 反 映 す る こ と 。 ま た 、 税 制 改 正 等 に 伴 う 都 市
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自 治 体 の シ ス テ ム 開 発 等 に 係 る 経 費 に つ い て は 、 必 要 な 財 政 措 置 を 講


じ る こ と。  
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2012年10月25日 


日本労働組合総連合会（連合） 


 


当面する税制改正に対する連合の考え方 


 


Ⅰ．はじめに 


○ わが国は、歴史の転換点に立っている。東日本大震災からの復興・再生、歴


史的な円高水準や国内産業空洞化、長期におよぶデフレの継続、格差・貧困


問題の拡大や不安定雇用の増大、将来的な制度維持に不安を抱える社会保障


制度など様々な課題に直面しており、これらを一つひとつ克服していかなけ


れば将来展望はひらけない。 


○ これらの課題解決のためには、東日本大震災からの復興・再生に全力をあげ


るとともに、積極的雇用政策と連携した積極的社会保障政策の推進、そのた


めの安定財源の確保や再分配機能の強化を通じ、社会を支える分厚い中間層


の復活と経済社会の好循環を取り戻し、連合がめざす「働くことを軸とする


安心社会」の実現をはかる必要がある。 


○ まずは、被災地域全体の復興と雇用創出を視野に入れた復興計画を実現する


とともに、「日本再生戦略」の着実な前進によってデフレからの早期脱却、


安定的な経済成長と良質な雇用の確保をめざすことが重要である。また、三


党合意のもと法案成立に至った社会保障・税の一体改革を着実に推進しなけ


ればならない。 


○ 2013年度税制改正においては、これらの山積する課題解決に資する「公平・


連帯・納得」の税制改革を成し遂げるとともに、民主党が掲げ、先送りして


きた税制改革の諸課題について結果を出す必要がある。 


 


Ⅱ．当面する税制改正のテーマ 


○ 以下のテーマについて、丁寧な議論と適切な情報発信を行い、国民の理解と


納得が得られるよう努める必要がある。 


   


１．社会保障・税の一体改革の着実な推進に向けた課題 


（１）税による所得再分配機能の回復・強化 


（２）自動車関係諸税の軽減・簡素化 


（３）消費税引き上げにともなう課題 


（４）その他の課題 


２．前年度からの継続課題 


（１）被災地復興・日本再生に向けた課題 


（２）納税者の立場に立ったわかりやすい税制の実現 
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Ⅲ．2013年度税制改正における具体的な課題 


１．社会保障・税の一体改革の着実な推進に向けた課題 


 


（１） 税による所得再分配機能の回復・強化 


○ 三党合意を経て成立した社会保障・税一体改革関連法に基づき、税によ


る所得再分配機能を強めるための所得税や資産課税の見直しについて、


2012年度中に結論を出すべきである。 


○ 政府が掲げてきた「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ」


との考え方を具体化するための改正を行うべきである。 


    


【連合の政策】（※） 


① 所得税は、最高税率の引き上げ等による累進制の強化をはかる。 


② 相続税は、バブル経済以前のレベルまで強化し、格差の拡大・固定化


を是正する。贈与税は、世代間の所得移転効果も考慮し、平成23年度


税制改正法案を維持する。なお、住宅取得に関わる軽減措置は、基本


的に延長する。 


③ 人的控除を所得控除方式から税額控除方式に切り替える。  


④ 給付つき税額控除（勤労控除・消費税税額控除）の導入に向け、その


前提となる共通番号制度の早期導入をはかる。 


（※）「2012～2013年度 政策・制度 要求と提言」、「2013年度 連合の重点政策」等。以下同じ。 


 


（２） 自動車関係諸税の軽減・簡素化 


○ 自動車取得税・自動車重量税については、社会保障・税一体改革に関す


る三党合意を踏まえ、一体改革関連法に、「国及び地方を通じた関連税


制の在り方の見直しを行い、安定的な財源を確保した上で、地方財政に


も配慮しつつ、簡素化、負担の軽減及びグリーン化の観点から、見直し


を行う」ことが明記されたところであり、具体化に向けた検討を進める


必要がある。 


○ 自動車関係諸税は、自動車の社会的費用に対する負担を課税根拠とし、地


方の生活実態や産業活動への影響などにも配慮して軽減・簡素化する抜本


改革を行うべきである。その際には、地方財政に対する影響に配慮する。 


 


【連合の政策】 


① 自動車取得税を廃止する。 


② 自動車重量税を廃止し、自動車保有に関わる税のあり方を抜本的に見


直し、軽減・簡素化をはかる。税体系は、総合的に環境への負荷の要


素を組み込んだものとし、物流・公共交通機関（バス・タクシー・ト


ラック）及び軽自動車に軽減措置を講じる方向で検討する。 
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③ 走行段階の燃料課税については、いわゆる「暫定税率」を廃止した上


で、道路等社会インフラの整備のための費用の分担、地球温暖化対策


の視点等から、課税根拠、税率のあり方を検討する。 


 


（３） 消費税引き上げにともなう課題 


○ 消費税引き上げに際しては、低所得者対策の実施や中小事業者などの価格


転嫁対策の強化が必要である。社会保障・税一体改革関連法では、低所得


者対策として、給付付き税額控除に加え、複数税率の導入について総合的


に検討するとしているが、単一税率の維持を前提に検討すべきである。 


○ あわせて、益税など制度的な不備の是正にも取り組む必要がある。 


 


【連合の政策】 


① 消費税の逆進性緩和策として、低所得者層に対する還付制度を導入す


る。具体的には、単一税率の維持を前提に給付つき税額控除で対応す


る。複数税率は導入しない。 


② 消費税率の引き上げに際しては、下請け事業者などの不利益防止など


公正な価格転嫁に向けて、独占禁止法・下請法の特例にかかる必要な


法制上の措置等を講じる。 


③ 納税者が消費税を負担していることをきちんと理解できるものとし、


さらに滞納防止のため、消費税の小売り段階での表示は「外税方式を


原則」とする。また、内税方式の場合は、価格表示や領収書において


税額を明記する。 


④ インボイス方式の導入や簡易課税制度、免税点の廃止などにより、消


費税の透明性を高める。 


 


（４） その他の課題 


○ 個別間接税の課税根拠を整理するとともに、二重課税については是正を


はかる。 


○ 地域による偏りが少なく安定的な地方税体系とすることなど、地方分権


にふさわしい地方税・財政をめざして改革を行う。 


 


２．前年度からの継続課題 


 


（１） 被災地復興・日本再生に向けた課題 


○ 被災地全体の復興と雇用創出を視野に入れた復興計画および地域経済を


担う中小企業への支援を着実に推進すべきである。あわせて、復興特別区


域法で講じられた税制特例措置を広く周知し、積極的に投資をするよう産


業界等への働きかけを行うことが重要である。 
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○ デフレからの早期脱却および良質な雇用の創出に向けて、「日本再生戦略」


の推進に資する雇用維持・創出や国内投資の促進につながる税制措置等を


講じるべきである。 


 


【連合の政策】 


① 被災地域のニーズに対応した復興・再生の取り組みを支えるため、特


別交付税（地方交付税交付金の6％）の上積みを継続する。また、被災


者向け賃貸住宅を新築する事業者への税制優遇など、被災者支援の拡


大をはかる。 


② 中小企業の支援やディーセントワークを後押しする税制改革を行う。 


③ 租特透明化法を活用し雇用や国内投資など政策税制の効果について検


証を行う。 


 


（２） 納税者の立場に立ったわかりやすい税制の実現 


○ 税金は、民主主義社会を支える基盤である。国民一人ひとりが納税者とし


ての権利と義務を理解し、政治参加を通じ意見を言える仕組みをつくるこ


とが不可欠である。 


○ 「納税者権利憲章」の制定など平成22年度税制改正大綱および平成23年度


税制改正大綱で掲げられている納税者主権の確立に向けた改革を実現す


べきである。 


 


【連合の政策】 


① 納税者の目線から、納税者の権利と義務をわかりやすく明示した「納


税者権利憲章（仮称）」を制定する。 


② 納税者意識を高めるとともに、納税者としての権利を確立するため、


給与所得者に対しても、申告納税制度と年末調整制度との選択を認め


る。なお、特定支出控除については、給与所得者の必要経費の実情に


合わせて、対象項目を追加・拡大する。  


③ 税の持つ意義や目的、税に関わる国民の義務と権利、ライフステージ


ごとの負担と受益の関係など、子どものころからの租税教育を充実す


る。 


 


以 上 
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政府税制調査会提出資料／2012 年 10 月 25 日／連合 


 


Ⅰ．税制改革に関する要請項目 


 （１）連合「2012-2013 年度 政策制度 要求と提言」（抜粋） 


 


1．政府は、納税者の立場に立ったわかりやすい税制を実現する。 


(1) 納税者の目線から、納税者の権利と義務をわかりやすく明示した「納税者権利憲章（仮


称）」をつくる。 


(2) 納税者意識を高めるとともに、納税者としての権利を確立するため、給与所得者に対し


ても、申告納税制度と年末調整制度との選択を認める。 


(3) 税の使途や税に関する情報、債務残高等中央・地方双方の財政の実態、審議会等の公開


等、納税者に対する情報公開を徹底するとともに、税のもつ意義・目的や主権者たる納税


者（担税者：タックスペイヤー）の権利・義務についての租税教育を充実する。 


(4) 納税者の権利を保障する観点から、国税の処分に対する不服申し立ては、現行の訴願前


置主義（原則として行政上の不服申し立てを経なければ、裁判所への訴訟ができない）を


基本としつつ、裁判所への直接訴訟の道も開き、選択可能とする。また、国税不服審判所


については、財務省・国税庁から切り離して第三者機関としての独立性を確保する。首席


審判官以上は、国会同意人事とする。 


(5) 税務通達については、極力法令化し、通達行政の不透明性を是正する。また、税務関連


の命令・規則の設定・改廃については、可能な限り、行政手続法の意見提出手続（パブリ


ックコメント）等による国民からの意見聴取に努める。 


(6) 所得再配分機能の回復・強化と安心と信頼の社会保障の実現の視点から、社会保障・税


共通の番号制度を導入する。 


①番号制の早期導入にむけて、丁寧かつ集中的な議論を行い、国民にわかりやすい情報発


信を行う。 


②利用範囲については、税務分野に加えて、年金分野(年金給付、国民年金の保険料減免等)


からスタートする。 


③利用する番号については、住民票コードと対応させた新たな番号を付番する。 


④目的外利用を禁止し、不正行為に罰則を設ける等法制上の措置を講じる。本人が自分の


情報へのアクセスを確認できるしくみとする。また、苦情処理、権利侵害に係る調査・


救済などの機能をもつ第三者機関を設置する。(Ｐ78～「福祉・社会保障政策」参照 Ｐ183～


「行政・司法改革」参照) 


⑤なお、法人についても、社会保険や法人登記との連携を含め、番号制度を整備する。 


(7) 「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」と全自治体での「地方税電子申告サービス


(eLTAX)」の一層の普及をはかる。あわせて、利便性を高めるとともに、電子申告促進のた
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めの税制上のメリットを与える。また、適正な税務執行をはかるため、徴税業務の効率化


をはかるとともに、必要な税務職員の人員数を確保し、その専門能力を高める。 


(8) 報酬、料金等の支払調書について、本人への交付を義務づける。 


(9) 記帳および総収入申告義務の強化、脱税等の違反に対する罰則強化、時効の延長、不正


申告や記帳義務違反者に対する推計課税制度、悪質な滞納に対する罰則創設等、公正な申


告納税が実現できる環境を整備する。各国と租税条約を締結し、租税に関する国際的な情


報交換・監視体制を整備し、租税回避を防止するとともに、司法・警察と連携し、マネー


ロンダリング等の犯罪撲滅にも役立てる。 


(10)電子商取引について、取引の把握方法、国境を越える取引の課税の取り扱い等、国際的


な調和をはかりつつ、課税の仕組みの確立をはかる。 


(11)公平な税制の構築に向けた実践的な研究を可能にするため、個人情報の保護を前提とし


て、国税庁が保有する税務統計の基礎情報を調査・研究目的に限って提供する制度を創設


する。また、租特透明化法にもとづく情報公開を着実に実施する。 


(12)納税者の中軸を担っている労働者の意見を聞き、その生活実感をふまえた予算編成とす


るため、税財政の決定過程に労働者の代表を参画させる。 


 


2．政府は、所得税を再構築し、所得再分配機能と財源調達機能を高める。 


(1) 利子・配当、株式等譲渡益の分離課税制度を廃止し、資産性所得を含めて所得課税を総


合課税化する。政府が進める「金融所得課税の一体化」については、総合課税化を条件と


する。それまでの間は、金融所得にかかる税率を 30％に引き上げる。あわせて、租税回避


につながらないよう、必要な措置を講じる。 


(2) 人的諸控除は、原則として所得控除方式から税額控除方式に切り替える。また、社会保


障給付で行うべき控除は社会保障給付に振り替える。 


①基礎控除は、基礎税額控除に変える（所得税：3.8 万円 住民税：3.3 万円）。 


②配偶者控除は、扶養税額控除に整理統合する。 


③成年扶養控除は、扶養税額控除（所得税：3.8 万円／人 住民税：3.3 万円／人。平均所


得以下に対象を限定、ただし、障害等のため就労し独立した生計を維持することが困難


という特別な事情を有する人を扶養している場合は所得制限を設けずに適用する）に変


える。税収の増加分は、就労支援や子育て支援等の財源とする。 


同居特別障害者加算は、障害者福祉手当の増額に振り替える。 


④特定扶養控除は、扶養税額控除と教育費税額控除（新設：所得税：2.5 万円／人 住民


税：1.2 万円／人）に分割する。新設する教育費税額控除は、大学、専門学校等に通う


扶養者がいる場合、所得制限、年齢制限を設けずに適用する。 


⑤平均所得（給与所得 400 万円程度）以下の層において、扶養者が扶養から外れる際に生


じる世帯での「手取りの逆転現象」を調整するため、現状の配偶者特別控除に準じた措
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置を講じる。 


⑥勤労学生控除、老人扶養親族控除（70 歳以上）、同居老親等加算、障害者控除、寡婦・


寡夫控除は税額控除に変える。 


(3) 所得税の税率を 5％ずつ、最高税率から段階的に引き上げる。まず、現行税率 40％ブラ


ケットを 45％に、33％ブラケットを 38％に引き上げる。なお、5％のブラケット（税率適


用区分）を引き上げる際は、基礎税額控除を引き上げる（所得税：7.6 万円、住民税：6.6


万円）。 


(4) 低所得雇用者の社会保険料・雇用保険料（労働者負担分）の半額に相当する金額を所得


税から控除する仕組み（勤労税額控除）を導入する。（注 1） 


(5) 課税最低限以下の層を中心に消費税の逆進性対策として、最低限の基礎的消費にかかる


消費税負担分を給付する制度（消費税税額控除）を導入する。（注 1） 


(6) 特定支出控除については、給与所得者の必要経費の実情に合わせて、職務上の慶弔費・


自動車関係費、能力開発のための費用、周辺機器を含めたパソコン購入費、通信費、書籍


購入費、労働組合費等を対象項目として追加・拡大する。(現行は通勤費、転任のための引


っ越し費用、研修費、資格取得費、単身赴任の帰宅旅費の 5 項目) 


(7) 単身赴任者の帰宅旅費については、本人の必要経費であり、非課税とする。 


(8) 年俸制や派遣労働の交通費について、通勤にかかる交通費実費は、納税者の申告にもと


づき非課税とする。 


(9) 退職金控除は、働き方によって不利が生じないよう、勤続１年あたりの控除額を一律（年


60 万円）とする。 


(10)医療費控除については、控除適用の下限額(10 万円または総所得額の 5％のいずれか低い


方)を堅持する。 


(11)日本国内に住所を有しているが、職業上の理由により、１年の大半を日本で居住してい


ない者を「準居住者」とし、所得税・住民税の軽減をはかる。 


(12)医師の社会保険診療報酬に係る特例（概算経費率による必要経費の計算特例）は廃止す


る。 


 


（注 1）給付つき税額控除～給付つき税額控除とは、個人所得課税において税額控除を導入し、その控除


額が引ききれなかった場合に「負の所得税」を給付する仕組みである。「負の所得税」を給付する


ことで、課税最低限以下の層を含めた所得再分配が可能となる。 


○「勤労税額控除」のイメージ 


給与収入 65～200万円で社会保険料・雇用保険料を負担している雇用労働者（約 1500万人）に対し、社会保険料


・雇用保険料（給与の約 14％）の半額に相当する金額を所得税から控除する。給与収入 200万円から徐々に低減


し、250万円で消失する措置もあわせて講じる（対象者約 600 万人）。必要財源は、1.5～2 兆円程度を想定して


いる。 


○「消費税税額控除」のイメージ 


 合計所得が課税最低限の人（4000 万人程度）に対し、扶養者数に応じて、最低限の基礎的消費にかかる消費税負
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担相当分を定額で給付する。課税最低限の水準から徐々に低減し、消失する措置もあわせて講じる。必要財源は、


消費税収の 1割弱程度を想定している。 


 


3．政府は、益税などの制度的な不備を早急に改善する。消費税を社会保障給付の安定財源とし


、段階的に引き上げる。 


(1) 消費税の制度的な不備を早急に改善する。 


①益税解消のため、税額控除方式は、現行の帳簿方式から税額票方式（インボイス方式）に変


更する。また、記帳義務も強化(記帳義務者の範囲の拡大、罰則の創設)する。 


②簡易課税制度は、廃止する。 


③法人の免税点は、廃止する。 


④消費税の滞納防止のため、公共工事入札、備品調達の際にも納税証明書の添付を求める。 


⑤消費税における二重課税については、解消する。また、印紙税の課税対象についても抜本的


に見直す。 


⑥納税者が消費税を負担していることをきちんと理解できるものとし、さらに滞納防止のた


め、消費税の小売り段階での表示は「外税方式を原則」とする。また、内税方式の場合は、


価格表示や領収書において税額を明記する。 


(2) 消費税を社会保障給付の安定財源とし、安定成長軌道に復帰後遅滞なく、段階的に引き上げ


る。 


①消費税（国税）は、基礎年金、高齢者医療、介護、少子化対策（現物給付）に充当する。 


基礎年金、高齢者医療、介護、少子化対策（現物給付）に今後必要となる給付費の増加・機


能強化に対応して、消費費税を段階的に引き上げる。 


②地方消費税は、一般財源とし、地方における社会保障給付費の増加およびその機能強化等に


対応して、段階的に引き上げる。 


(3) 消費税の逆進性緩和策として、低所得層に対する給付制度を導入する。 


①課税最低限以下の層を中心に消費税の逆進性対策として、最低限の基礎的消費にかかる消費


税負担分を給付する制度（「消費税税額控除」）を導入する。軽減税率は、導入しない。 


②社会保障・税の共通番号の導入を前提に、行政コストを考慮し、具体的な制度設計を行う。


あわせて、税務行政等の体制整備もはかる。 


(4) 消費税納税額の圧縮を目的とした正規雇用から派遣・請負への置き換えを防止するため、派


遣労働、請負労働などの対価にかかる「消費税の仕入税額控除」について、そのあり方を見直


す。 


 


4．政府は、相続税、土地税制等資産課税を強化する。 


(1) 相続税は、資産の再分配機能、所得税の補完機能として、社会的に重要な制度として位置づ
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ける。 


①相続税の基礎控除を引き下げ、2,000 万円＋400 万円×法定相続人数とする。なお、死亡保


険金の現行の相続税非課税限度額は維持する。 


②相続税および贈与税の最高税率を引き上げる等、累進性を高める税率構造の見直しを行う。 


③小規模宅地等の課税特例（相続した住居に引き続き住み続ける場合、240㎡まで評価額を 80


％減額する措置）は継続する。事業承継税制は、現行制度を維持する。 


④現行の相続時精算課税制度は、将来的には一生累積課税方式（生前贈与を一生にわたって累


積課税し、最終的には相続時に相続税と合わせて課税する方法）とする。 


(2) 土地基本法の理念に沿って、保有課税を重視した土地税制の基本を堅持しつつ、譲渡にかか


る税は、土地の流動化が進みデフレが解消されるまで現行水準を維持する。 


(3) 地価税は、性格・役割（資産課税や土地政策面）を踏まえて、その基本的枠組みを維持し、


地価の上昇率が２桁を超えるまで凍結を維持する。 


(4) 土地等の譲渡に関する税制の簡素化や国税、地方税等の課税標準となる土地の評価のあり方


について検討する。コンパクトシティづくりの促進や市街化調整区域内の土地利用のあり方等


に留意しつつ、租税特別措置を総点検し、課税ベースを拡大する。また、住宅にかかる登録免


許税と不動産取得税のあり方について、簡素化、地方財源化する方向で検討する。 


 


5．政府は、企業の社会的責任に見合った税・社会保険料の負担を課す。 


(1) 法人企業の税・社会保険料負担をＧＤＰ比 1割程度に段階的に引き上げる。 


(2) 社会保険を原則すべての雇用者に適用する（ペイロールタックス化：支払い総賃金額をベー


スに保険料率を乗じる方式）。当面、適用基準を労働時間要件「2 分の 1（20 時間）以上」、


ないし年収要件「65万円以上」（給与所得控除の最低保障額）として、いずれかの要件に該当


すれば、社会保険を適用する。なお、必要な経過措置を講じる。 


(3) 法人税の租税特別措置および各種引当金、準備金については、ｱ)政策手段として税が適当か、


ｲ)政策目的達成のために効果的な措置であるか、ｳ)その政策目的が現下の喫緊の政策課題に資


するものであるか、ｴ)利用実態が特定の者に偏っていないか、ｵ）創設後長期間にわたってい


ないかについて吟味し、不断の見直しをはかる。また、租特透明化法にそって情報公開を行う。


公表範囲について拡大する方向で検討する。 


(4) 法人事業税における外形標準課税を原則すべての法人に適用する。中小企業については、雇


用安定控除の比率を引き上げる。 


(5) 欠損金の繰り越し控除を控除前所得の 5割に制限する。控除期間を 15年程度に延長する。 


(6) 中小企業の支援やディーセントワークを後押しする税制改革を行う。 


①中小企業基本法にあわせる方向で、税法における中小企業の定義を見直す。 


②中小法人に対する法人税の軽減税率を基本税率の 1/2の水準とする。 


③「雇用促進税制」について、政策効果等を検証し、より効果的な税制となるよう必要な見直
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しを行う。中小企業に対する人材投資促進税制を復活させる。 


④法定雇用率を上回って障がい者を雇用する企業、重度障がい者などを多数雇用している企業


に対して法人事業税を減税する 


(7) 会社分割等企業組織再編に関わる税制措置は、リストラ支援税制とならないよう、適格組織


再編成の認定にあたって、従業員の引き継ぎ要件、事業継続の確認を厳正に行う。 


(8) 企業の使途不明金への重課税、過大な役員報酬や交際費に対する課税を強化する。また、均


等割課税を導入する等、恒常化している赤字法人に対しても課税を行う。 


(9) 有限責任事業組合（日本版ＬＬＰ）制度については、損益算入や通算範囲に制限を設ける等、


出資者(法人・個人)が租税回避の手段として利用しないようにする。 


(10)公益法人制度について、公益を担おうとする組織が使いやすい運用を行う。 


①新たに創設される公益認定社団・財団法人に係る公益性の判定にあたっては、労働組合等の


果たす社会的影響力を幅広く認める。 


②事業活動等に関わる規定は、持続的・安定的な運営ができるよう適正に適用する。 


③小規模法人等の実態を踏まえ、提出書類等の簡略化など必要な見直しを行う。 


(11)公益法人制度改革に関連する税制の見直しにあたっては、公益的な活動を行う法人(人格な


き社団を含む)に対する課税強化とならないようにする。 


 


6．政府は、社会的課題に対応した公平で簡素な税制措置を行う。 


(1) ＮＰＯ法人等の活動を支援する措置を強化する。 


①ＮＰＯ法人に対する寄付金については、個人所得において、一定金額の範囲内で所得税


の 25％までを税額控除できる制度を創設する。 


②ＮＰＯ法人が行う介護サービス事業については、社会福祉法人の場合と同様、非課税と


する。 


③ＮＰＯ税制の公益性認定のあり方について、抜本的に見直す。 


④ＮＰＯ法人についても、一般社団法人と同様に基金制度（出資金を債務でなく資産に計


上できる仕組み）を使えるようにする。みなし寄付金の控除限度額についても、50％に


引き上げる。 


⑤公益財団・社団法人についても、上記に準じた措置を講じる。 


⑥各自治体において、ＮＰＯなど市民活動団体を支援するため、自分の納税する住民税の


一部について市町村を通じて寄附する仕組みを創設する。 


⑦社会的責任投資に関する枠組みを整備し、税制上の措置も含め、普及・促進させる取り


組みを検討する。 


(2) 住宅関連の負担軽減措置として、下記の措置を講じる。 


①住宅取得に要した借入金がある場合は各年の返済金に係る利子相当額の、賃貸住宅に居


住している場合は支払い家賃額の、それぞれ 20％（上限は年 24 万円）を各年分の所得
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税額から控除する、「家賃・ローン利子比例税額控除制度」を創設する。なお、対象は


所得 1,500 万円以下の個人とする。 


②新築住宅にかかる固定資産税の軽減期間を 10 年に延長する。 


③個人住宅における耐震やバリアフリー、省エネのための改修工事と長期優良住宅に対す


る促進税制について、内容を拡充し、期間を延長する。 


④現行の「住宅ローン減税」適用者が家族帯同で転居を伴う転勤をする場合は、減税措置


を中断しないこととする。 


⑤ 居住用財産の譲渡損失の繰越控除期間を 5 年に延長する。 


(3) 財形貯蓄制度の維持・拡充をはかる。 


①財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄の利子非課税限度額（現行 550 万円）を 1,000 万円に


引き上げる。 


②公的年金支給開始年齢が 65 歳となることに対応し、契約締結時 60 歳までの労働者を対


象とする。 


③貯蓄額が利子非課税限度額を超えた場合の課税方法を、非課税貯蓄額を超えた部分のみ


に課税するよう改める。 


(4) 国民が将来の不安に備え、社会保障でカバーできない部分について行う自助努力に対して、


税制での支援を積極的に拡充・改善する。そのため、遺族、年金、医療、介護の保障にかかる


各種保険料控除の維持・充実をはかる。 


(5) 障害者雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金等の益金不算入等、税制面から雇用拡大を支


援する。 


(6) 雇用労働者の能力開発を促進させる観点から、研修・資格取得費用の負担を軽減する「自己


啓発税額控除」を検討する。 


(7) 自動車関係諸税を軽減・簡素化する抜本改革を行う。 


①自動車取得税を廃止する。 


②自動車重量税を廃止し、自動車保有に関わる税のあり方を抜本的に見直し、軽減・簡素


化をはかる。税体系は、総合的に環境への負荷の要素を組み込んだものとし、物流・公


共交通機関（バス・タクシー・トラック）及び軽自動車に軽減措置を講じる方向で検討


する。 


③走行段階の燃料課税については、いわゆる「暫定税率」を廃止した上で、道路等社会イ


ンフラの整備のための費用の分担、地球温暖化対策の視点等から、課税根拠、税率のあ


り方を検討する。 


(8) 総合的な交通政策の視点から、物流・公共交通に対して、適切な税財政上の措置を講ず


る。 


①インフラ整備や事業運営についての国・地方・事業者等の責任と役割を明確にし、総合


的な交通政策を推進に資するよう、税と予算のあり方を見直す。 


②政策目的を踏まえ、固定資産や燃料に関わる税の軽減措置等を講ずる。 


(9) 地球温暖化対策の一環として、政府が 2011 年度から導入を決定した温暖化対策税につい
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ては、以下の観点から、政策効果、国民負担の動向などを検証し、改善をはかる。(Ｐ145


～「環境政策」参照) 


・導入にあたっては、自動車・エネルギー関係諸税の軽減・簡素化など既存税制の見直し


を行う。 


・国民生活への影響に対する配慮と特定の産業・企業に過度な負担とならないよう現実的


な税制とする。 


・化石燃料の最終消費段階で広く薄く負担をすることを基本とする。 


・税収は、エネルギー対策、技術開発、森林吸収源対策等温暖化対策の強化に使用し、雇


用創出に結びつける。 


・国内排出量取引制度等との二重の負担とならないよう調整する。 


・原料用の石油・石炭等は引き続き非課税とする。 


・物流・公共交通機関、農林漁業、石油化学産業等に負担軽減措置を講ずる。 


・税負担の明示やＣＯ2 の見える化をはかり意識喚起を行う。 


(10)既存税制のグリーン化（環境への負荷を軽減するために政策誘導する税制）をはかる。 


①エネルギー基本計画等を踏まえ、エネルギー需要構造改革推進投資促進税制やグリーン


投資減税等を総合的に見直す。 


②住宅や家電等について、税制とエコポイント等の政策効果を検証し、より有効な組み合


わせを検討する。 


③車体課税を中心に自動車関係諸税のグリーン化をはかる。 


(11)既存の目的税・特定財源については、その目的に照らして、歳出内容を厳格に評価し、かつ、


その役割や税の負担割合についても評価した結果にしたがい、必要な見直し行なう。社会保障


に関して新たに目的税・特定財源を設ける場合は、その趣旨にそって適切に予算･決算管理を


行なう。 


(12)労働債権を公租公課より優先するものとするため、国税徴収法第 19 条に「一般先取特権を


有する労働債権は国税より優先するものとする」ことを追加する。 


(13)国際レベルで資金の投機的な動きを抑制するため、国際課税制度創設について、早期に国際


合意をはかる。その税収は、貧困撲滅等の財源として活用する。（Ｐ214～「国際政策」参照） 


 


7．国と地方は、地方分権にふさわしい地方税・財政をめざして改革を行う。 


(1) 地域による偏りが少なく安定的な地方税体系とする。 


①所得税改革と歩調を合わせ、地方住民税の人的控除を所得控除から税額控除にかえる。


所得税の基礎税額控除の引き上げと歩調を合わせ、地方住民税の基礎税額控除（3.3 万


円→6.6 万円）と税率（10％→11％）を見直す。 


②地方消費税は、一般財源とし、地方における社会保障給付費の増加およびその機能強化


等に対応して、段階的に引き上げる。 
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③地方法人特別譲与税の仕組みは廃止し、改正前に戻す。 


④法人事業税における外形標準課税を原則すべての法人に適用する。中小企業については、


雇用安定控除の比率を引き上げる。 


(2) 財政調整機能と財源保障機能の両方を兼ね備えた地方交付税の仕組みと現行の交付税水準を


維持する。 


①地方財政計画の仕組みを基本的に維持する。 


②国と地方の協議の場等を活用し、地方財政計画の策定や地方交付税算定を行う等、決定


プロセスの透明化をはかる。 


(3) 公共事業等に係わるひも付き補助金について、一括交付金化をはかる。地方にとって使い勝


手のよい制度となるよう、2011年度の結果を検証し、仕組み等必要な見直しを行う。社会保障


や義務教育に係わる国庫補助負担金は、一括交付金化の対象としない。 


(4) 住民の納得を得ながら行財政改革を進める。 


①住民のニーズをふまえ、住民の立場に立った公共サービスとなるよう不断の見直しを行


う。それに伴う税負担等について情報発信し、租税教育を行う。 


②地方行政に関わる情報を広く公開する。あわせて、住民が参加できる行政評価制度を導


入し、結果を公開する。 


(5) 地方自治体の課税自主権の活用については、住民の行政参加を促し自治意識を高める観点か


ら、基本的には尊重する。ただし、新たな税を創設する際には、①地方自治体は、財政状況や


行・財政改革の計画を明らかにし、課税の必要性についての説明責任を果たす、②住民（法人


も含む）が参加して意見が反映できる機会を設ける、③既存の地方税との関係を整理する、こ


とを前提とする。 


(6) 個人住民税における給与支払報告書の提出対象範囲の拡大にあたっては、年の途中に退職し


た者が翌年以降の納税に支障をきたさないよう、情報提供等の配慮を行う。 


(7) 税法上の総所得が基準となる国民健康保険料等については、税法改正による連鎖的な負担増


とならないよう措置を講じる。同様に、総所得を基準として決定される自治体の補助金につい


ても、給付減とならないようにする。 


(8) 法人事業税の診療報酬に対する非課税措置を見直す。 
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（２）連合「2012-2013 年度 政策制度 要求と提言」 


（「災害復興・再生に向けた政策」）（抜粋） 


 


 


1． 政府は、被災者の生活再建を税制面から支援する。 


 


(1) 災害減免法について、減免措置を1 年から2 年（2010 年・2011 年）に延長し、徴収猶


予期間を2 年間（2012 年・2013 年）とする。住民税についても、同様の措置を講ずるこ


とを法律に明記する。 


(2) 所得税・住民税の雑損失の繰越控除の期間を5 年（現行：3 年間）に延長する。 


(3) 災害減免および雑損控除について、2010 年分所得に遡及して適用する。 


(4) 被災者が代替自動車を購入する場合、自動車取得税をはじめとする自動車関係諸税を減 


免する。 


(5) 被災者の住宅再建のために贈与を行う場合、税制上の優遇措置を講ずる。 


(6) 住宅ローン控除について、被災により住宅が消失した場合でも、残存期間につき継続し 


て適用する。 


(7) 被災の対応のために財形年金貯蓄を引き出す場合、遡及課税を行わない。 


(8) 被災により住居を失った従業員が、企業から住宅取得等を目的とした無利子・低利融資 


を受ける場合、従業員の経済的利益に課税しない。 


(9) 被災により住居を失ったものが、代わりの住宅を取得する場合、不動産取得税、登録免 


許税等を免除する。 


(10) 被災地域の固定資産の評価額を見直し、固定資産税・都市計画税の減免を行う。 


(11) 被災状況を考慮して、申告期限の延長や納税の猶予措置を講ずる。 


 


 


2． 政府は、被災した企業の再建を税制面から支援する。 


 


(1)被災による損害や修繕に伴う費用、被災した従業員に対する生活支援のための費用、取 


引先企業の再建に資する売掛金等の放棄等について、全額損金算入の対象とする。あわせ 


て、事業用資産の買い換え特例や代替資産の特別償却の措置を講ずる。 


(2) 被災による損失額に対応して、2010 年の法人税を繰り戻し還付する。 


 


 


3． 政府は、被災地域の復興を税制面から支援する。 
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 (1) 被災地域の復興のために区画整理や住居・事務所等の移転を行う場合、不動産取得税、 


登録免許税等を免除する。 


(2) 被災者向け優良賃貸住宅に対して、割増償却を行う。 


(3) 被災地域の復興のために、地方への特別交付税（地方交付税交付金の6％）について増 


額する。 


(4) 2011 年度から実施される「一括交付金」について、被災地の実情を考慮した運用を行


う。 


 


 


4.政府は、税制改革と整合性をはかりつつ、復興に要する財源の確保をはかる。 


 


(1) 「平成23 年度税制改正法案」について、一部見直しを行い、早期成立をはかる。 


①法人税の基本税率の引き下げの実施時期を2014 年度からとする。あるいは、基本税率を 


引き下げた上で、3 年間程度暫定税率を上乗せする租特を設ける。 


②2012 年1 月より証券優遇税制を廃止する。 


(2) 復興・再生にむけた財源として、資産・所得に着目した時限的な「付加税」の新設を検 


討する。 


※「付加税」のあり方（名称、対象税目、水準、実施時期・期間等）については、被災者


・被災地域を国民全体で支えるとの視点を重視して、復興・再生計画の全体像や政府・与


野党の検討状況等を考慮して検討する。 


(3) 引き続き、社会保障・税の抜本改革の検討を着実に進め、その道筋を示す。 


 


以上 








平 成 2 4 年 度  第 3 回  税 制 調 査 会  
 


日時：平成 24 年 10 月 25 日（木）午前 10 時 00 分～12 時 00 分  


場所：合同庁舎第４号館 11Ｆ 共用第１特別会議室  


 


１． 開会          １０：００  
 
２． 地方団体との意見交換     
 
  （１）全国知事会     １０：００～１０：１０


地方税財政常任委員会副委員長 
平井   伸治 鳥取県知事    


  （２）全国市長会          １０：１０～１０：２０  
     相談役 


野村 興兒 山口県萩市長 
  （３）全国町村会 副会長 １０：２０～１０：３０  
      白石 勝也 愛媛県松前町長 
  （４）質疑・意見交換   １０：３０～１１：００  
 
３． ４団体からのヒアリング     
 
  （１）説明        １１：００～１１：３０  


日本経済団体連合会 
専務理事                      久保田政一 


日本商工会議所 
特別顧問・税制委員長 井上 裕之 


日本労働組合総連合会 
総合政策局長     川島 千裕 


日本税理士会連合会  
副会長        松原 弘明 


 
  （２）質疑・意見交換   １１：３０～１２：００  
 
４． 閉会          １２：００  








 


 


 


 


「平成 25年度税制改正に関する意見」重点項目 


平成 24年 10月 25日 


日 本 商 工 会 議 所 


１．消費税引上げに伴う弊害の是正 


○円滑な価格転嫁の実現のため、徹底した広報をはじめ万全の対策の実施を 


・「消費税は転嫁されるもの」との明確なメッセージを国民、事業者、特に取引上強い立場に


ある者に発信。過去の全ての価格転嫁対策をはじめ、あらゆる手立てを継続的に実施すべき 


○景気の下振れをカバーし、経済成長を促進する景気・経済対策の実施を 


・購入価額が高額で、経済波及効果が大きい住宅等に対する実効性の高い措置が必要 


○中小企業経営への影響を最小限に止める支援策の実施を 


・少額減価償却資産の固定資産税免除と特例上限 300万円引上げ、商業・ｻｰﾋﾞｽ業の設備投資


減税の拡充、延滞税引下げや申告期限延長等の柔軟な納税環境整備、公的融資の拡充が必要 


○中小企業に追加的に煩雑な事務負担増を強いる、複数税率・インボイスの導入には断固反対 


・逆進性対策が必要な場合は、共通番号を早期導入し、きめ細かな給付支援で対応すべき 


○簡易課税制度のみなし仕入率は、震災や経済変動等を考慮して、直近の複数年度で判断を 


○消費税引上げに伴い、二重課税の解消を（印紙税、車体課税の廃止等） 


 


２．事業承継と創業促進に資する税制の拡充 


＜事業承継税制の拡充＞ 


○非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の改善を 


・制度利用を阻害している、納税猶予打切り基準や役員退任要件の緩和等は直ちに措置すべき 


・制度利用を促進するため、納税猶予割合 10割への引上げ、発行議決権株式の総数上限（2/3）


の撤廃、農地との制度上の差異の是正、5年経過後の納税猶予額の全額免除等の拡充が必要 


○駅前商店街の個人事業主等の事業承継を阻害する相続税の課税強化（基礎控除の引下げ等）


は行うべきでない 


＜創業促進税制の拡充＞ 


○創業後５年間の中小企業に対する税制措置等の拡充を（法人税免税・社会保険料の減免等） 


○会社設立に係る印紙税および登録免許税の廃止を 


 


３．中小企業等の活力強化に資する税制の拡充  


○復興増税期間の終了を待たずに、中小軽減税率を含む法人実効税率の引下げを 


・法人実効税率（国税・地方税）のアジア諸国並み（20％台）への引下げ 


・中小軽減税率の 11％以下への引下げ、適用所得金額の拡大（800万円⇒1,600万円） 


○地域社会の安定を支える中堅企業を後押しする税制措置の拡充を（留保金課税の廃止等） 


○中小企業の海外展開・販路拡大や人材確保・能力開発を後押しする税制措置の創設を 


 


４．内需拡大・地域活性化に資する税制の拡充 


○資産の世代間移転を促進する税制の拡充を（贈与税の非課税枠 1,000万円への引上げ等） 


○消費の減退や、わが国の人材や資産の海外流出を招く、所得税の課税強化は避けるべき 


○交際費の全額損金算入化の実現を 


○企業活動の拡大を阻害する事業所税の廃止を 


以 上 
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平成 24 年 9 月 26 日 


日本税理士会連合会 


                                         


税理士法に関する改正要望書 


 


◇税理士制度の見直しの経緯と改正要望の趣旨 


（１）税理士の使命は、税理士法第 1条において、「税理士は、税務に関する専


門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、


納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適


正な実現を図ることを使命とする。」とされており、税理士は、我が国唯一


の税務に関する専門家として位置付けられている。 


税理士制度は、国民にとって民主的とされる申告納税制度を維持発展さ 


せ、もって国家財政の基盤を確保するうえで極めて重要な制度である。 


こうした税理士制度の基となる税理士法は、平成 13 年の改正がなされて


から既に 10 年余が経過した。この間 IT 社会への変革と経済社会の多様化・


複雑化、規制改革の進展、他士業資格制度の法改正などにより、税理士制


度を取り巻く環境が大きく変化してきている。また、公共的使命を担う税


理士の業務についても、益々高度化・専門化が進んできており、時代が要


請する、国民・納税者の期待に応え得る制度となるためには、更なる見直


しと盤石な基盤の構築が喫緊の課題である。 


 


（２）日本税理士会連合会（以下「日税連」という。）は、平成 21 年 3 月の制


度部答申を踏まえ、平成 21 年 11 月に税理士法改正に関するプロジェクト


チームより「税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台」


を公表した。このタタキ台については、全国の会員から広く意見を募集し、


平成 23 年 4 月 21 日、税理士法改正特別委員会（上記プロジェクトチーム


を改組）より「税理士法改正に関する意見（案）」を 17 項目について改正


意見として公表した。 


 また、過去の法改正の例に倣い、同意見(案)及び「税理士の資格取得制


度のあり方～税理士法第 3 条第 1 項第 3 号及び第 4 号について～」につい


て、有識者の学術的意見・判断を求めることが肝要と考えたため、公益財


団法人日本税務研究センターへこれらの課題について研究委託を行った。 


 


（３）一方、日税連の申し入れにより、平成 23 年 6 月から平成 24 年 6 月まで、


計 14 回、日税連、国税庁、財務省主税局（オブザーバー）の３者による「税


理士制度に関する勉強会」が行われてきた。勉強会の意見交換による結果
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については、平成 24 年 6 月 28 日開催の日税連理事会並びに平成 24 年 7 月


の日税連ホームページ記事及び会報において、「論点整理メモ」を公表した。 


 


（４）また、平成 23 年度税制改正大綱に引き続き、平成 24 年度税制改正大綱


に「税理士制度については、税理士の業務や資格取得のあり方などに関し、


税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、税理士の資質の


一層の向上など国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を


図る観点から、関係者等の意見も考慮しながら、その見直しに向けて引き


続き検討を進めます。」と税理士法改正に向けた記述がなされているところ


である。 


   日税連は、これらの税制改正大綱に記載された趣旨に沿って、税理士業


務や資格のあり方、税理士の平均年齢の高齢化を考慮して今後益々国民・


納税者の税理士に対する信頼を高め、その期待に応えることが納税者利便


の向上に資するという観点から、また、特に若い世代に対する税理士制度


のあり方を今の現役世代が検討し、引き継ぐことも重要だと考え、税理士


法のあり方を取りまとめた。なお、要望事項の中には、制度構築を行って


いくための準備事項も含まれている。 


 


（５）現在、税務調査手続の見直しなど納税環境整備に係る諸課題に加え、TPP


や FTA など世界的な規制改革がなされようとするなか、申告納税制度の更


なる発展を期し、税務の専門家としての適正性を担保しつつ次世代を担う


若者や社会人などの育成も考えた国家試験のあり方を含め、更に税理士制


度が国民の利便性に適うものとすることを重視した所要の税理士法改正を


行い、社会から一層信頼される税理士制度の構築を図ることが必要である


との結論に達し、制度の改革を含めた本「税理士法に関する改正要望書（案）」


を提出するものである。 
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◇改正等要望項目 


税理士法改正に際して、改正事項の個別の項目については、以下のような改


正等により整備又は措置される方向で検討していただくよう、要望する。 


 


１． 税理士の業務に関する規定 


（１）電子申告等における税理士業務の明確化 


  IT 社会の進展に伴い、今後電子申告等については更なる利用が見込まれる。


このため、電子申告等電磁的記録をもってする事務は単に税務書類の作成に


とどまらず、電子申告等のコンピューターを用いた業務についても、法第２


条第１項の税理士業務に含まれることを明確にすべきである。 


（２）補助税理士制度のあり方 


  現行補助税理士制度は、平成 13 年法改正時に、納税義務者から委嘱を受け


た税理士及び税理士法人（以下、「税理士等」という。）の補助者として税理


士等に雇用される税理士の法的地位を明確にするため創設されたものであり、


国民・納税者の利便性の向上に一定の効果はあるものの、一方では、この補


助税理士制度は、補助税理士が独立開業へ向けて準備する機会を妨げ、結果


として、税理士制度の発展に影響を及ぼしていると考えられる。このような


懸念を解消させる方策として、補助税理士であっても他の税理士等の事務所


に所属しながら他人の求めに応じて税理士業務を受任できるよう、法令等の


整備を図るべきである。また、この際併せて、補助税理士の「所属税理士」


への呼称の変更、顧客の誤認防止や顧客情報管理の責任の明確化等を図るべ


きである。 


（３）法第 30 条の税務代理権限証書の提出を前提とした書面添付制度・意見聴


取制度 


  法第 30 条「税務代理の権限の明示」は、税理士等が納税者から税務代理を


受任したとき税務官公署に提出するものであり、これを提出した税理士等の


委任者である納税者は、法第 33 条の 2 及び法第 35 条の規定によって、税務


調査等に対して一定の便益を与えられている。したがって、税務代理権限証


書の提出と書面添付制度及び意見聴取制度とはより強い関連を持たせる方向


とすべきである。平成 13 年法改正の趣旨である円滑な税務行政の運営と税理


士の地位向上に資することを一層進める観点から、関連項目の整備・検討を


行うべきである。なお、法第 35 条第 4項は、意見聴取制度の趣旨が損なわれ


ることのないよう、所要の措置を検討すべきである。 


（４）事務所設置の適正化 


  法第 40 条第 3項は 2か所事務所の設置を禁止しているが、その趣旨は税理


士の業務活動の本拠を 1 か所に限定して法律関係を明確にするということ及
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び個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所設置の面から


規制し、もって税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止することにあ


り、更に国際的にもこれらと同様な対応を可能にするという側面がある。ま


た、事務所の設置基準は、税理士業務が租税に関する法令に規定された納税


義務の適正な実現に資するという公共性の高いものであることに鑑み、国民


の誰もがいつでも税理士等の門戸を叩くことができ、かつ、その利便性に資


するものであるとの観点から判断されるべきである。納税者の近くに事務所


があることを前提としたこれらの概念とは異なる事務所が存在する状況であ


るので、納税者に迷惑がかかることも考えられ問題がある。 


  したがって、日税連の登録事務の適正な運営を確保する観点から、その登


録事務（変更登録を含む。）に関する一定の権限を付与することなども含めた


法令等の整備を図るべきである。 


（５）報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し 


公職に就いた場合の業務の停止規定は、他士業では、弁護士法及び弁理士法


においてはすでに廃止されており、公認会計士法等においても特段の制限はな


い。税理士に求められる社会貢献を阻害しないため、一定の例外を除いて、税


理士が報酬のある公職に就いた場合であっても、その公職に兼業禁止規定がな


い場合には税理士業務を停止する必要のないようにすべきである。 


なお、その見直しに併せ名義貸し行為を誘引することがないよう検討すべき


である。 


 


２． 税理士の資格取得に関する規定 


（１）税理士の資格 


  弁護士・公認会計士は各々社会的に重要な使命を有する職業専門家であり、


その使命及び専門性は税理士のそれと異なっている。使命が各々異なる専門


職業に対する資格付与は、各々の専門性を問う試験を通じて行うことが原則


である。税理士の資格付与にあたっても、その能力担保措置については、国


民・納税者からみて妥当でなければならない。そこで、弁護士は会計学に属


する科目に、公認会計士は税法に属する科目に合格することを原則とするな


ど、税務に関する専門性を問う能力担保措置を講じるべきである。 


（２）実務経験のあり方 


  税理士試験合格者及び試験免除者が税理士となる資格を有するためには、


現在２年間の実務経験が必要とされているが、実務経験のない者等が速やか


に税理士業務に就くことができるようにするため、実務修習制度の創設を含


め、そのあり方について検討すべきである。 


（３）受験資格要件の緩和 
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  申告納税制度の発展に寄与し、税理士制度の水準向上のためには、税理士


試験を受験しようとする希望者を、可能な限り幅広い層から確保することが


肝要である。国民・納税者の要請に応えうる税理士制度の受験資格要件とし


ては、職歴・学歴等による条件の見直しを含め、一層の緩和を検討すべきで


ある。 


（４）試験科目のあり方  


税理士試験の目的は、税理士となるに必要な学識及びその応用能力を有する


かどうかを判断することにあり、申告納税制度を基本とする税理士業務の遂行


のために役立つものでなければならない。そのような観点から、試験科目のあ


り方についても検討すべきである。 


 


３． 税理士の信頼性の確保に関する規定 


（１）研修受講の義務化 


  税理士法及び日税連会則においては、税理士の研修を努力義務として規定


しているが、税理士に対する信頼性を一層確保するために必要な研修制度の


充実や実効性を更に高めるため、法令等の整備を図るべきである。また、こ


れに併せて日税連においては、研修義務の未履行者について、日税連ホーム


ページで公表する等、所要の措置を講じることとする。 


（２）税務支援のうち税務援助への従事義務 


  税理士業務が社会公共性の高い使命に基づき無償独占とされていることか


ら、税理士会は会則の規定により、会員に税務支援への従事義務を課してい


る。この税務支援は経済的弱者に対する税務援助と税理士等の関与がない者


に対する社会貢献の観点からする税務指導とに区分される。特に、経済的弱


者に対する税務援助をより強力に実施できるように、法令等の整備を図るべ


きである。 


なお、従事義務の実施に当たっては、高齢者・病気療養者等に対する取扱い


も考慮すべきである。 


（３）税理士証票の定期的交換 


   税理士証票は、税理士法の規定により日税連が会員に交付するものであり、


税理士が税務代理において税務官公署の職員と面接をする場合に提示義務が


あるなど、税理士である重要な証である。 


   日税連の自治の観点から、日税連会則で、税理士が税理士証票の定期的な


交換を受けることとする制度を設けることができるよう所要の整備を図るべ


きである。 


（４）税理士職業賠償責任保険制度の確立 


税理士業務の遂行にあたって、国民・納税者の安心と信頼性を確保するこ







 


6 
 


とは、税理士業務を通じて行う社会的責務の履行を担保するうえで必要不可


欠な要素である。したがって、税理士等が税理士職業賠償責任保険に加入す


ることは、税理士等が関与している納税者にとっても、税に関する不測の損


害を被ることが無くなるという利便性を得ることになる。そこで、税理士会


会員が税理士職業賠償責任保険に全員加入することとなる措置を検討すべき


である。 


（５）税理士が行う租税教育への取組みの規定整備 


 国民が租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理


解することは、納税に対する納得感の醸成と民主国家の維持・発展にとって


重要であり、税理士・税理士会は、納税者又は国民への社会貢献事業の一環


として、租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与している。さらに、


税務調査手続が見直され、納税環境の整備が促進されるとともに、税制抜本


改革法が成立し、税理士を取り巻く状況が変化していく中で、納税者の利便


性の向上を図り、税理士に対する納税者の信頼をより一層高めるとの観点か


ら、税理士が行う租税教育はその重要性が高まっている。その取組みがより


一層定着・発展するように、税理士会の会則で租税教育に関する規定を設け


ることができるよう所要の整備を図るべきである。 


４．その他の規定 


（１）会費滞納者に対する処分の強化 


 税理士会は登録即入会制となっていることから、その会費は、日税連及び


税理士会が各会員に対し、指導、連絡及び監督等を行う会務運営の重要な財


政的基盤となるものである。平成 13 年の改正では、法第 25 条第 1 項第 3 号


及び基本通達が改正されその改善が期待されたものの、その成果は十分に上


がっていないという問題が存在する。よって、会費滞納者に対する処分の強


化を図るための措置を講じるべきである。 


（２）財務大臣の総会決議取消権の見直し 


  現状において日税連及び税理士会と税務当局とは、法の要請に従って、そ


れぞれの立場で納税義務の適正な実現に努めており、両者の間には十分な信


頼関係が構築されている。そのような現状を踏まえつつ、日税連及び税理士


会の自主権とその公益性を一層高める制度となるよう検討すべきである。 


（３）臨税制度の見直し 


  この制度は昭和 26 年の税理士法制定時から存在するものであり、税理士が


不足していた当時は合理性を有していたのであろうが、現在税理士として登


録する者は 7万人超となり、臨税許可件数も減少している現状にある。本来、


無償独占権を与えられている税理士等は、その対象となる税目のすべてにつ


いて対応すべきであるが、農村部等については地域事情もあり、税理士が必
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ずしも対応出来ないこともあることを考慮して、地方公共団体の職員等に限


り、許可を受けてこれを行うことが認められているものである。直ちに廃止


することには支障が生じることも考えられる現状では、まず、その実態を明


らかにし、臨税の許可を与えなくてもよい環境づくりを検討すべきである。 


（４）通知弁護士等の公示等 


税理士業務を行う弁護士等の規定は、弁護士法第 3 条第 2 項の規定と税理


士業務を税理士会に入会して行うことを調整するための見地から規定された


ものである。これにより通知弁護士については、「随時」税理士業務を行うこ


とができるとされているが、税理士法制定時の整理では、通知をすれば半年


～1 年の税理士業務ができることとされており、恒常的に税理士業務を行う


場合には税理士登録をするという趣旨であった。通知弁護士には、許可時に


国税局長から通知の受領書が交付されているが、現状は、国民・納税者にと


って可視性が欠如し、税理士業務を行いうる弁護士等であることの確認がで


きず、かつ、税理士会会員ではないので、日税連が行う会員に対する指導、


連絡及び監督が及ぶものではないとの問題がある。そこで、これらの現状に


対応するため、例えば、通知弁護士等の公示（官報等への公示）をする等の


制度を検討すべきである。 
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は じ め に 


 


税理士法では、日本税理士会連合会及び税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する


制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができると規定されて


おり、わが会では、この規定に基づき、税制改正に関する建議書を毎年取りまとめている。 


税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納


税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることが税


理士の使命であり、税理士会の意見表明は、まさに税理士の使命に基づく税理士会の義務である。


したがって、この建議書は、次の「税制に対する基本的な視点」に立った税制の実現を希求する


とともに、日常の税理士業務において納税者と接している専門家の立場から税務行政に関しても


提言を行っており、公平かつ合理的な税制の確立と申告納税制度の維持・発展を目指すためのも


のである。 


本建議書では、冒頭において税制改正の方向性及び基本的な考え方を示し、中長期的に取り組


むべき課題を明らかにした後、続いて、各税目の税制改正建議項目を示した。 


これらの課題について、税務行政庁が将来の税制を企画するに当たり、税理士会が意見を述べ


る場が持たれることを望むものである。 


なお、東日本大震災に関する税制及び取扱いについて、継続して要望している。一日も早い被


災地域の復興を願い、本建議書でも新たな提言を行っている。 


 


税制に対する基本的な視点 


税制には、負担の公平はもちろん、わかりやすく簡素な仕組み、経済活動における選択を歪め


ないための中立性も必要とされる。今後の税制改革の際には、こうした基本的な考え方が特に考


慮されるべきである。 


日本税理士会連合会の税制改正建議に当たっては、税務に関する専門家として納税者の立場に


立ち、次のような５つの視点を基本に置いている。 


(1) 公平な税負担 


公平な税負担は、税制を考える上で最も基本的な視点であり、納税者が負担能力に応じて分


かち合うという意味である。また、公平には、水平的公平、垂直的公平とともに世代間の公平


の問題があり、それらが相互に補完し合うバランスのとれた税制を構築していく必要がある。 


(2) 理解と納得のできる税制 


わが国の国税のほとんどは申告納税方式によって税が確定し、賦課課税方式による個人住民


税なども所得税の確定申告を基礎としている。申告納税制度の下では、納税者自らが課税標準


及び税額を計算し申告を行うので、租税制度は納税者が理解できるものであり、また、その目


的や内容についても納得できるものである必要がある。 


(3) 必要最小限の事務負担 


租税収入に係る費用は、税務行政庁側の費用だけでなく納税者側の事務費用も併せて認識さ


れるべきであり、過度の負担を納税者に強いることは避けなければならない。 







 


 


(4) 時代に適合する税制 


税制には、納税者の経済活動における選択を極力歪めないよう中立であることが求められる


が、一方では財政や経済とも密接な関係を有している。経済社会の構造変化に応じて税制が適


切に対応していかなければ、新たな不公平が生じるなどの弊害を招くことになる。したがって、


税制を常に時代に適合するものとすべく、その見直しを継続しなければならない。 


(5) 透明な税務行政 


透明な税務行政は、公平な税負担の確保と申告納税制度を維持発展させるためには必要不可


欠であり、納税者から更なる信頼を得るための施策を行っていく努力が求められる。 


 


さらに、今般の EU経済危機は、リーマンショック以降の低調なわが国の経済にさらに大きなダ


メージを与えた。日本税理士会連合会では、経済の活性化の視点も踏まえて税制が果たすべき役


割を検討し、建議項目を取りまとめた。 
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Ⅰ 今後の税制改正についての基本的な考え方 


 


【所得税】 


シャウプ税制以降、所得税制は、変化を続ける時代の要請に対応すべくさまざまな改正が行わ


れてきた。しかし、近年においては社会経済のグローバル化、少子高齢化及び就労形態の多様化


等に伴い、所得税が根本的に時代や経済の変化に対応することが困難となってきていると考えら


れる。 


特に、金融資産の運用及び譲渡、不動産の譲渡に係る所得は、高所得者に多く発生しているに


もかかわらず、低率分離課税されており、現在の所得格差及び資産格差をもたらしている大きな


要因であると考えられる。所得再分配機能をより有効に機能させるために、中長期的には、総合


課税と分離課税の区分を見直すことが必要である。 


そこで、本建議書では、日本税理士会連合会が掲げる視点を踏まえつつ、所得税の各建議項目


を便宜上次のように分類した。 


ⅰ 政策的に役割を終えているもの・・・３、４、５ 


ⅱ 公平性の観点から抜本的見直しが必要なもの・・・６、７ 


ⅲ 実務面での合理性に欠けるもの・・・８、９ 


ⅳ 税制の果たすべき役割の整理・・・10、11、12 


 


【法人税】 


わが国の経済は、一層の産業空洞化が懸念されている。法人税制は、中長期的には、法人の実


効税率を引き下げるとともに、特に研究開発税制、雇用促進税制及び中小企業特例については、


一層の拡充を図る必要がある。わが国法人の体力強化を図り競争力を高めることは、経済の浮揚


と安定した国家運営に必要不可欠なことであり、そのために法人税を軸とした税制が果たす役割


は大きい。また、法人税制は、世界経済の動向と国内事情の両者のバランスを考慮し、必要な措


置が講じられなければならない。 


そこで、本建議書では、上記の基本的な方向性を基礎としつつ、現行の法人税制において改善


すべき点や必要な措置を提言する。 


なお、法人税制の改正内容にかかわらず、確定決算基準を維持することが必要である。確定決


算基準は、財務諸表を単一化するという「便宜性」、減価償却など法人の内部取引の処理の確認が


容易になり、申告調整による課税所得の減額を防止できるという課税の「安定性」及び企業利益


と課税所得を有機的に結びつけることによる申告の「真実性」の確保といった機能があり、これ


を廃止した場合には、帳簿の作成や決算・申告事務が煩雑となり、企業会計の健全さが損なわれ


る危険性があるからである。 


 


【消費税】 


１．税率 


社会保障・税一体改革の一環として消費税率の引上げが検討されている。この税率の引上げに


関連して、食料品などの生活必需品に軽減税率を適用する複数税率の導入についての議論もある。
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しかし、複数税率化は、特定の物品やサービスに対して恩典を与えることになり政治的恣意性の


介入に繋がり、かつての物品税と同様の不公平が生ずる点において適切ではない。既に軽減税率


を導入している諸外国を見ても、軽減税率の適用範囲が合理的に決定されていると認められない


事例が多い。また、納税義務者の事務負担が増大することや軽減税率による減収分を標準税率の


引上げにより補てんする問題もある。したがって当面は、消費税率は単一税率を維持すべきであ


り、税制をより一層複雑化させる複数税率は導入すべきではない。 


ただし、今後さらなる税率引上げが議論される場合には、複数税率導入の可否について、事業


者の負担、適用範囲の問題、逆進性対策などを含め、慎重かつ広範に検討する必要がある。 


なお、税率を引き上げる場合は、国民の理解と納得が得られるように、歳出削減を断行し、社


会保障・税一体改革及び政治・行政改革の全体像を国民の理解を得られる形で提示することが必


要である。特に現状のデフレ経済下、国民生活に与える影響も大きく、経済活動の萎縮も招来し


かねないことから、慎重かつ十分な検討が行われるべきである。 


税率を引き上げた場合には当然に消費税の納付額は増大することとなるため、小規模事業者に


おいて、資金繰りの事情により納税時期に一時に納付することが困難となることが想定される。


小規模事業者の納税時期の資金繰りに配慮して、任意の中間申告制度の導入を検討する必要があ


る。 


 


２．逆進性対策 


いわゆる逆進性の問題の解決策として、年収が一定以下の者に生活必需品等に係る消費税相当


額を所得税において還付させる給付付き税額控除制度が提案されているが、生活必需品に軽減税


率を導入することと比較すると、適当な措置であると考えられる。ただし、逆進の程度を精細に


分析し、マイナンバー制度の導入との関連性も考慮し、給付手続と給付方法が複雑にならないよ


うに配慮した制度を検討する必要がある。 


 


３．帳簿方式の維持 


わが国の消費税法は、現在、帳簿方式を採用している。取引慣行や中小企業の納税事務負担に


配慮したこの方式においても、請求書等の保存などにより制度の透明性は十分に確保されており、


インボイス方式によらずとも、現行の帳簿方式で正確な消費税額の計算が行われている。 


また、事業者が法人税や所得税の申告のために作成している会計帳簿によって仕入税額控除を


行えるようにした仕組みは、インボイス方式と比べて事業者の納税事務負担を遥かに少なくして


いる。 


インボイス方式は、脱税防止の観点からメリットがあるといわれているが、諸外国の例を見る


と架空インボイスを発行し相手方に仕入税額控除を不当に受けさせるといった脱税の誘因となっ


ている事例も報告されている。また、免税事業者が取引から排除されるという問題も発生する。 


したがって、帳簿方式を維持すべきである。 


 


【相続税・贈与税】 


社会保障と税の一体改革の一環として、相続税の基礎控除等の引下げが検討されている。資産
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格差を是正し、財源調達機能を回復させるための措置であると理解される。これにより相続税の


申告件数が大幅に増加し、延納及び物納を申請する事例も増加すると思われることから、財産評


価方法の基礎的な事項については法令で規定することが適当であり、延納及び物納の申請要件に


ついても見直しが必要である。 


財源調達機能の回復とは別途に、経済を活性化させるために次世代への財産の移転を促進する


ことや、中小企業の事業の承継に伴うさまざまな問題の解決を図り、雇用の確保や地域経済の活


力を維持する観点から、非上場株式に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度などを利用しやすく


するための措置も検討されるべきである。 


 


【地方税】 


地方行政の役割が一層高まってきている今日、地方行政の財源確保のために税収拡大は重要な


課題ではあるが、地域間の偏在性の少ない税目に着目すべきである。また、申告事務負担の軽減


の観点から国税との整合性を重視し、理解しやすい地方税体系を検討すべきである。 


 


【納税環境整備・その他】 


１．国税通則法の追加的改正 


平成 23年度税制改正により、国税通則法が大幅に改正されたが、目的規定の改正及び納税者権


利憲章の制定については見送られた。平成 23 年度税制改正法附則第 106 条に「政府は、国税に


関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点か


ら、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。」とあることを踏まえ、納税者の権


利と義務のバランスがとれた内容で、目的規定の改正及び納税者憲章の制定を行うべきである。 


国税通則法の事後救済手続に関しては、平成 23年 12月に示された内閣府・行政救済制度検討


チームの取りまとめを踏まえて、抜本的見直しに向けた検討が必要である。 


 


２．マイナンバー（社会保障・税番号制度） 


マイナンバー制度は、所得等の情報を的確に把握することによって、国民の給付と負担の公平


性を確保し、導入費用に見合った国民生活を支える社会的基盤として、効率的な行政サービスの


提供のため重要な役割を果たすことが期待される。しかし、その利用範囲については、マイナン


バー制度が国民に定着し、信頼を得るまでは社会保障と税への限定的な利用とすべきである。法


人番号については、個人と同様に情報漏えい等発生する可能性が十分考えられることから、法人


ポータルなど自社情報が確認できる仕組みの検討が必要である。 


 


３．公会計制度 


国及び地方公共団体は、会計処理を単式簿記・現金主義会計で行っている。この会計処理は、


財政状態を把握しにくいほか、減価償却費や引当金等のコストに係る情報が計上されないという


問題がある。行政コストを効率的に活用し、かつ説明・運用の責任を明確にするためには、複式


簿記による発生主義会計に基づく財務諸表を作成する必要がある。したがって、公会計制度を根


本的に見直すべきである。 
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Ⅱ 税制改正建議項目 


 


【震災対応税制】 


 


１．税制に関する災害基本法を制定すること。 


近い将来においても、大規模な災害が発生することが予想されているわが国において、東日


本大震災のような大規模かつ広域にわたる災害に備え、災害発生時に迅速に対応できる体制は


不可欠である。特に国の中枢機関が集中する首都圏において大規模な災害が発生した場合は、


災害対応への遅れや情報伝達の遅延が予想される。そのような場合に備え、災害対策基本法が


既に制定されているが、税制に関しては、被災者の公的徴収金の減免等が規定されているのみ


である。過去の経験を踏まえ、災害の予防、応急対策及び災害復旧の各段階における基本的な


税制上の支援措置を体系的に明確にすべきである。 


 


２．震災特例法の追加措置を行うこと。 


(1) 災害損失控除の創設 


現行の雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に、課税所得の計


算上、差引損失金額から総所得金額等の 10％を控除した上で、雑損控除から行うこととされ


ている。しかし、①災害による損失は、通常、盗難又は横領による損失よりも多額になるこ


と、②激甚災害の場合は、被災地域の経済基盤が回復するまでには相当の期間を要すること、


③災害による損失額を最大限に勘案することは、被災者のみならず納税者の理解と納得が得


られると考えられること等の観点から、雑損控除から災害による損失を独立させて災害損失


控除を創設すべきである。その際には、所得控除の中における控除の順序についても考慮す


ることが必要である。 


なお、今般の災害では資産損失だけでなく、避難のための移転やそれに伴う災害関連費用


が長期的に発生している。これらの支出についても災害損失控除の対象とすることが適当で


ある。 


(2) 「被災代替資産等の特別償却」の対象資産の範囲の拡大 


震災特例法第 18 条第１項（被災代替資産等の特別償却）の適用における対象資産は、新


品である建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両とされている。しかし、「器具及び備


品」が事業の主要設備になっている業種があり、被災した事業者の中には資金的に余裕がな


いところも多いことから、復旧・復興をより支援するために、「器具及び備品」及び中古資産


の取得も含めるべきである。 


(3)  寄附金控除の年末調整化 


東日本大震災では、現在でも多くのボランティア活動や寄附金による支援が盛んに行われ


ている。税制上、寄附者にとって利用しやすい制度に改めることは重要な取り組みであり、


寄附金控除を年末調整において適用できるようにすべきである。 


（P8【所得税】12.を参照） 
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【所得税】 


 


３．生計を一にする親族が、事業から対価を受ける場合の必要経費の特例の規定を廃止すること。 


この特例は、納税者が生計を一にする親族に高額な賃借料を支払って必要経費化するなど、


恣意的な所得分散による租税回避行為を防止するための規定であり、個人単位課税を原則とし


ている所得税の例外的規定である。しかし、現在の社会は、この特例の制定当初と比較すると


世帯の類型や就労形態等が大幅に変化・多様化している。 


したがって、この特例は、社会的な状況の変化により役割を終えたものとして見直し、生計


を一にする親族に支払う対価であっても、それが適正な契約に基づき、金額並びに支払方法及


び支払時期が適切であり、かつ、青色申告により記帳が適切に行われている場合には、所得税


の本則どおり事業等の必要経費として控除することを認めるべきである。 


なお、恣意的な所得分散による租税回避を防止する方策として、申告書に関連する明細書の


添付を義務付けること等が考えられる。 


 


４．土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めること。 


損益通算制度は、所得の種類を問わず適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基本


理念を実現するための制度であるにもかかわらず、平成 16年度の改正により土地建物等の譲渡


損益の他の所得との損益通算及び譲渡損失の繰越控除制度が廃止されたため、担税力を失った


部分にも課税することになってしまった。このことは、税制の基本である「応能負担原則」に


著しく反している。 


さらに、この損益通算の規制と損失の繰越し控除の規制によって、事業運営不振を補てんす


るため等の遊休不動産の売却による流動化が阻害され、経済活性化への一層の足かせとなって


いる。 


したがって、土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めるべきである。 


 


５．社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する制度を廃止すること。 


社会保険診療報酬の所得計算は、昭和 29年に社会保険医に対する所得水準の維持、所得計算


の簡素化、国民皆保険制度の定着等を目的に創設されたものである。 


しかし本来、所得税における所得計算は、記帳に基づく収支計算によるべきであり、制度の


趣旨に反して特例の適用と実額計算を比較し、有利な方を選択するということも可能になって


しまう。したがって、税負担の公平の観点から廃止されるべきである。 


 


６．給与所得者に対する課税について、抜本的に見直すこと。 


わが国の全就業者のうち約９割が給与所得者であり、その大半の者が年末調整で課税関係が


完結している。平成 24年度税制改正により、給与所得控除の上限が設定されるとともに、特定


支出控除が大幅に拡充されたことにより、確定申告をする機会が増加することになるが、それ


でもなお多くの者が年末調整で課税関係が終了するものと思われる。 


申告納税方式を原則とするわが国税制下での年末調整制度は、納税者の大半に自ら申告納税
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をする義務を放棄させ、納税者としての政治参加の意識を低下させる結果にもなっているので、


給与所得者に対する課税については、次のように見直すべきである。 


(1) 給与所得者の個人情報に係るプライバシーを保護する観点から、マイナンバー制度の導入


も踏まえつつ、年末調整制度を廃止又は少なくとも選択制とし、原則として申告納税方式


にすべきである。 


(2) 給与所得控除のあり方をさらに見直し、概算控除額を実額控除額に近づけ、他の所得と


の公平を図るべきである。 


 


７．所得区分を見直すこと。 


現行の所得区分は具体的な区分の判断基準が明確でないものや、その区分に積極的意義が見


出せないものが見られる。課税制度の改正、経済環境の変化や所得発生形態の多様化に対応す


るためにも所得区分を見直す必要がある。 


(1) 不動産所得と事業所得の区分は、所得稼得形態が多様化した現在、その実態は両者とも労


務の提供、リスクの負担などにおいて変わるところはない。よって不動産所得は事業所得


と統合すべきである。 


(2) 一時所得と雑所得は、どちらも他の所得区分には属さないという概念にもかかわらず、


特別控除の有無、２分の１課税の適用の有無という課税上の取扱いが大きく異なっている。


しかし、所得稼得の態様による担税力からいえば、これらを区別する積極的意義は見出す


ことはできない。そこで、雑所得のうち事業類似取引は事業所得とした上で、一時所得を


雑所得に統合すべきである。 


(3)  公的年金等は、現在雑所得に分類され、所得の計算も公的年金等控除額を控除するなど、


公的年金等以外の雑所得とは異なった計算が行われている。また、今後高齢化が進むにし


たがい年金受給者の数が増加することで、今まで以上に課税の公平性や納税手続の簡便性


を図ることが要請される。そのため公的年金等については、雑所得とは別の独立した所得


区分とすることが妥当である。 


 


８．準確定申告書の提出期限及び相続により事業承継した場合の青色申告承認申請書の提出期限


を延長すること。 


現在、青色申告承認申請は新たに事業を開始したときはその開始した日から２月以内となっ


ており、相続により事業を承継した者が、青色申告の承認申請をする場合の提出期限も２月以


内となっている。また、準確定申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日


から４月以内となっている。 


しかし、相続開始日から２月以内に事業承継者が確定しない場合もある。また、納税者にと


って準確定申告は特別な申告である。相続財産の分割協議は相続税の申告と同時並行して行わ


れるのが実際であり、準確定申告書の提出期限を４月以内とする特段の理由も見当たらない。


特に、被相続人に不動産所得や事業所得がある場合は、分割協議に時間を要するのが通例であ


る。 


したがって、準確定申告書及び相続により事業を承継した場合の青色申告承認申請書の提出
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期限については、納税者の事務負担を考慮し、相続税の申告期限（相続の開始があったことを


知った日の翌日から 10月以内）に合わせるべきである。 


 


９．公的年金に対する課税を抜本的に見直すこと。 


社会保障・税一体改革においては、「給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心」という現在


の社会保障制度を見直し、給付・負担両面で人口構成の変化に対応した世代間・世代内の公平


が確保された制度へと変革させようとしている。また、社会保障制度の安定かつ公平な運営の


ために、かつ財政健全化を同時達成させるべくその財源である税制との一体改革がなされよう


としている。 


例えば、公的年金のうち、厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金、国民年金法に基づく遺族


基礎年金は所得税及び相続税が非課税となっている。これに対して、老齢基礎年金及び老齢厚


生年金は所得税及び住民税が課される。これらはいずれも受給権を有する者の生活の安定を図


る目的で支給されるものであり、受給による担税力に相違はない。世代間・世代内の公平性は


もとより、富裕層から貧困層への再分配という観点からも問題である。また、公的年金等控除


額の水準について高額であるとの指摘もある。 


したがって、公的年金に対する課税のあり方を抜本的に見直すべきである。 


 


10．所得控除を整理・簡素化すること。 


所得控除が累次に拡充されてきた結果、課税ベースが狭められ、所得税の財源調達機能が低


下しているとともに、所得控除は、超過累進税率の下で高額所得者に有利に作用しているとの


指摘がある。社会保障・税一体改革が議論される中、税制と社会保障給付制度との機能を見直


すことが必要である。 


例えば、医療費控除は、長期にわたる医療費や手術など多額の費用を要する場合には納税者


の担税力を著しく阻害するということから、昭和 25年に創設された。制度創設当初は、重大疾


病により大手術や長期入院等があった場合、災害と同様に多額の費用がかかる状況が想定され


ていた。しかし、今日では医療保険制度が確立し、保険金などで補てんされることも多く、ま


た、所得控除の制度であるため、累進税率の効果により、高額所得者に有利な制度であるとの


批判もある。 


また、人的控除は、世帯としての負担調整を行うものであるが、世帯の類型や就労形態等が


大幅に変化・多様化してきており、実態に対応しきれていないので、時代に対応した人的控除


制度に組み替える必要がある。特に、配偶者控除及び配偶者特別控除制度は、社会経済情勢の


変化や配偶者の就労促進の観点から、廃止するか、これらの適用要件である合計所得金額の基


準を見直すことが必要である。 


さらに、医療費控除及び人的控除以外の所得控除についても、創設当初の意義が乏しくなっ


ているものがあり、整理・簡素化することが必要である。 


ただし、これらの見直しをする場合には、基礎控除の拡充を併せて検討すべきである。 
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11．青色申告者の純損失の繰越控除期間等を延長すること。 


青色申告書を提出した年分の純損失については、現在３年間の繰越控除期間が設けられてい


る。平成 23年度税制改正により、青色申告法人の欠損金の繰越控除期間が７年から９年に延長


され、増額更正及び減額更正並びに更正の請求に係る期間が原則として５年で統一されること


となった。これらの期間と比較すると、青色申告者の純損失の繰越控除期間が３年であること


は均衡を失している。したがって、青色申告者の純損失の繰越控除期間を少なくとも５年に延


長すべきである。 


また、上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間及び雑損失の繰越控除期間も併せて延長すべき


である。特に、大震災による雑損失については、特別な配慮が必要である。 


（P4【震災対応税制】2.(1)を参照） 


 


12．寄附金控除を年末調整において適用できるようにすること。 


寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければならない。平成 24 年度の税制


改正大綱に寄附金控除の年末調整対象化を検討することが記載された。源泉徴収義務者の事務


負担や不正行為防止の必要性を考慮すれば、寄附金控除は、確定申告による適用を基本とすべ


きであるが、災害義援金など特定の寄附金について年末調整での適用を認めるべきである。 


東日本大震災に係る多数の義援金や寄附金は、共助の精神に基づき支出されたものであり、


復旧・復興活動や被災者の生活を支える貴重な財源の一つとなっている。 


このような公益的活動ともいえる寄附金については、寄附者にとって利用しやすい制度に改


めることは重要な取り組みである。税制において、給与所得者である寄附者の納税事務負担を


大幅に軽減させるために、寄附金控除は年末調整において適用できるようにすべきである。 


なお、寄附金控除の年末調整の対象化に当たり、対象となる寄附金を適切な範囲に限定する


ことなどにより源泉徴収義務者の事務負担を増やさないことに配慮することが肝要である。 


 


【法人税】 


 


13．役員給与の損金不算入規定のあり方を見直すこと。 


平成 18年度税制改正以降、役員給与が損金算入される場合と損金不算入となる場合について


Q&Aや質疑応答事例などによって、税務行政庁がその取扱いを公表してきたところである。 


しかし、租税法律主義の原則からは、納税者の法的安定性と予測可能性を十分担保した取扱


いとはなっていない。 


したがって、法人税法において役員給与は原則損金算入であることを前提に、損金の額に算


入されない役員給与をさらに明確かつ具体的に規定すべきである。 


また、利益連動給与については経営者の手腕が大きく影響する中小企業にこそふさわしい支


給形態であるため、事前に役員給与の計算方法について税務署長の承認を受ける等の恣意性を


排除するための措置を講じたうえで、同族会社を除くすべての法人に対して認めるべきである。 
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14．受取配当等は、全額益金不算入とすること。 


支払法人側で既に課税済みの配当等について受取法人側でも課税することは、二重課税とな


っているのは明らかであり、益金不算入割合を 100％に引き上げるべきである。 


 


15．貸倒損失に係る要件を緩和し部分的な貸倒損失の計上を認めること。 


これまでは、貸倒れが懸念される債権がある場合には、貸倒引当金の繰入れに係る損金算入


が認められ、部分貸倒れによる損失を認識する必要はなかった。しかし、平成 23年度税制改正


により、貸倒引当金の繰入れに係る損金算入の規定は、銀行、保険会社、中小法人等に限定し


て適用するものとされた。これにより、適用除外とされた企業においては、債権の全額が回収


不能であると確認されるまで、貸倒れのリスクが所得の金額の計算に反映されず、過度の負担


を強いられる状態となっている。 


したがって、手形交換所において取引の停止処分を受けた場合や、法的手続により弁済が猶


予された場合、債務超過の状態が相当期間継続し事業に好転の見通しがない場合、災害等によ


り多大な損害が生じた場合、破産手続開始の申立てがあった場合など、回収不可能な部分があ


ると認められる重大な事実が生じている債権については、一定の基準を設けて部分的に貸倒損


失を認識し、これを損金の額に算入する規定を設けるべきである。 


 


16．退職給付引当金及び賞与引当金の繰入れについて損金算入を認めること。 


労働協約が締結されている場合や就業規則・退職金規程が定められている場合において、そ


の事業年度において認識される追加的な退職金要支給額は、将来において支出される蓋然性が


高いものであり、企業にとっては従業員に対する確定債務的な要素を有している。また、賞与


引当金についても負債性が認められているものであり、適正な期間損益計算を課税所得に反映


させることは、税負担の平準化にも有効である。 


さらに、「会社計算規則」や中小企業の会計に関する諸規程においてもこれらの引当金の計上


が求められている。したがって、労働協約や就業規則等により退職金や賞与の支給が明確に規


定されている法人については、退職給付引当金及び賞与引当金の繰入れについて損金算入を認


めるべきである。 


 


17．中小企業者の定義を統一するとともに、中小企業に係る優遇措置の適用対象企業についても


見直すこと。 


現在、中小企業者として優遇税制の対象となる法人の範囲が各規定により異なっており、複


雑化している。また、その基準は主に資本金の額をもとに判定が行われているが、この基準に


よると税制上優遇すべきと認められない法人も中小企業として取り扱われる事例がある。 


したがって、税制上優遇する中小企業者の定義を統一するとともに、担税力が弱いとは必ず


しも認められない企業をその中小企業者から除外するような措置が必要である。 
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18．交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則とし


て損金算入するとともに、定額控除限度額内の 10％課税制度は即時に廃止すること。 


交際費であっても事業活動に必要なものは金額の多寡にかかわらず損金算入されるべきであ


り、金額基準等により形式的に交際費等かどうかを判断すべきものではない。 


したがって、交際費等の範囲を見直し、例えば、社会通念上必要とされる慶弔費等は交際費


課税の対象外とするなど、本来の交際費課税の趣旨に即したものとすべきである。 


 


【消費税】 


 


19．基準期間制度を廃止又は抜本的に見直すこと。 


前々年又は前々事業年度を基準期間として当該課税期間の納税義務を判定する現行の制度で


は、その課税期間の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に、その課税期


間の課税売上高が 1,000万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生


ずることのほか、多額の課税売上げがあっても２年間は免税事業者となることが可能である。 


平成 23年度税制改正において、後者を是正する措置として、前年又は前事業年度開始後６か


月の課税売上高（又は給与等支払額）が 1,000万円を超える場合には、翌課税期間から納税義


務者となるという特定期間による判定が追加された。しかし、この改正によっても、設立当初


から多額の課税売上高を有する事業者の最初の課税期間については、免税事業者となることが


可能であり、根本的な解決策となっていない。 


また、免税事業者が多額の設備投資を行い、消費税の還付を受けようとする場合、課税期間


開始前に「課税事業者選択届出書」を提出しなければならないが、この取扱いがすべての免税


事業者に周知・理解されているとは言い難く、さらに、すべての免税事業者に課税期間開始前


に届出書を提出すべきか否かという高度な判断を求めることは困難である。届出書の事前提出


を行わず、本来受けられるべき消費税の還付を受けられていない事例は少なくない。 


こうした弊害を解消するために、納税義務を判定するための基準期間制度を廃止するか、課


税事業者又は免税事業者となるための要件を根本的に見直すべきである。 


 


20．簡易課税制度の選択を確定申告時にできる制度にするとともに、事業区分及びみなし仕入率


を見直し、設備投資に対する別枠での控除を認めること。 


現行の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間の初日の前日までに簡易課


税制度の選択届出をしなければならない。新たに課税事業者となった小規模事業者については


届出を失念し、本来適用が必要な事業者が受けられない場合が多い。したがって、確定申告書


の提出時に簡易課税制度を選択できる制度とするよう改正すべきである。 


また、事業区分及びみなし仕入率を見直し、一定額以上の設備投資についてはみなし仕入率


とは別枠での控除を認めるべきである。 
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21．仕入税額控除の要件とされている帳簿の記載は、一定の要件を満たす請求書等を保存してい


る場合は簡略化すること。 


仕入税額控除の要件として、記載要件を満たした帳簿及び請求書等の両方の保存を義務付け


ていることから、事業者の事務負担が過重になっている。 


この要件については、まず「請求書等の保存」を中心として位置付け、請求書等に不備があ


る場合に限り帳簿に補完のための記載を求めることとすれば、帳簿の記載要件を緩和しても課


税取引の事実の検証は十分に可能である。 


したがって、記帳実務の実態や事務負担に配慮して、仕入税額控除の要件である帳簿への記


載事項を簡略化すべきである。 


 


22．在日米軍基地内での資産の譲渡等に係る取扱いを見直すこと。 


現在、米軍基地内の営業店舗において事業者が行う資産の譲渡等は、日米地位協定第 15条第


２項を準用して、非課税売上げに該当するものとして取り扱われている。これは、日米地位協


定第 15条第１項に定める諸機関による商品及び役務の販売には、原則として日本の租税を課さ


ないこととされているためである。 


しかし、非課税売上げに該当するものとした場合、個別対応方式の計算において、この販売


等のための課税仕入れは「非課税売上げにのみ対応する課税仕入れ」として仕入税額控除の対


象にならないこととなり、明らかに不合理な結果になる。この観点からは、日米地位協定第 15


条第２項の「日本の租税を課さず」は、「非課税取引」ではなく「免税取引」として取り扱うこ


とが適当である。 


この取引は、消費税法別表第一に掲げられている非課税取引及び法令に規定されている輸出


取引等のいずれにも該当しないものと考えられる。したがって、少なくとも同項の解釈及びそ


の根拠を明確にすることが必要である。 


 


【相続税・贈与税】 


 


23．相続税の更正の請求の特則事由に「相続した保証債務の履行が当該相続開始後３年以内に行


われ、求償権の行使が不能な場合」を加えること。 


保証債務は、相続開始時において負担が確実なもの以外は、債務控除の対象とならないとさ


れている。したがって、相続開始後に被相続人の保証債務の履行があり、求償権の行使ができ


ない場合に、相続開始時に保証債務の負担が確実と認められない限り、救済できない。 


そこで、少なくとも相続開始後３年以内に発生した保証債務の履行に対しては、更正の特則


事由とし、一定の救済措置を講ずるべきである。 


 


24．取引相場のない株式等の評価の適正化を図ること。 


取引相場のない株式等の評価については、①相続開始前３年以内に取得した土地等と建物等


についても通常の評価とすること、②評価会社が退職給付債務を負っている場合は、一定額を


負債とすること、③土地保有特定会社・株式保有特定会社・開業後３年以内の会社の特殊な評
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価方法を見直すことが必要である。 


 


25．非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度における諸要件を緩和すること。 


非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の利用が低調である。まず、経営承継


円滑化法で認定された会社となるための事務手続が煩雑である。次に、80％の雇用確保要件を


維持するために、かえって経営の継続が困難となるのではないかと懸念する経営者もいる。さ


らに、納税猶予が打ち切られた場合には、猶予された税額に猶予期間に係る利子税を合わせて


納付しなければならないが、このような万が一の場合の税負担も制度選択を躊躇させる要因と


なっている。 


制度が広範に利用されるためにも、諸要件の緩和が必要である。 


 


【地方税】 


 


26．個人住民税の所得控除の種類及び金額を所得税と同一とすること。また、少額所得（給与所


得以外の所得が 20万円以下の場合等）を課税対象外とする制度を創設すること。 


所得税と個人住民税は、それぞれ課税目的が異なるため、所得控除の額に差異がある。しかし、


所得税の申告が、事実上、個人住民税の申告となっている現行制度において、両者の所得控除が


一致しないために、納税者は個人住民税の課税標準や税額を容易に把握できない状況になってい


る。納税者にとって理解しやすく、個人住民税の納税意識を一層高めるために、両者を一致させ


ることが必要である。 


また、所得税においては、給与所得又は一定の公的年金等以外の所得が 20万円以下の少額所得


については確定申告が不要となっている。これに対して、個人住民税にはこのような規定はなく


課税対象とされている。納税者の便宜、公平性の確保、徴税コスト削減などの観点から個人住民


税においても所得税と同様に少額所得を課税対象外とする制度を創設すべきである。 


 


27．個人事業税の対象事業を拡充し、併せて事業主控除の金額を引き上げること。 


法人事業との課税のバランスを図る必要があることなどからみて、個人事業者にも広く一定


の負担を求めることが適当である。個人事業税の課税客体は、物品販売業など 37業種を第一種


事業（税率５％）、畜産業など３業種を第二種事業（税率４％）、医業など 30業種を第三種事業


（税率５％又は３％）として課税し、農業、林業及び鉱物の掘採事業には課税されていない。 


現行制度では、課税業種を限定列挙しており、法令に定める業種以外のものには課税されな


いという問題があるとともに、事業の種類に応じた税率の差異に合理的な理由があるかどうか


にも疑問がある。非課税事業の範囲や課税標準に関する社会保険診療報酬等の非課税特例（法


人においても同様な特例措置がある）などについて、そのあり方を見直す必要がある。 


なお、事業主控除額（現行年 290万円）は、平成 11年度の税制改正以降、見直しが行われて


いない。国税庁の「民間給与の実態調査」によると、平成 22年分の民間給与平均額は 412万円


であり、また、法人役員の平均給与額は 611万円となっており、現行の事業主控除額との乖離


が著しい。中小法人の役員給与の水準を踏まえて、一定程度の引上げを行うべきである。 
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28．事業所税を廃止すること。 


事業所税は、企業が大都市に集中することにより、インフラ整備等の財政支出を伴うことか


ら創設された。現在、大都市には都市機能が整備され、たとえ多くの事業所が集中しても円滑


に企業活動ができるようになってきており、また、企業の地方への分散が進み、事業所税の創


設目的はおおむね達成されたといえる。 


事業所税の課税標準は、床面積（資産割）と給与総額（従業者割）であるが、資産割は固定


資産税及び都市計画税との、従業者割は法人事業税の外形標準課税との二重課税となっており、


課税の合理性を欠くものである。また、雇用創出や産業育成に貢献する企業誘致等の産業政策


上の阻害要因となっているとの指摘もある。さらに、多くの市町村合併の結果、中小企業等に


予定外の税負担を課すこととなった事例も多い。したがって、事業所税は廃止すべきである。 


 


【複数税目共通】 


 


29．各種届出書及び承認申請書の提出期限を見直すこと。 


法人税青色申告承認申請書及び棚卸資産の評価方法、有価証券の評価方法、減価償却資産の償


却方法の変更届出書等の提出期限は、当該事業年度の開始の日の前日までとされており、また、


消費税の各種届出書を提出した場合の効力は、提出日の翌課税期間から生ずることとなっている。 


しかし、評価方法等の変更の判断や設備投資等の事業計画は、定時株主総会での審議をはじめ、


決算確定前後に行うことが一般的であり、現行の提出期限は企業の合理的な意思決定を行うに当


たっての障害となっている。 


したがって、各種の承認申請書及び届出書の提出期限は、定時株主総会を経由した後の法人税


の確定申告書の提出期限とすることが適切である。 


 


30．少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること。 


少額減価償却資産の損金算入制度における取得価額基準は 10 万円未満とされ、20 万円未満


の減価償却資産については３年間にわたって損金算入を行う一括償却資産制度がある。さらに、


中小企業者に対しては、平成 26年３月までの間、年間の損金算入金額の上限を 300万円として


取得価額 30万円未満の減価償却資産につき取得時に全額損金算入することが認められている。 


しかし、税制の簡素化の観点から、これらの制度を統合して少額減価償却資産の取得価額基


準を 30万円未満とすべきである。 


 


31．農業経営基盤強化促進法に基づく農地保有合理化事業・農地利用集積円滑化事業等の要件を


満たさない一定の小規模農地については、個人がその所有する農地を一定の農業生産法人に対


し、無償譲渡又は低額譲渡を行った場合は、租税回避のおそれのない場合に限り当該差額金を


限度とする課税の繰延べ制度を採用すること。 


個人が所有する農地を農業生産法人に対して、無償譲渡又は低額譲渡を行い、譲り受けた農


業生産法人がその農地を耕作するようになると、耕作放棄地の解消効果が期待できる。 


しかしながら、そのような直接的相対取引の場合、農業生産法人に対して無償譲渡又は低額
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譲渡を行った個人は、譲渡を行ったものとみなして、所得税が課税されることとなり、耕作放


棄地化防止の障害となっている。 


また、贈与を受ける農業生産法人側についても、当該法人において無償又は低額による譲受


けがあったものとして、実際の取得価額と時価との差額について、課税が生じ、耕作放棄地化


防止の障害となっている。 


したがって、農業経営基盤強化促進法に基づく農地保有合理化事業・農地利用集積円滑化事


業等の要件を満たさない一定の小規模農地については、個人がその所有する農地を一定の農業


生産法人に対し、無償譲渡又は低額譲渡を行った場合は、租税回避のおそれのない場合に限り


当該差額金を限度とする課税の繰延べ制度を採用すべきである。 


 


32．同族関係者・特別関係者の範囲を個別に規定し、親族の範囲を明確にすることにより、実態


に即した課税要件を定めること。 


同族関係者や特別関係者の範囲を定める法人税法や相続税法等の規定に民法上の親族概念が


借用されているが、当該借用が妥当な範囲に限定されていないことから、納税者の予想しない


ところで課税要件が充足される場合があるなどの弊害が指摘されている。例えば、取引相場の


ない株式等の評価に際しての同族関係者の範囲は、配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び１親等姻


族程度が妥当な範囲である。このように租税法の課税要件を定める場合において、民法におけ


る親族概念など他の法律の概念を借用するときは、納税者の予測可能性を損なうことがないよ


う、その借用は、制度の趣旨に合致し、かつ、社会通念上、妥当な範囲に限定することが必要


である。 


 


【納税環境整備・その他】 


 


33．歳入庁の創設については、十分に慎重な議論を行うこと。 


歳入庁設置による行政の効率化、徴収率の向上等のメリットは、マイナンバー制度の導入が


前提となっていると考えられる。このため、消費税率の引上げ、マイナンバー制度の導入、給


付付き税額控除等の関連事項の検討と歩調を合わせつつ、十分時間をかけて検討すべきである。 


なお、歳入庁を創設するとした場合の所管については、①諸外国の例をみると財務省の外局


と位置付けていることが多いこと、②国税庁が持つ徴収力や情報力を生かすこと、③国民の信


頼と円滑な執行を確保する観点から、税制の企画・立案を所管する省庁と課税の執行及び徴収


等を所管する省庁は直系の省庁とすることが適当であること等から、所管は財務省とすべきで


ある。 


 


34．マイナンバー（社会保障・税番号制度）は当面、社会保障分野と税務分野の限定的な利用と


すること。 


現在検討されているマイナンバー制度は、申告に必要な納税者情報の取得や税理士用電子証


明書（日税連 ICカード）などの運用及び電子申請に係る代理送信について不明確であり、電子


申告の位置付けを検討すべきである。 
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また、利用範囲については、社会保障分野（現金給付のみ）及び税務分野の範囲とすること


で、発生する問題点を検証・解決しながら、時間をかけて制度を熟成させる必要があり、当分


の間、社会保障分野と税務分野の限定的な利用とすべきである。また、法人番号については、


個人と同様に情報漏えい等が発生する可能性は十分考えられることから情報の保護等を目的と


する第三者機関の設置や自社情報が確認できる法人ポータルの検討が必要である。 


マイナンバー制度は、所得の捕捉に一定の効果が期待されるものの、決して万能なものでは


ない。マイナンバー制度は、わが国の租税申告の理念である申告納税制度を補完すべきものと


して活用すべきである。 


 


35．国税通則法の目的を改正し、納税者憲章を早期に成立させること。 


平成 23 年度税制改正法附則第 106 条の趣旨を踏まえ、国民主権のための法治国家にふさわ


しい税制の構築と税務行政に対する信頼性確保の観点から、早急に国税通則法第１条に「納税


者の権利利益の保護に資する」旨の文言を追加し、併せて納税者憲章を制定すべきである。 


なお、納税者憲章の設置根拠は国税通則法に置くこととし、同法上に法定記載項目として「納


税義務は法律の定めるところによること」、「行政手続は適正に行われるべきこと」、「行政運営


における透明性の向上」、「国民の行った手続は、誠実に行われたものとしてこれを尊重するこ


と」等の実質的な納税者の権利利益の保護と納税者の義務に関する項目を掲げるべきである。 


 


36．国税不服審査制度の見直しについて検討すること。 


租税に関する不服申立手続・国税不服審判所のあり方については、平成 23年 12月に示され


た内閣府・行政救済制度検討チームの取りまとめを踏まえて、検討すべきである。特に、行政


不服審査法の特別法である国税通則法における事後救済手続に関する規定に関しては、一般法


である改正行政不服審査法で定める手続と同等又はそれ以上の水準の内容とするための整備充


実が必要である。 


 


37．延滞税の割合（年 14.6％）について、２月を経過する日までの特例と同様に、基準割引率等


一定の率と連動させるなどして割合を引き下げること。 


平成 11年度改正において、当時の低金利を勘案し利子税等の軽減を図ることとされ、年 7.3％


の延滞税は特例基準割合(前年の11月30日における日本銀行が定める基準割引率に４％を加え


た割合)に改正されたが、年 14.6％の延滞税については改正されず据え置かれたままとなって


いる。 


２月経過後の延滞税は、遅延利息部分と行政制裁部分から成ると考えられるため、14.6％の


うち少なくとも遅延利息部分については特例基準割合を適用すべきである。 


 


38．印紙税のあり方について検討すること。 


印紙税は経済取引における契約書や受取書等の文書課税であり、その収入は年 1兆円前後と


重要な財源となっている。しかし、近年の IT化の進展に伴い電子商取引等が増大し、文書につ


いては課税されるが、同じ経済取引であっても電子商取引等については課税されない。取引手
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段の選択により課税関係が異なることは課税の公平性が阻害されることとなり、時代に合わせ


て、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきである。 


 


39．電子申告・電子納税の環境を一層整備すること。 


個人について電子申告は所得税と住民税の申告が同時に完結するが、法人については、国税


庁、都道府県、政令指定都市及び一部の市町村に対して、それぞれに申告しなければならない。


地方税ポータルシステム（eLTAX）は、以前より導入が進んでいるものの、導入できていない地


方公共団体も数多くある。分割法人の場合で、電子申告に対応していない地方公共団体が含ま


れているときは、追加的な事務負担が生じることになることから、早急に、すべての地方公共


団体において eLTAXの導入を図るべきである。 


納税者に今後、一層の電子申告の普及を図るには、e-Tax（国税）と eLTAX（地方税）の統一


的な運用を行うとともに、受付時間の拡大を図る必要がある。 


また、納税者利便を図るためには、電子納税についても電子申告との一体的運用を行うべき


であり、国税のダイレクト方式電子納税に続き、地方税についても同様の措置が講じられるこ


とが必要である。 








税制に対する基本的な視点


公平な税負担 理解と納得のできる税制 必要最小限の事務負担 時代に適合する税制 透明な税務行政


震災対応


•税制に関する災害
基本法の制定


•震災特例法の追加
措置


所得税


•事業から対価を受
ける親族がある場
合の必要経費の特
例規定の廃止


•土地建物等の譲渡
損益と他の所得と
の損益通算


•青色申告者の純損
失の繰越控除期間
等の延長


法人税


•役員給与の損金不
算入規定のあり方
の見直し


•受取配当等の全額
益金不算入


•退職給与引当金・
賞与引当金の繰入
れの損金算入


•交際費課税の範囲
の見直し


消費税


•基準期間制度の廃
止


•簡易課税制度の見
直し


•仕入税額控除に係
る帳簿等への記載
要件の緩和


相続税


•相続税の更正の請
求に関する特則事
由の見直し


•取引相場のない株
式等の評価の適正
化


•非上場株式等に係
る相続税及び贈与
税の納税猶予制度
における諸要件の
緩和


地方税


•個人住民税の所得
控除の金額の見直
し


•個人事業税の対象
事業の拡充、事業
主控除額の引上げ


•事業所税の廃止


その他


•少額減価償却資産
の取得価額基準の
引上げ


•歳入庁のあり方


•納税者憲章の制定


•印紙税の課税文書
の見直し


所得税


•所得再分配機能をよ
り有効に機能させる
ため、総合課税と分
離課税の区分を見直
す


法人税


•法人税の実効税率の
引下げと中小企業特
例等の拡充


•世界経済の動向と国
内事情のバランスを
考慮した措置


•確定決算基準の維持


消費税


•単一税率の維持


•逆進性対策は、給付
付き税額控除制度が
適当


•帳簿方式の維持


相続・贈与税


•経済活性化のため、
次世代への財産移転
の促進


地方税


•財源確保は、地域間
の偏在性の少ない税
目に着目


•国税との整合性を重
視し、理解しやすい
地方税体系を検討


その他


•国税通則法の目的規
定の改正及び納税者
憲章の制定


•当面の間、マイナン
バー制度は社会保障
と税への限定利用


•公会計制度の根本的
な見直し


Ⅱ税制改正建議項目Ⅱ税制改正建議項目


平成25年度税制改正に関する建議書の概要


Ⅰ今後の税制改正についての基本的な考え方Ⅰ今後の税制改正についての基本的な考え方








○経済の縮小に歯止めをかけ、将来への明るい展望を描ける政策の実行を 
  超円高等の海外要因に加え、長期に亘るデフレ等により、日本経済は縮小の一途 
  国民と企業が将来への展望を描けるよう、経済の活力強化に軸足を置いた政策が必要 


○日本再生に向け、まずは経済・社会基盤の再構築を 
  まずは、超円高の是正、電力不足問題の解決、社会保障制度改革の断行等が不可欠   
  消費税引上げ等痛みを伴う改革には、身を切る徹底的な行財政改革の断行が必要   


○中小企業を柱とした成長の実現を 
  企業こそが経済成長の担い手。中小企業は雇用の受け皿など社会の安定化に多大な貢献 
  新たな需要の創出とともに、中小企業の事業承継の強力な後押し、新規創業の促進が必要 


○疲弊した地域の成長を日本再生のエンジンに 
  賑わいのあるまちづくりの実現と、雇用創出・拡大を通じた地域経済の成長力強化が重要 
  社会資本整備の促進と、地域の「自主・自立」を確保できる、安定的な地方行財政基盤の確立が必要 


＜企業の活力強化＞ 


○中小法人の軽減税率を含む法人税のアジア諸国並みへの  


  引下げ 


法人実効税率（国税・地方税）の20％台への引下げ 


中小法人の軽減税率の11％以下への引下げ、および適用所得金


額の拡大（800万円⇒1,600万円）  


○日本経済の牽引役であり、地域社会の安定を支える中堅企業


を後押しする税制措置（留保金課税の廃止、中小企業租税特別


措置の適用化、欠損金繰戻還付の適用対象の拡大） 


○中小企業租税特別措置の拡充・本則化（中小企業投資促進税制、


少額減価償却資産損金算入、研究開発促進税制 等） 


○役員給与に係る税制措置の拡充（役員給与改定の柔軟化） 


＜中小企業の経営力強化＞ 


○中小企業の経営力強化に資する税制措置の実現（償却資産に


係る固定資産税の廃止、個人事業主の所得税負担軽減、減価償却


制度の見直し、人材確保・能力開発税制の創設 等） 


○中小企業の国際化を後押しする税制の創設 


○欠損金制度の拡充（繰戻還付期間の２年への延長 等） 


○事業再生・継続を支援する税制措置の拡充 


平成25年度税制改正に関する意見 概要 
平成24年７月19日 
日本商工会議所 


○中小企業経営への影響を最小限に止める支援策を講じるべき 
  納付回数の任意選択、申告期間延長や延納措置創設、公的融資の拡充、延滞税の引下げ等  


○中小企業のさらなる負担増となる複数税率・インボイス制度の導入には断固反対 
  単一税率の堅持、インボイス制度は導入すべきでない 
  簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しは直近の複数年度の実績で判断すべき 


○消費税引上げに伴い、二重課税を解消すべき 


基本的な考え方 


○円滑な価格転嫁の実現のため、徹底した広報をはじめ万全の対策の実施を行うべき 
 「消費税は転嫁されるものである」メッセージの発信。過去の価格転嫁対策は全て実施 


徹底的な広報（マスメディアでの消費者向け広報、ガイドライン策定と周知徹底）など 


○景気の下振れをカバーし、経済成長を促進する景気・経済対策を実施すべき 
  消費税引上げに伴う景気の下振れをカバーし、経済成長を促進する景気・経済対策の早期実施 
  購入価額が高額で、経済波及効果が大きい住宅等に対する実効性の高い措置は不可欠 


＜「価値ある企業を残す」ための事業承継税制の拡充＞ 


○非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の改善 


制度要件の改善（納税猶予打ち切り基準の緩和、贈与税猶予


の事前の役員退任要件撤廃 等） 


制度趣旨に沿う改善 （農地との制度上の差異の是正（計算方


式と債務控除方法）、発行済議決権株式総数の上限（2/3）撤廃、


相続税の納税猶予割合100％へ引上げ 等） 


親族外承継の円滑化（先代経営者の親族要件の撤廃 等） 


○取引相場のない株式の評価方法の抜本的な見直し 


○分散した株式の集中化を図る税制措置の創設 


○担保提供した個人資産の事業用資産に準じた評価方法 


  への見直し 


○個人事業主等の事業承継を阻害する相続税の課税強化 


 （基礎控除の引下げ、最高税率の引上げ等）には反対 


＜「企業を増やす」ための新規創業促進＞ 


○創業後５年間の中小企業に対する税制措置の拡充 


 （法人税免税・保険料減免、欠損金繰越控除期間の無期限化） 


○会社設立に係る印紙税および登録免許税の廃止 


○エンジェル税制の拡充、ベンチャー企業への投資促進 


 ○中小企業の納税事務負担軽減措置の創設・手続きの簡素化を図るべき 


 ○復興特別所得税の源泉徴収事務負担を軽減すべき 


 ○延滞税等の引下げ・適正化、不納付加算税の軽減を図るべき 


 ○地域再生や産業振興に取り組む商工会議所等に対する寄附金制度を拡充すべき 


○社会保障と税の共通番号（マイナンバー）は、社会的インフラとして早期に導入すべき 


○歳入庁は、納税側・徴収側双方の負担軽減につながる観点から検討すべき    


○寄附金控除の年末調整の対象化は反対 


○事業者の納税事務負担を増加させる個人住民税の現年課税化には反対 


Ⅰ．消費税引上げに伴う弊害の是正 


Ⅱ．事業承継と創業促進に資する税制 Ⅲ．中小企業の活力強化に資する税制 


Ⅴ．納税環境整備の充実 


Ⅳ．内需拡大・地域活性化に資する税制 


＜内需拡大に資する税制の拡充＞ 


○所得税の課税強化は人材や資産の海外流出を招く 


○資産の世代間移転を促進させる資産課税の見直し 


 （贈与税の暦年課税の非課税枠1,000万への引上げ 等） 


○交際費の全額損金算入、会議費の引上げ(5千円⇒1万円) 


○住宅や都市再生に係る租税特別措置の延長 


○環境・省エネへの取組み促進に資する税制の拡充 


＜地方の自主・自立の確保に向けた税制改革の実現＞ 


○地方法人二税に過度に依存しない安定財源の確保 


○地方の行革努力が反映される地方交付税制度への見直し 


○法人への安易な超過課税・独自課税導入には反対 


＜地域経済の活性化に向けた税制の拡充＞ 


○企業活動の拡大を阻害する事業所税の廃止 


○中心市街地活性化のため、固定資産税の軽減 


○都市再生・再開発、地域活性化に資する税制措置の延長 


○災害に強いまちづくりを促進する税制の拡充 


○東日本大震災の被災地における税制の拡充 
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平成２５年度税制改正に関する意見


平成２４年１０月
全 国 町 村 会


三位一体改革の結果、町村は、地域間格差が拡大し、極めて厳しい財政運営を
強いられ、深刻な経済・雇用情勢と相まって、地域の疲弊が深刻化している。


こうした中、地域の自主性及び自立性を高めるための改革、「税制に関する抜
本的な改革」を進めるとされているが、町村が、より自主的・主体的な地域づく
りに取り組むとともに、地域の実情に応じた社会保障サービス、住民の命を守る
防災・減災対策を実施するためには、地方の社会保障財源の安定的確保、税源配
分のあり方の見直しと偏在性の少ない安定的な地方税体系の構築、地方交付税率
の引き上げなど、地方自主財源の大幅な拡充による町村財政基盤の確立が不可欠
である。


よって、平成２５年度税制改正にあたっては、町村が円滑な財政運営を行うこ
とができるよう、地域間格差の解消をはかり、町村税源を充実強化するため、特
に下記事項の実現を図られるよう強く要請する。


記


１．税制抜本改革における地方税源の堅持
今後の「税制に関する抜本的な改革」の検討にあたっては、現行の地方税源


を堅持すること。特に、消費税率の引上げにより広く国民の負担が増す中で、
特定の分野のみ税負担の軽減を行うことは厳に慎むこと。


２．国から地方への税源移譲等
地方税は、地方自主財源の根幹をなし、地域の自主性及び自立性の向上を実


質的に担保するものであることに鑑み、次により、その充実強化をはかること。


ア．国と地方の 終支出の比率と租税収入の比率における大きな乖離を縮小し、
地方が担うべき事務と責任に見合うよう、国税と地方税の税源配分を見直す
こと。


イ．地方税は地域偏在性の少ない税目構成とし、地方交付税の原資は地域偏在
性の比較的大きな税目構成とすること。


３．個人住民税の充実確保等
個人住民税は、負担分任を基調とした基幹税目であることから、その充実強


化をはかるとともに、「地域社会の会費」という税の性格を踏まえ、政策的な
税額控除は導入しないこと。特に、平成２６年以降の住宅ローン控除の延長は
行わないこと。


また、所得控除は種類・金額ともに所得税の範囲内であることを十分に踏ま
えること。


さらに、個人住民税の現年課税化については、町村や事業主の事務負担が増
加することなどから、慎重に検討すること。
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４．固定資産税の安定的確保
固定資産税は、収入の普遍性・安定性に富む、町村財政における基幹税目で


あることから、次により、税収が安定的に確保できるようにすること。


ア．償却資産に係る固定資産税については、町村の重要な財源であり、仮に廃
止・縮小されることがあれば、町村の財政に多大な支障を生じることも踏ま
え、現行の課税対象、評価額の 低限度を堅持すること。


イ．バブル期以降の地価の動向等社会経済情勢の変化を踏まえ、土地の負担軽
減措置等について、公平性、合理性等の観点から早急に点検・見直しを行う
こと。特に、住宅用地特例については、特例割合を縮小するとともに、新築
住宅に係る減額措置については、税制上支援すべき住宅への重点化等を検討
すること。


５．地球温暖化対策税制の創設
地球温暖化対策を着実に推進するためには、二酸化炭素排出抑制対策だけで


なく、森林吸収源対策などの諸施策を地域において主体的に進めることが不可
欠である。よって、国は、森林の整備・保全等に果たしている町村の役割を十
分勘案し、次により、地方税財源の確保をはかること。


ア．町村が、森林吸収源対策など地球温暖化対策を総合的かつ主体的に実施す
るとともに、豊富な自然環境により生み出される再生可能エネルギーを活用
できるよう、地方税財源を確保・充実する仕組みを早急に構築すること。


イ．「地球温暖化対策のための税」の使途については、二酸化炭素排出抑制対
策に限定せず、森林の整備・保全等の二酸化炭素吸収源対策を同列に位置付
け、所要の財源を措置すること。


ウ．「地球温暖化対策のための税」の一定割合は、森林の整備・保全、国土の
保全・自然災害防止を推進する町村の果たす役割を踏まえ、森林面積に応じ
譲与すること。


エ．森林・林業・山村対策の抜本的強化の重要性をより明確にする観点から、
二酸化炭素排出源を課税対象とする「全国森林環境税」を創設すること。


６．自動車取得税等の見直しに係る代替財源の確保等
自動車取得税及び自動車重量税を見直す際は、両税が町村にとって極めて貴


重な財源となっていることから、代替財源の確保を前提とすること。
また、軽自動車の大型化・高性能化及び自動車税との負担の均衡を考慮し、


軽自動車税の税率を引き上げること。


７．市町村たばこ税の確保
たばこ税の将来に向かっての税率引き上げにあたっては、市町村たばこ税の


現行税収総額に及ぼす影響等を見極めること。
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８．ゴルフ場利用税の堅持
ゴルフ場利用税（交付金）は、道路の整備改良、廃棄物処理、防災対策、環


境対策など、所在町村特有の行政需要に対応するとともに、地域振興をはかる
上でも貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。


９．入湯税の堅持
入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備及び観光振興等に資する貴重な財


源となっていることから、現行制度を堅持すること。


10．地方税における税負担軽減措置等の見直し
地方税における税負担軽減措置等については、「基本方針」に沿って厳格な


見直しを行うこと。


11．非居住者等に対する地方公共団体金融機構債券利子の非課税制度の恒久化
地方公共団体金融機構が発行する債券等の商品性を向上させ、保有者層の多


様化をはかることにより、地方公共団体に対してより円滑に長期・低利の資金
を供給するため、振替国債・振替地方債と同様に、非居住者等に対する利子非
課税制度を恒久措置とすること。


12．過疎対策法上の国税に関する特例の引き続き措置
現行過疎対策法上の国税に関する「減価償却の特例」について、平成２５年


４月以降においても引き続き措置するとともに、より充実したものとすること。


13．法人住民税の中間納付等に係る還付加算金の見直し
還付加算金の利率については、市場金利から大きく乖離したものとなってい


るので、社会経済情勢を反映した利率となるよう見直すこと。
特に法人住民税の中間納付または予定納税の還付に係る加算金は、町村財政


にとって大きな負担となっていることから、廃止を含めた見直しを行うこと。
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平成 25年度税制改正に関する意見 


平成 24年７月 19日 


日 本 商 工 会 議 所 


基本的な考え方 


（経済の縮小に歯止めをかけ、将来への明るい展望を描ける政策の実行を） 


超円高、欧州金融不安や資源価格の高止まり等の海外要因に加え、国内においては、長


期に亘るデフレ、進まぬ震災復興、高い法人税、電力不足、地域の疲弊等に直面し、日本


経済は縮小の一途を辿っている。企業や国民は将来の見通しが立たず、日本経済への自信


と期待が揺らぎ、設備投資や消費を冷え込ませている。デフレからの脱却を図り、経済の


縮小に歯止めをかけるとともに、少子高齢・人口減少社会を克服し、企業と国民が将来へ


の明るい展望を描けるよう、経済の活力強化に軸足を置いた政策が強く求められている。 


 


（日本再生に向け、まずは経済・社会基盤の再構築を） 


危機的段階にある日本経済の再生のためには、まずは、超円高の是正や、電力不足問題


の解決、社会保障制度改革の断行等の経済・社会基盤の再構築が不可欠である。特に、社


会保障制度は、社会を安定化させ、経済の活力を強化する土台である。持続可能な社会保


障制度の構築に向けて、徹底した給付の重点化・効率化を行うとともに、税と保険料と自


己負担、給付と負担のバランスのとれた改革を進める必要がある。また、消費税引上げ等


痛みを伴う改革には、国民と企業の理解が不可欠であり、身を切る徹底的な行財政改革を


断行する必要がある。 


 


（中小企業を柱とした成長の実現を） 


経済成長と国民生活の向上の担い手は企業である。特に、企業数の 99.7％（420 万社）、


雇用の７割（2,800万人）、法人税の４割、消費税の５割強を担う中小企業は、雇用の最大


の受け皿であるとともに、投資や消費を通じて経済の下支えに多大な貢献をしている。日


本の再生には、中小企業がその重要な役割を担い続けていかなければならない。そのため


に、中小企業を戦略の柱とした成長を実現していくことが不可欠である。 


この 10 年間で企業は 65 万社が減少し、300 万人もの雇用の場が消滅している。雇用の


みならず、技術やノウハウの伝承が途絶えることは、日本経済社会の大きな損失である。


このため、新たな需要やマーケットを創出して、中小企業の仕事を増やすとともに、「価値


ある企業を残す」ための円滑な事業承継の強力な後押しや、「企業を増やす」ための新規創


業を促進する必要がある。税制においても、中小企業の成長を促す大胆で分かりやすい措


置を講じていくことが不可欠である。また、日本における企業の公的負担（税・社会保険


料）は国際的に高い水準にあり、労働分配率が８割にも及ぶ中小企業の負担は限界に達し


ている。 


 


（疲弊した地域の成長を日本再生のエンジンに） 


疲弊した地域を活性化させ、日本再生のエンジンとするためには、地域経済を支える中


小企業の活力強化を図り、賑わいのあるまちづくりを実現するとともに、地域産業の競争


力を高め、雇用創出・拡大を通じた地域経済の成長力を強化することが重要である。 


また、あわせて地域経済社会の基盤となる社会資本整備を促進するとともに、基礎自治


体の強化や将来的な道州制移行を見据え、地域の「自主・自立」を確保できる、安定的な


地方行財政基盤の確立が必要である。 
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【目次】 


 


基本的な考え方 


 


Ⅰ．消費税引上げに伴う弊害の是正 


１．円滑な価格転嫁の実現のため、徹底した広報をはじめ万全の対策の実施を 


２．景気の下振れをカバーし、経済成長を促進する景気・経済対策の実施を 


３．中小企業経営への影響を最小限に止める措置を講じるべき 


４．中小企業のさらなる負担増となる複数税率・インボイス制度の導入には断固反対 


５．消費税引上げに伴い、二重課税の解消を 


 


Ⅱ．事業承継と創業促進に資する税制を 


１．「価値ある企業を残す」ための事業承継税制の拡充・見直しを 


２．「企業を増やす」ための新規創業促進を 


 


Ⅲ．中小企業の活力強化に資する税制を 


１．企業の活力強化に資する税制措置を 


２．経営力の強化に資する税制措置を 


３．事業再生・継続を後押しする税制措置の拡充を 


 


Ⅳ．内需拡大・地域活性化に資する税制を 


１．内需拡大に資する税制の拡充を  


２．地域の「自主・自立」を確保し、地域の成長を促す地方税制の確立を 


３．地域経済の活性化に向けた税制措置を拡充すべき 


 


Ⅴ．納税環境整備の充実を 


１．社会保障と税の共通番号（マイナンバー）は社会的インフラとして早期導入を 


２．歳入庁は、納税側・徴収側双方の負担軽減につながる観点からの検討を 


３．寄附金控除の年末調整の対象化には反対 


４．事業者の納税事務負担を増加させる個人住民税の現年課税化には反対 


５．中小企業の納税事務負担軽減措置の創設・手続きの簡素化を図るべき 


６．復興特別所得税の源泉徴収事務負担の軽減を 


７．延滞税等の引下げ、適正化を 


８．不納付加算税の軽減を 


９．租税教育の充実を 


10．地域再生や産業振興に取り組む商工会議所等に対する寄附金制度の拡充を 


 


Ⅵ．経済活動・国民生活に資する税制 


１．所得税関係 


２．法人税関係 


３．所得税・法人税共通関係 


４．地方税関係 
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Ⅰ．消費税引上げに伴う弊害の是正 


社会保障制度は、社会を安定化させ、経済の活力を強化する土台として、持続可能な


ものでなくてはならない。社会保障制度改革は、「自助と共助」をベースとして、給付と


負担の関係が明確である現行の社会保険方式を基本に、不足部分を公費で補う考え方を


堅持して進める必要がある。 


政府は、断固たる決意で社会保障と税の一体改革に取り組み、徹底した社会保障給付


の重点化・効率化を図り、消費税率 10％の範囲内で一定期間は持続可能となる全体をパ


ッケージとした改革を早期に断行すべきである。 


消費税引上げは、景気や経済成長、中小企業経営に大きな影響を及ぼすため、デフレ


脱却を実現するとともに、円滑な価格転嫁の実現等、以下に掲げる十分な対策の実施が


不可欠である。 


 


１．円滑な価格転嫁の実現のため、徹底した広報をはじめ万全の対策の実施を 


今回の消費税引上げは、「デフレ経済下における引上げの決定」、「１年半という短期間


での段階的な引上げ」という点でこれまでと異なる。過去に比べて、中小企業の価格転


嫁がより一層深刻な問題となるため、政府は、これまでにない徹底した広報をはじめ万


全の価格転嫁対策を講じる必要がある。 


 


（１）これまでの取り組みを圧倒的に超える徹底した広報の実施を 


政府は、まず「消費税は価格に転嫁されるものである」ことを国民や事業者、特に、


取引上強い立場にある者に対して、明確なメッセージとして発信すべきである。各種マ


スメディアはもとより、あらゆる機会を通じて、これまでの取り組みを圧倒的に超える


広報を効果的かつ継続的に実施することが極めて重要である。 


 


（２）過去の全ての価格転嫁対策の実施をはじめ、あらゆる手立ての継続的な実施を 


政府の消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する検討本部において、「消費税は価格に転


嫁されるものである」ことを明確に位置付け、そのうえで、過去の価格転嫁対策を全て


行うとともに、あらゆる効果的な対策を実施する必要がある。価格転嫁対策は、引上げ


時の一過性に終わることなく、継続的に取り組むことが重要である。 


 


（３）価格表示は、混乱を招かぬよう慎重な対応を 


価格表示については、事業者間取引と対消費者取引を区別して考える必要がある。 


事業者間取引における価格表示については、価格表示と価格転嫁は別の問題であり、


特定の表示方式の義務化等の規制を行うべきではないとの意見が会員企業の中には多い。


対消費者取引については、扱う商品や取引の形態により様々な意見があり、また現行の


総額表示制度は、消費者・事業者の双方に定着していることから、混乱を招かぬように


することが必要である。 


 


２．景気の下振れをカバーし、経済成長を促進する景気・経済対策の実施を 


過去の消費税導入・引上げに際しては、これまで景気の下振れが生じてきた。今回は


税率の引上げ幅が大きく、これまで以上の景気の下振れが想定され、駆け込み需要や引


上げ後の反動減なども予想される。景気の下振れをカバーするとともに、経済成長を促


進する景気・経済対策を早期に策定・実施する必要がある。特に、以下に掲げる措置が


強く求められる。 
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① 購入価格が高額で、経済への波及効果が大きい住宅等の取得に対する実効性の高


い措置が不可欠 


② 消費税引上げに伴い、落ち込みが想定される地域経済の需要喚起のため、交際費


の全額損金算入を認めるべき 


③ 消費税引上げに伴う中小企業の投資減退を防ぐため、事業意欲を高める観点から


臨時的に中小企業投資促進税制を大胆に拡充すべき 


 


３．中小企業経営への影響を最小限に止める措置を講じるべき 


中小企業は、取引上弱い立場に置かれ、消費税の価格転嫁が困難な場合が多いため、


消費税引上げに伴う利益率の減少やキャッシュフローの悪化による廃業・倒産、消費税


の滞納の増加が懸念される。中小企業経営への影響を最小限に止める財政上、税制上の


措置を講じる必要がある。 


 


① 納付回数を任意に選択できる制度の創設 


② 消費税の申告期間の延長や延納措置の創設等 


③ 消費税引上げで業績が悪化する企業への公的融資制度の拡充（金利優遇、別枠措置） 


④ 延滞税の特例基準割合の期間（4.3％、２か月）の延長、金利（２か月経過後、14.6％）


の引下げ 


⑤ 消費税引上げに伴うソフトウェアや設備、店舗改装等への補助金や税制措置の拡充


（少額減価償却資産特例の上限 300 万円の引上げ、商業・サービス業の設備導入、


店舗改装等に対する投資減税等） 


⑥ 納税事務および徴税負担軽減の観点から、仕入税額控除の記載要件の緩和（請求書


等の証憑書類に必要とされる記載が行われている場合は、帳簿への記載事項を一部


省略できるようにする等） 


 


４．中小企業のさらなる負担増となる複数税率・インボイス制度の導入には断固反対 


（１）単一税率は堅持すべき 


逆進性対策として、給付付き税額控除に加え、複数税率が検討されているが、複数


税率を導入しているＥＵ諸国では大きな混乱が生じており、レポート等でも多くの問


題点が指摘されている。わが国の消費税制度は、徴税効率が高く、事業者の事務負担


に配慮された、国際的に高く評価されている制度であり、問題点の多い複数税率をあ


えて導入する必要はない。 


複数税率を導入すべきでない理由は、以下に掲げるとおりである。 


 


① 軽減税率の対象品目の選定や税額計算等で大きな混乱を招く。事業者に追加的な煩


雑な事務負担増を強いる。 


② 高額所得者も軽減税率の恩恵を受けるため、逆進性対策としての効果が薄い。 


③ 必要な税収確保のためには、標準税率をさらに高い水準に設定しなければならない。 


 


 なお、逆進性対策については、社会保障と税の共通番号を早期に導入して、真に措


置すべき者を特定し、きめ細かな給付支援や給付付き税額控除で対応すべきである。 


 


（２）インボイス制度を導入すべきではない 


インボイス制度の導入は、中小・零細事業者に多大な事務負担を新たに課すことに


なるため、行うべきではない。 


インボイス制度は、「１枚毎の帳票」を消費税額の算出根拠とするため、中小・零細
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事業者に１枚１枚の煩雑な帳票処理（発行、管理、税額計算）を新たに課すことにな


る。インボイス制度が導入されると、従来のように、法人税や所得税とともに帳簿に


基づき消費税額を算出することができなくなるため、二重の煩雑な事務負担が生じる


ことになる。消費税引上げの影響を大きく受ける中小・零細事業者に、消費税負担増


に加えて、さらなる多大な事務負担を強いる制度は導入すべきではない。 


また、100 万の農家を含む 500 万を超える免税事業者が取引から排除され、廃業・


倒産に追い込まれる可能性もある。 


現行でも帳簿に加え、請求書等の保存が義務付けられており、課税の透明性は十分


に確保されている。 


 


（３）簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しは直近の複数年度の実績で判断すべき 


税制抜本改革において、簡易課税制度のみなし仕入れ率の見直しが示されているが、


企業の経営実態により実際の仕入れ率は毎年大きく変化することから、単年度だけで


なく、東日本大震災後の中小企業の経営状況等も踏まえ、直近の複数年度における実


際の仕入れ率とみなし仕入れ率の差異を精査して、慎重に判断すべきである。 


 


５．消費税引上げに伴い、二重課税の解消を 


わが国の税制において、消費税と、印紙税、揮発油税、自動車取得税、酒税等をはじ


めとする二重課税の問題があり、今回の消費税の引上げの機会に、以下に掲げる二重課


税の解消を図るべきである。 


 


① 印紙税 


② 石油に課せられる税（揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税等） 


③ 自動車に課せられる税（自動車取得税、自動車重量税※） 


※ 自動車重量税は、自動車税との二重課税 


④ 嗜好品に課せられる税（酒税、たばこ税、たばこ特別税） 


⑤ その他の税（ゴルフ場利用税、建物に係る不動産取得税、入湯税等） 
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Ⅱ．事業承継と創業促進に資する税制を 


中小企業は、企業数の 99.7％（420万社）、雇用の７割（2,800 万人）を占め、わが国


の経済基盤を支える成長の源泉である。中小企業は、厳しい経営環境に晒されながらも、


今なお、地域経済の中核を担い、雇用の受け皿として重要な役割を担っている。 


わが国は、長年にわたり開業率が廃業率を下回る状況が続き、企業数が減少し、雇用


の場が失われている。また、技術やノウハウの伝承が途絶えることは、日本経済社会の


大きな損失である。経済活動を担う主体である企業の存続を図り、また、増やしていく


ことに注力することが強く求められており、「価値ある企業を残す」ための円滑な事業承


継の強力な後押しと、「企業を増やす」ための新規創業の促進が必要である。 


 


１．「価値ある企業を残す」ための事業承継税制の拡充・見直しを 


戦後創業した中小企業においては、経営者の世代交代期を迎えている。中小企業の事


業が円滑に承継されなければ、雇用の場が失われ、消費にも影響を及ぼすとともに、技


術や経営ノウハウの伝承が途絶え、わが国の産業競争力は大きく損なわれることになる。


また、円滑な事業承継が進まず、高度な技術等、競争力を有しながらも廃業や海外企業


への株式売却を検討する中小企業も少なくない。 


継続事業体（ゴーイングコンサーン）として存在している中小企業が、世代を超えて


雇用を確保し、高度な技術等を次世代につないでいくことは、経済成長の実現のために


必要不可欠であり、事業承継に係る相続については、企業の清算を前提とするのではな


く、事業継続を前提として考えていく必要がある。 


今や、国際的に見ても、相続税自体が存在しない国やシンガポールや香港のように国


際競争力強化の観点から相続税を廃止した国・地域が存在する。税制抜本改革において、


相続税の基礎控除の引下げや最高税率の引上げおよび税率構造の見直しが示されている


が、円滑な事業承継を阻害するだけでなく、海外への資産流出を招くことから、反対で


ある。 


平成 25年度税制改正においては、わが国経済の活力強化をもたらすような事業承継税


制の拡充を、確実かつ大胆に実現すべきである。 


 


（１）非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件の改善を 


平成 20年に経営承継円滑化法が施行され、非上場株式等に係る相続税および贈与税


の納税猶予制度は導入から４年が経過したが、わずか 500 件程度の利用にとどまって


いる。「利用要件が厳しく、使い勝手が悪い」と多くの問題点等が指摘されており、「使


い勝手の良い制度、使える制度」へと改善すべきである。 


 


① 納税猶予打ち切り基準（５年間雇用８割の維持等）の緩和を 


東日本大震災やリーマンショックのような外的要因による経営悪化により、雇用維


持要件（５年間雇用８割）を下回った場合に、直ちに納税猶予打ち切りとならない措


置を講じるべきである。 


 


② 贈与税の納税猶予が取り消された場合に相続時精算課税制度を選択可能とする措


置の創設を 


納税猶予の認定が取り消された場合に、暦年課税制度による贈与税の負担に加え、


制度の利用開始時点まで遡って利子税が付加されるため、事業承継が極めて困難にな


ることから、相続時精算課税制度を選択可能とする措置を講じる必要がある。 
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③ 贈与税の納税猶予における被相続人の事前の役員退任要件の撤廃を 


事業承継後においても、先代経営者の経営ノウハウを活用することは企業の成長に


とって重要である。そのため、被相続人の事前の役員退任要件を撤廃し、代表権のな


い有給の取締役でも認めるべきである。 


 


④ 相続税の納税猶予の認定が取り消された場合に延納や物納を認める措置の創設を 


非上場株式は換金性に乏しいため、相続税の納税猶予が取り消された場合の延納・


物納の選択を認める措置を創設すべきである。 


 


⑤ 納税猶予制度の対象会社の拡大を 


本税制の対象会社を中小企業基本法の中小企業から、グループ法人税制基準の資本


金５億円以下に拡大すべきである。 


 


⑥ 信託を活用した株式の納税猶予制度の適用化を 


事業承継の選択肢を増やす観点から、株式の信託を活用した場合について、納税猶


予制度の適用を認めるべきである。 


 


⑦ 一般的な相続時精算課税制度を活用した株式の納税猶予制度の適用化を 


納税猶予制度が導入される以前に、一般的な相続時精算課税制度により生前贈与さ


れた株式について、相続税の納税猶予制度の適用対象に含めることを選択できる措置


を講じるべきである。 


 


（２）非上場株式を相続税・贈与税の対象外とする経営承継円滑化法の趣旨に沿った改善を 


非上場株式を相続税・贈与税の対象外とし、それ以外の財産に相続税・贈与税を課


す経営承継円滑化法の趣旨にのっとり、納税猶予制度の以下に掲げる項目を改善すべ


きである。 


 


① 農地の納税猶予制度との制度上の差異の是正を 


 （ｱ）納税猶予制度の計算方式の見直しを 


農地の納税猶予額の算定にあたっては、相続税の累進税率のうち、高い税率か


ら適用されるが、非上場式株式の場合には低い税率から適用されている。株式の


納税猶予についても、農地と同様に税率の高い部分から猶予されるように見直す


べきである。 


 （ｲ）債務控除される財産の順番の変更を 


負債を相続した際に、農地の場合には、農地以外の相続財産から相殺されるた


め、債務控除される順番を変更し、農地と同様に非上場株式以外の相続財産から


相殺できるように見直すべきである。 


 


② 発行済議決権株式の総数上限（３分の２）の撤廃を 


納税猶予の対象となる自社株式について、相続等により取得した議決権株式等と、


相続開始前から保有していた議決権株式等を合わせて、発行済議決権株式の総数の３


分の２までの上限があるが、この上限を撤廃し、全ての株式を対象とすべきである。 


 


③ 相続税の納税猶予割合の 100％への引上げを 


経営承継円滑化法成立時の付帯決議において検討課題とされた、相続税の納税猶予


割合の 100％への引上げについて、円滑な事業承継のために実現すべきである。 
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（３）親族外承継の円滑化を 


親族外承継が４割にも上る現状において、親族外承継に対する税制措置を拡充する


ことにより、中小企業の事業の継続を図り、雇用の維持・創出につなげることが重要


である。 


 


① 納税猶予制度における後継者の「先代経営者の親族であること」の要件撤廃 


② 法人が中心的な同族株主と株式を売買する場合の株式評価の小会社強制適用の廃


止 


③ 同族株主判定の際の特例的評価方式の適用範囲の拡大 


④ 親族外役員等純然たる第三者とは言えない者が同族株主から株式を取得する場合


の財産評価基本通達の原則的評価の不適用 


 


（４）取引相場のない株式の評価方法の抜本的な見直しを 


取引相場のない株式の評価については、中小企業経営者が経営努力により企業価値


を向上させるほど評価額が高くなり、相続税負担が重くなるという弊害が生じている。


「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」（平成 21 年２月）において、


実務上広く活用されている収益還元方式やＤＣＦ（ディスカウント・キャッシュ・フ


ロー）方式など多様な評価方法が提示されている。こうした点を踏まえ、財産評価基


本通達における取引相場のない株式の評価方法を抜本的に見直すべきである。 


 


（５）事業用資産を円滑に承継する観点から相続時精算課税制度の見直しを 


事業の後継者以外に事業用資産が相続されることで、円滑な事業継続に大きな支障


が出ている。事業用資産の分散を防止し、後継者に事業用資産を集中させることが重


要である。そのため、事業承継に相続時精算課税制度を利用した場合に、相続時精算


課税に係る贈与によって取得した宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を認め


るべきである。 


 


（６）分散した株式の集中化を図る税制措置の創設を 


商法上、株式会社の発起人が７人以上必要とされた時代があり、実質的な創業者以


外の他の発起人が株式を分散保有している会社も多い。これらの株式を創業者一族が


取得する場合、当該非上場株式が高く評価されるため、後継者による他の発起人から


の買い戻しが極めて困難になっている。また、先代経営者が社員に株式を贈与または


額面で譲渡している場合、株主の相続等で株式が分散しているケースにも同様の問題


が生じている。 


安定的な事業継続を確保する観点から、分散した株式の集中化を図るため、特例的


評価方法（配当還元方式）での買い取りを認めるとともに、発行会社が買い取る場合


の譲渡株主（個人）のみなし配当課税および譲渡者から残存株主へのみなし贈与課税


の適用停止等の措置を講じる必要がある。 


 


（７）担保提供した個人資産は、事業用資産に準じ評価方法を見直すべき 


中小企業経営者の個人資産に占める事業用資産の割合は６割を超え、所有と経営が


一体である中小企業は、事業資金の借入のために個人資産を担保提供している場合が


多い。法人経営のために提供した個人資産は債権者の承諾なしには処分できず、資産


価値としては大きな制約を受けている。 


法人経営のために担保提供した個人資産は、事業用資産に準ずるものとして扱い、
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担保付き個人資産の評価額の一定割合を減額する特例の創設（減額は担保に入ってい


る借入金の総額を上限）等、相続税の評価方法の見直しを検討すべきである。 


 


（８）個人事業主等の事業承継を阻害する相続税の課税強化には反対 


税制抜本改革に示されている、新たな相続税の課税強化（基礎控除の引下げ、最高


税率引上げおよび税率構造の見直し）は、雇用維持に大きな役割を担っている中小企


業や地域社会を支える駅前商店街等の個人事業主の円滑な事業承継に悪影響を及ぼす


だけでなく、わが国資産のさらなる海外流出を招くため、行うべきではない。競争相


手国であるアジア諸国等が相続税を廃止する中、相続税の課税強化は国際的な流れに


逆行するものである。 


 


２．「企業を増やす」ための新規創業促進を 


開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少傾向に歯止めがかかってい


ない。このままでは、わが国経済の縮小を招き、失業者の増大等が懸念される。創業は、


経済社会に新陳代謝をもたらし、経済活力を増大させるのみならず、雇用の増加にも大


きく貢献するものである。新成長戦略において目標に掲げられている「起業 100 万社」


の達成に向け、創業マインドの醸成や、創業準備段階から強力なサポートを実施すると


ともに、税制面からも後押ししていくことが必要である。 


創業時においては、会社設立の資金をはじめ、初期の設備投資や運転資金、顧客開拓


等に多額の資金がかかる一方、十分な資金を調達することが困難なケースが多く、果敢


にチャレンジする企業が苦難を乗り越えて成長していけるよう、以下に掲げる税制措置


が必要である。 


 


（１）創業後５年間の法人税免税、社会保険料の減免、欠損金繰越控除期間の無期限化を 


創業する中小企業の経営基盤を強化し、企業の拡大・発展を強力に後押しするため、


創業後５年間の法人税免税や社会保険料の減免、およびその間に生じた欠損金の繰越


控除期間の無期限化を図るべきである。 


 


（２）会社設立に係る印紙税および登録免許税の廃止を 


企業設立に係る費用を最小化し、創業する中小企業の負担軽減を図るため、会社設


立に係る印紙税および登録免許税を廃止すべきである。 


 


（３）創業者の親族等から贈与された創業資金に係る贈与税非課税枠(1,000万円)の創設を 


創業者の親族等から贈与された創業資金に係る贈与税について、1,000 万円の非課


税枠を創設し、新規創業を促進すべきである。 


 


（４）エンジェル税制の拡充を 


適用企業要件である売上高成長率（25％超）の引下げや、創業３年以内を５年以内


に延長する等の要件緩和を図るとともに、ベンチャー企業への投資促進の観点から、


投資額の所得控除の上限額（総所得金額の 40％または 1,000 万円のいずれか低い方）


を引上げる必要がある。 


 


（５）ベンチャー企業への投資促進の拡充を（法人版エンジェル税制の導入等） 


ベンチャー企業の株式購入時に投資額の一定割合を税額控除できる制度を創設する


とともに、個人投資家においては、ベンチャー企業の株式損失における他の所得との


損益通算の実現を図るべきである。 
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Ⅲ．中小企業の活力強化に資する税制を 


１．企業の活力強化に資する税制措置を 


（１）中小法人の軽減税率を含む法人税のアジア諸国並みへの引下げを  


わが国は、長期に亘るデフレをはじめ多くの課題をかかえ、企業や国民は将来の見


通しを描けず、日本経済への自信と期待が揺らいでいる。現在はさらに、超円高や電


力不足問題等によって、足元の経済基盤、発展基盤が失われつつある危機的段階へと


事態が悪化している。こうした状況を放置すれば、空洞化が急激に加速し、雇用がさ


らに失われ、国民生活に大きな影響を与えることは明らかである。現在の危機的状況


から一刻も早く脱却するためには、わが国の立地競争力の強化が急務である。 


そのため、中小法人の軽減税率を含む法人税率は、復興増税期間の終了を待たずに、


直ちに競争相手国であるアジア諸国並みに引下げる必要がある。特に、中小法人の軽


減税率は、国際競争に打ち勝つ水準（11％以下）に早急に引下げるべきである。 


法人税引下げは、企業活動を活性化させ、新たな雇用や設備投資をもたらし、結果


的に国民生活の向上に資するものである。 


 


① 法人実効税率（国税・地方税）のアジア諸国並みの 20％台への引下げ 


② 中小軽減税率の 11％以下への引下げ、適用所得金額の拡大（800万円⇒1,600万円） 


 


（２）日本経済の牽引役であり、地域社会の安定を支える中堅企業を後押しする税制措置を 


厳しい経済環境下で、日本経済を牽引するとともに、地域社会の安定のため、地域


において雇用の場を提供する中核的な役割を果たしてきた中小・中堅企業が疲弊し、


倒産・廃業の危機に陥っている。 


現在の中小企業向けの租税特別措置は、地域を支える資本金１億円超の中小・中堅


企業が対象となっていない。地域の中核を担う中小・中堅企業の成長を後押しするた


め、留保金課税の廃止や中小企業向け租税特別措置に準じた措置が必要である。また、


税法の資本金基準の引上げも検討すべきである。 


 


① 留保金課税の廃止 


激しい経済変化に対応し、安定した事業経営を行うためには、優秀な人材確保や育


成、設備投資、技術開発や研究開発等の将来に向けた投資が必要である。企業が厳し


い競争を勝ち抜き成長するため、投資の源泉となる利益の蓄積と自己資本の充実によ


る財務基盤の強化は極めて重要である。自己資本の充実を抑制し、企業の成長を阻害


する留保金課税は廃止すべきである。 


 


② 欠損金繰戻還付制度の適用対象の拡大 


地域経済と雇用の中核として大きな役割を担っている中堅企業の財務基盤強化の観


点から、欠損金の繰戻還付制度の対象を資本金 10億円以下の中堅企業にまで拡大すべ


きである。 


 


（３）中小企業の租税特別措置の拡充・本則化を 


経済成長や雇用を支える中小企業の技術開発・研究開発・設備投資等の成長に向け


た取り組みを税制面で後押しすることは、極めて重要である。多様な中小企業の成長


力をより一層高める観点から、中小企業がその成長に伴い発生する様々なニーズに対


応する、使い勝手が良い租税特別措置のメニューを揃えておくことは重要である。 
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① 中小企業投資促進税制の拡充・本則化を 


中小企業の生産性の向上や成長力の強化に向けた設備投資を後押しする中小企業投


資促進税制は本則化する必要がある。また、十分な資金を確保できず、中古設備での


生産性向上を図らざるを得ない中小企業が多いことから、対象資産に中古設備を加え


るべきである。 


 


 ② 少額減価償却資産の損金算入特例の拡充・本則化を 


少額減価償却資産の特例は、利用頻度が高く、恒常的に利用されているが、経営環


境の変化に伴い随時更新が必要なサーバやセキュリティ機器、製造業等で減耗の激し


い器具等が対象価額を超えるケースがある。中小企業の生産性の向上および納税事務


負担の軽減の観点から、現行の対象価額（30万円未満）と取得合計額の上限（300万


円）を引上げたうえで、本則化すべきである。 


 


  ③ 研究開発促進税制の拡充を 


わが国のものづくりを支える中小企業の技術開発や研究開発を後押しする観点から、


総額型については、税額控除限度額を 30％に戻し、かつ、中小企業に対する一律 12％


の控除率を引上げるべきである。 


 


（４）企業活力の強化を図る政策減税は、予算全体かつ複数年度で効果を考えるべき 


今後の財政運営においては、経済の拡大により歳入増を図り、中長期的な財政健全


化を進めていくことを基本とすべきである。このため、「ペイアズユーゴー原則」（新


規政策のためには安定財源の確保が必要）のもと、同じ税目の中で増減税を調整する


のではなく、本来の趣旨に則り、予算全体の中で財源確保を図るべきである。特に、


企業活力の強化を図る政策減税は、企業の発展により将来的な税収増をもたらすもの


であり、財政に及ぼす効果を複数年度で考える必要がある。 


 


（５）中小企業等の租税特別措置の利用制限は容認できない 


平成 23年に会計検査院から意見表示がなされた「大企業並みの所得のある中小企業


の軽減税率と租税特別措置の適用範囲の見直し」について、平成 23 年度および平成


24年度税制改正大綱において検討事項とされている。 


中小企業に対する軽減税率や租税特別措置は、企業活力を増大させ、成長を促進さ


せるものである。会計検査院の指摘は、中小企業の将来に向けた発展を否定するもの


であり、到底容認できるものではない。税制改正大綱の検討項目から外すべきである。 


 


（６）役員給与に係る税制措置の拡充を 


役員給与については、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の３類型の


役員給与のみ損金算入が認められている。役員給与は職務執行における対価であるこ


とから、原則、全額損金算入とすべきである。 


事業年度開始後に損金算入が認められる役員給与改定事由のうち、「通常改定」は、


事業年度開始から３か月以内に限られ、３か月後以降は「特別な事情」がない限りは


認めないものとされているが、年間を通じて好不況の変動が激しい中小企業の実態を


踏まえ、少なくとも年度途中での改定を事業年度開始から半年後まで認める等、柔軟


で機動的な仕組みとすべきである。 


 


（７）印紙税は速やかに廃止を 


印紙税は、電子商取引やペーパーレス化が進展する中、文書を課税主体とすること
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に合理性がなく、時代に即していない税制であり、消費税との二重課税でもある。 


電子化への対応が比較的遅れている特定の業界や中小企業に負担が偏っており、課


税上の不公平感が生じている。課税文書の判定が難しく事務負担が重いことや、一取


引について何重にも課税されること等の制度上の問題点も多い。 


税制抜本改革において、「建設工事の請負に関する契約書、不動産の譲渡に関する契


約書および金銭又は有価証券の受取書について負担の軽減を検討する」ことが示され


ているが、その方針にかかわらず、印紙税そのものを速やかに廃止すべきである。 


 


（８）企業年金制度の環境整備のための税制措置の拡充を 


わが国の雇用の７割を支える中小企業が最適な企業年金・退職金制度を充実させる


ことは、従業員の将来への不安の払しょくや福利厚生の向上に資するものであり、以


下に掲げる税制措置を講じるべきである。 


 


① 最適な企業年金制度・退職金制度を構築するための環境整備を 


特別法人税については、「拠出時・運用時は非課税、給付時に課税」という年金税制


の原則に反しており、完全撤廃すべきである。 


確定拠出年金については、脱退一時金の支給要件の一層の緩和など、制度のさらな


る改善を図るべきである。 


 


② 特定退職金共済制度の拡充を 


特定退職金共済制度における加入対象者について、中小企業退職金共済制度と同様


に、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できるようにするなど、その範


囲を拡大すべきである。 


 


（９）企業会計上費用とみなされる貸倒引当金等の損金算入を 


中小企業においては、税制と会計の調和は極めて重要であることから、中小会計要


領をはじめ、企業会計上費用とみなされている貸倒引当金や賞与引当金、退職給付引


当金等について、損金算入を認めるべきである。 


 


２．経営力の強化に資する税制措置を 


（１）中小企業の経営力強化に資する税制措置を 


① 償却資産に係る固定資産税の廃止を 


償却資産に係る固定資産税は、企業の前向きな設備投資を阻害するものであり、ま


た、国際的にも稀な税制であることから、早急に廃止する必要がある。少なくとも免


税点（150万円）の引上げを図るべきである。 


少額減価償却資産の対象資産について、国税（30万円）と地方税（固定資産税（20


万円））において、その対象が異なるため、事業者は申告のために帳簿の二重管理等の


納税事務負担を強いられている。本来、償却資産に係る固定資産税は、廃止すべきで


あるが、暫定的に二重管理の弊害を排除するため、当面、国税の基準に統一すべきで


ある。 


 


② 個人事業主の所得税負担の軽減等を 


個人事業主は、地域社会に根付き、雇用を支える存在として、重要な役割を果たし


ている。個人事業者の経営基盤の強化を図るため、中小法人の軽減税率の引下げにあ


わせて、青色申告控除（65万円）、個人事業税の事業主控除（290万円）の拡充等、個


人事業者の所得税負担の軽減等を図るべきである。 
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③ 減価償却制度のさらなる見直しを 


現行の減価償却制度は、償却期間が長過ぎる等、企業の設備投資サイクルに適合し


ておらず、企業の前向きな事業活動を阻害している。技術革新のスピード等に対応し


た減価償却資産の法定耐用年数の短縮化等、減価償却制度のさらなる見直しを図るべ


きである。 


 


④ 人材確保・能力開発税制（仮称）の創設を 


中小企業は雇用の７割を占め、地域経済社会を支える基盤である。経営資源が限ら


れている中小企業において、人材の確保や能力開発は極めて重要である。中小企業の


採用活動に伴う費用や教育訓練費など人件費の増加額の一定割合を税額控除する制度


を創設すべきである。 


 


⑤ 継続的に従業員を雇用する中小企業等の社会保険料負担の減免措置の創設を 


中小企業の雇用の安定化を後押しするため、新規創業・ベンチャー企業や継続的に


従業員を雇用している中小企業に対し、社会保険料の事業主負担分の一定割合を減免


する措置を創設すべきである。 


 


⑥ 中小企業の経営力向上に資する税制措置の創設を 


中小企業の収益性を向上させ、雇用の増大や地域の活性化が図られる好循環を創り


出すため、経営コンサルティング費用やＩＳＯ取得費用等の一定割合の税額控除等、


中小企業の経営力向上や事業意欲向上に資する税制措置を創設すべきである。 


 


⑦ 中小企業の市場開拓や販売促進等を後押しする税制措置の創設を 


中小企業が事業を拡大し、収益を上げていくためには、技術開発・研究開発・設備


投資等により開発した製品の市場開拓や販売促進が不可欠であり、中小企業の市場開


拓や販売促進等を後押しする税制措置の創設が必要である。 


 


（２）中小企業の国際化に対する税制面からの後押しを 


① 中小企業の海外展開・販路拡大への取り組みに係る費用の税額控除の創設を 


少子高齢化に伴う国内市場の縮小、経済のグローバル化の進展に対応するために、


中小企業においても輸出や事業の国際化等の海外展開を積極的に推進し、アジア等の


活力を取り込んで成長していくことが重要となっている。 


ヒト・モノ・資金・情報等経営資源が限られている中小企業においては、海外展開


への取り組みは、困難かつ相当な費用やリスクを伴う。そのため、海外の見本市や商


談イベント等に要する費用、Ｆ／Ｓ（フィージビリティ・スタディ）調査等の海外進


出の事前調査に係る費用、海外展開支援専門家のコンサルティング費用、販売促進に


係る費用、海外特許調査や取得に係る費用等の一定割合を税額控除する制度等、中小


企業の海外展開・販路拡大を強力に後押しするための、使い勝手が良く実効性の高い


措置を創設することが必要である。 


 


②海外展開で得た利益の国内への還流促進に資する税制措置の拡充を 


海外市場の開拓により、輸出による外需の取り込み、現地生産による新たな需要の


創出等の動きが今後も加速する中、わが国企業が国内に研究開発拠点等の機能と雇用


を残しつつ、海外において利益を確保し、それを国内に還流させ、新たな投資と雇用


につなげていく好循環を創り上げていくことが極めて重要であり、以下に掲げる税制
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措置が必要である。 


 


(ｱ) 中小企業における受取配当金の全額益金不算入を 


平成 21年度税制改正において、海外展開による利益の国内への還流を促進させる


ため、外国子会社からの受取配当金益金不算入制度が導入されたが、海外子会社投


資関連費用として５％分が相殺され 95％が益金不算入となっている。中小企業の海


外展開をより一層促進する観点から、受取配当金を全額益金不算入とすべきである。 


 


(ｲ) 租税条約の締約・改定による現地子会社の配当等の源泉税率の見直しを 


成長著しい中国等を中心とした各国との租税条約の改定を順次行い、現地子会社


の配当・知的財産権使用料等の源泉税率を早急に見直すべきである。 


 


(ｳ) 外国税額控除の繰越期間の延長を 


企業の国際競争力維持・強化のため、外国税額控除を米国並みに拡充する必要が


ある。外国税額控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間については、現行の３


年から 10年に延長すべきである。 


 


（３）欠損金制度の拡充を 


① 中小企業の欠損金の繰戻還付期間を２年に拡充を 


欠損法人のキャッシュフローの改善を図るため、欠損金の繰戻還付期間を２年に拡


充すべきである。 


 


② 欠損金の繰越控除期間のさらなる延長を 


わが国企業が果敢にリスクのある事業に挑戦できる環境を整備するため、国際水準


に合わせて、欠損金の繰越控除期間を延長すべきである。 


 


３．事業再生・継続を後押しする税制措置の拡充を 


中小企業をめぐる経営環境は依然厳しく、今年度末には中小企業金融円滑化法の期限


が到来すれば、さらなる倒産の増加が見込まれる。地域経済の活力維持や雇用確保の観


点から、中小企業の事業再生・継続への取り組みを力強く後押ししていくべきである。 


 


（１）過年度処理における損金算入の要件緩和を 


早期の事業再生を図るため、中小企業再生支援協議会が外部専門家に依頼した財務


調査で指摘された過年度の会計処理において、損金算入要件を緩和すべきである。 


 


（２）私財提供等があった場合の損金算入の要件緩和を 


「私財提供等があった場合の損金算入制度」の適用を受けるには、民事再生計画の


開始決定等の法的手続きが必要であるが、役員または株主単独による債務免除につい


て、中小企業再生支援協議会が関与する事業再生計画における私財提供の場合におい


ては、その適用を認めるべきである。 


 


（３）事業再生における減損会計適用要件の緩和を 


現在、会計上では資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合


に減損会計が適用されるが、法人税法では法的整理によるなど、一定の要件を満たさ


ない限り、損金算入が認められていない。事業再生の局面においては、私的整理を含


め、損金算入を認めるべきである。 
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（４）産活法に基づく「第二会社方式」による認定企業の固定資産税の負担軽減を 


産業活力再生特別措置法に基づく「第二会社方式」により認定を受けた計画に基づ


き再生に取り組む企業に対して、一定期間、固定資産税の負担軽減を図り、早期再生


を後押しすべきである。 


 


（５）事業再生税制における一定の私的整理要件の緩和を 


法的整理および「民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理」により事業再生


が図られた場合、資産の評価損益および期限切れ欠損金の優先控除の利用ができる事


業再生税制において、「２以上の金融機関が債務免除すること」が「一定の私的整理」


の要件の一つとなっているが、事業再生の迅速化を図るため、「１以上の金融機関」と


すべきである。 
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Ⅳ．内需拡大・地域活性化に資する税制を 


デフレから脱却し、日本経済を持続的な成長軌道に再び乗せるためには、潜在需要を


掘り起こし、投資や消費の好循環につなげていくことが重要であり、以下に掲げる措置


を講じる必要がある。また、内需喚起に向け、わが国全体で３兆円の経済波及効果、15


万人の雇用が期待される 2020年のオリンピック・パラリンピックの招致は、確実に実現


しなければならない。 


 


１．内需拡大に資する税制の拡充を  


（１）個人所得課税の見直しを 


① 所得税の課税強化は人材や資産の海外流出を招く懸念が大きい 


日本経済の成長のためには、消費を支え、内需拡大に寄与する中間層の復活ととも


に、海外からの投資や優秀な人材の確保が不可欠である。所得税の課税強化は、長年、


所得が減少している中間層の消費マインドを低下させ、グローバル化が進展する中で、


わが国人材や資産の海外流出をさらに加速させる。また、対日投資や海外の人材の確


保の障害となるため、わが国経済の国際競争力低下に直結する。そのため、所得税の


課税強化は避けるべきである。 


 


② 子育て世帯の税負担軽減に向けた控除や課税方式の見直しを検討すべき 


人口減少に歯止めをかける観点から、所得税の諸控除のあり方を見直すとともに、


Ｎ分Ｎ乗方式等の世帯単位の所得課税方式の導入について検討を行うべきである。 


 


③ 金融所得課税の一元化を図るべき 


課税の簡素化・中立化の観点から、区分毎に税率が分かれている金融所得について、


多様な金融商品を幅広く捉えて課税方式の均衡化を図るとともに、損益通算の対象範


囲を非上場株式等に拡大すべきである。 


 


（２）資産の世代間移転を促進させる資産課税の見直しを 


わが国は、65歳以上の高齢者が資産保有の６割を占めているなど、高齢者層に資産


が偏っている。高齢化によって、相続人・被相続人共に相続年齢が引きあがる中、貯


蓄率が高い高齢世代から消費支出の多い現役世代への円滑な所得移転を促進すること


により、内需を喚起し、経済を活性化させることが必要である。 


税制抜本改革に示されている、孫への贈与等、贈与税の生前贈与の拡充については、


確実に実施するとともに、暦年課税における非課税枠の大幅な拡大など、円滑な資産


移転に資するさらなる措置を講じるべきである。 


 


① 贈与税の暦年課税の非課税枠を 1,000万円に引上げるべき。 


② 相続時精算課税制度において、相続時の評価額が贈与時の評価額を下回った場合に、


相続時の評価額を相続税評価とすべき。 


③ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の期日要件を、「贈与を受けた翌年３月


15日」から「贈与を受けた翌年末」までに延長すべき。 


 


（３）交際費課税の全額損金算入化を 


交際費の損金不算入制度は、資本蓄積のための冗費節約を目的として導入されたが、


現在の経営環境が厳しい中で、企業は冗費を支出する状況にない。そもそも、企業経
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営上、交際費は既存顧客との関係維持や新規顧客の開拓に必要な費用であり、企業会


計上も経費計上可能となっている。 


取引先が限定されるケースが多い中小企業においては、営業活動を行う上で、特定


の取引先に対する販売促進活動が不可欠である。また、企業の交際費支出の増加によ


って、国内消費が喚起され、法人税、所得税、消費税等の税収の増加も見込まれる。 


そのため、交際費は全額損金算入とすべきである。また、当面の措置として、税務


上の交際費の範囲から除かれる会議費（１人当たり 5,000 円以下）について、上限を


１万円程度まで引上げるべきである。 


 


（４）住宅に係る租税特別措置の延長を 


景気回復や経済成長のためには、経済波及効果が大きい住宅需要を喚起する必要が


ある。そのため、住宅取得を後押しする租税特別措置等は延長が必要である。 


 


① 印紙税はそもそも廃止すべきだが、それまでの間において、平成 24 年度末に適用


期限となる、不動産取得に係る印紙税および登録免許税の軽減措置の延長 


② 土地の所有権移転登記に係る登録免許税率の特例措置の延長 


③ 住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長 


④ Ｊリート等の不動産取得税および登録免許税の課税標準の特例の延長 


⑤ 既存住宅のバリアフリー改修および省エネ改修の投資減税の延長 


⑥ サービス付き高齢者住宅の特例、バリアフリー法に基づく認定特定建築物の特例の


延長 


 


（５）土地建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算措置の時限的な復活を 


平成 16年度税制改正において、土地建物等の譲渡所得と他の所得との損益通算措置


が廃止されたが、含み損を有する不動産の売却を滞らせ、不動産の流通に多大な弊害


をもたらしている。不動産の流通を活性化させ、内需を喚起する観点から、土地建物


等の譲渡所得と他の所得との通算措置を時限的に復活させるべきである。 


 


（６）環境・省エネへの取り組み促進に資する税制措置の拡充を 


①グリーン投資減税における即時償却の適用を 


エネルギーの安定供給確保が急がれる中、企業のグリーン投資のさらなる活発化を


図るために、適用を終了したエネルギー需給構造改革投資促進税制（エネ革税制）に


おいて認められていた即時償却（初年度 100％償却）を選択可能とするなど、グリー


ン投資減税の拡充を図るべきである。 


 


②省エネ・新エネ等の研究開発を促進する税制の創設を 


電力不足問題が顕在化する中、わが国の世界をリードする環境分野の技術革新を加


速させ、国際競争力で他国の追随を許さない優位性を確保する観点から、省エネや新


エネ等に係る研究開発費について、研究開発促進税制に上乗せして税額控除を可能と


する措置を創設すべきである。 


 


③地球温暖化対策税は中小企業への負担に配慮を 


平成 24 年 10 月から石油石炭税率を上乗せする地球温暖化対策税が導入されるが、


エネルギーコストの上昇が進む中において、中小企業への影響が懸念される。そのた


め、中小企業の省エネ設備導入を重点的に支援することや、エネルギー多消費産業へ
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の減税措置など、中小企業の負担に配慮する必要がある。 


また、地球温暖化対策税の使途を森林吸収源対策などに拡大することは石油石炭税


の課税趣旨に反しており、認められない。 


 


２．地域の「自主・自立」を確保し、地域の成長を促す地方税制の確立を 


日本再生には、地域の成長が不可欠である。そのためには、将来的な道州制を見据え、


地域の「自主・自立」を確保できる、安定的な地方行財政基盤の確立が必要である。 


国と地方の明確な役割分担の下、徹底した業務の見直しや歳出削減を実施する中で、


「国から地方へ、官から民へ」の流れを加速させ、思い切った権限および税財源を移譲


することが必要である。その際、地域が創意工夫により経済社会の活性化を図ることが


できるよう、大胆な規制緩和を進めるとともに、税制面からも地域の成長を後押しすべ


きである。企業における投資や雇用を抑制している事業所税や償却資産の固定資産税等


は即時廃止する必要がある。また、地域における行革努力が反映される地方交付税制度


の実現も不可欠である。 


 


（１）地方法人二税に過度に依存しない安定した地方財源の確保を 


地方税は、税収が安定的であり、地域の遍在性が小さいものであることが望ましく、


景気による税収変動や地域の偏在性の大きい地方法人二税（事業税・住民税）に過度


に依存しない安定した地方財源の確保を検討していくべきである。 


地方財源が地方法人二税に過度に依存している状況下では、地域住民の受益と負担


に関する意識が希薄化しやすく、地域住民の地方行政に対するチェック機能が働かな


いことから、地方の行財政改革や地方分権は進みにくい。 


 


（２）地方の行革努力が反映される地方交付税制度への見直しを 


地方自治体の行財政改革を後押しするため、地方交付税について、現行の行革イン


センティブ算定制度を大幅に拡充するなど、地方の行革努力が適切に評価され、交付


割合に反映される仕組みに見直す必要がある。 


なお、地方法人特別税は、消費税を含む税体系の抜本改革が行われるまでの暫定措


置として導入されたものであり、今回の税制抜本改革にあわせて撤廃すべきである。 


 


（３）法人への安易な超過課税・独自課税導入には反対 


新たな地方税負担を求める場合、まず、行政において人件費を含めた身を切る徹底


的な歳出削減を行った上で、納税者となる住民や事業者等に対し、自治体の財務状況


や当該税制の政策目的と税収の使途を十分に説明し、理解を得ることは当然の責務で


ある。十分な説明もなく、安易に法人にのみ課税することは行うべきではない。 


 


３．地域経済の活性化に向けた税制措置を拡充すべき 


（１）企業の活動拡大を阻害する事業所税の廃止を 


事業所税は、都市計画税が徴収される中にあって、すでにその目的を達成している。


また、都市間の公平性の観点から問題であるとともに、新規開業や事業所の立地等を


阻害する追い出し税となっている。さらに、赤字企業にも課税される事業に対する外


形課税であり、固定資産税との二重負担との指摘もある。課税算出根拠が「事業所面


積」、「従業員給与」となっていることから、企業活動の拡大に抑制的な仕組みとなっ


ている。 


企業活動・拡大を阻害する事業所税は、速やかに廃止すべきであるが、自治体の税
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収に大きな影響を与えるため、まずは、特に負担感が強い中堅・中小企業について廃


止すべきである。 


 


（２）コンパクトシティの実現や中心市街地等の活性化を図るための税制措置の拡充を 


コンパクトシティの実現に向けた都市機能の向上や中心市街地等の活性化を図るた


め、以下に掲げる税制措置を実現する必要がある。 


 


① 商業地等における固定資産税・都市計画税の負担水準の上限（70％）を 60％への


引下げ 


② コンパクトシティ形成に資する空き地等の貸与を行った者への固定資産税等の減免 


③ 遊休地等の有効利用の促進のため、事業用の借地期間に比べて建物の償却期間が長


い場合は、建物の償却期間を借地期間に合わせる措置の創設 


④ 地域活性化のための行事や活動への協賛金等の全額損金算入措置の創設 


 


（３）都市再生・再開発に資する税制措置の延長を 


地域資源を最大限活用して、都市再生や地域力の向上を図り、魅力ある地域経済を


形成していく取り組みを税制面から後押ししていく必要がある。そのため、以下に掲


げる都市再生・再開発、地域活性化に資する税制措置が必要である。 


 


① 認定を受けた都市再生事業を行う民間事業者に対し、法人税、登録免許税、不動産


取得税、固定資産税・都市計画税等を減免する都市再生促進税制の延長 


② 市街地再開発事業に係る割増償却特例や固定資産税減免の特例の延長 


③ 事業用地適正化計画区域内の土地交換等に係る譲渡所得特例の延長 


④ 特定の事業用資産の買換え特例における事業所等の敷地の面積要件「300 ㎡以上」


の撤廃 


 


（４）大規模地震対策の促進を 


東日本大震災の発生により、日頃の地震対策の重要性を再認識するとともに、ＢＣ


Ｐ（事業継続計画）を策定し、災害発生時の事業継続に備える動きが活発化している。 


地震対策のより一層の促進や内需喚起の観点から、特定建築物以外の事務所や工場


等の建築物について、地震対策のために改修や建替えを行った場合の即時償却、改修


等によって資産価値が上昇した場合の固定資産税や都市計画税の減免、津波等の防災


対策を目的とした事業所の移転や防災対策資産の取得の場合の買換え特例の適用等、


思い切った措置を講じる必要がある。 


 


（５）東日本大震災の被災地における税制措置の拡充を 


東日本大震災の復旧・復興に資するため、数次に亘る震災税制が実施され、復興特


区では新規立地企業に法人税減免等の税制措置が実施されている。 


他方、従前から、被災地内に工場や事業所を保有し、雇用を維持しながら事業を継


続している企業に対する税制措置が不足している。復興特区に指定されていない地域


においても、被災地域の経済を支える地元企業に対し、投資減税の拡充等、復興特区


に準じた税制措置を講じるべきである。 


また、福島県は、既存企業の流出や人口減少などによって、地域経済の疲弊が深刻


さを増しており、福島再生を実現するために、特例的な思い切った税制措置が必要で


ある。 
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（６）ホテル・旅館の建物等に係る固定資産税評価額の低減を 


ホテル・旅館は、長期間にわたり建物等の固定資産税の評価額が下がらず、経営の


実態を適切に反映しているとは言えない。平成 24年度税制改正大綱において、平成


27年度の固定資産の評価替えの際に使用実態に合わせた見直しを行うことが検討され


ているが、東日本大震災の風評被害等で厳しい経営を余儀なくされている者も多い中、


観光振興、地域活性化のため、ホテル・旅館の建物等の固定資産税評価額算定にあた


り、早期に耐用年数の大幅な短縮等を措置すべきである。 
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Ⅴ．納税環境整備の充実を 


１．社会保障と税の共通番号（マイナンバー）は社会的インフラとして早期導入を 


わが国では、マイナンバーが存在しないため、複数機関で管理されている個人情報の


名寄せや共有化が難しく、行政効率化の足枷となっている。適正な社会保障政策の実施


や行政効率化に資する社会的なインフラとして、マイナンバーは早期に導入する必要が


ある。 


マイナンバーが導入されると、事業者に源泉徴収等の各種申告事務で新たな負担が発


生することとなるので、国税・地方税の一括納付や地方自治体の帳票の一元化、地方税


の電子データ受け渡し等の具体的な導入メリットや、事業者における納税協力負担の軽


減策について明示すべきである。 


また、社会保障給付の重点化や、消費税引上げに伴う低所得者対策を行うためには、


事務負担・コスト等を考慮しつつ、株式や債券、投資信託等の配当所得および譲渡所得


等や、不動産所得を把握できる仕組みとすることが必要である。 


 


２．歳入庁は、納税側・徴収側双方の負担軽減につながる観点からの検討を 


国税・地方税・社会保険料等は、国税庁、地方自治体、日本年金機構等と徴収機関が


分散している。歳入庁は、国民の便益の最大化に資するものとして、マイナンバーと一


体的に、納税側・徴収側双方の負担軽減に繋がる観点から検討を進める必要がある。 


納税側および徴収側のコスト削減・効率化の観点から、まずは、国と地方で課税ベー


スが重複する税目（法人税・地方法人二税、個人所得税・個人住民税)等の徴収機関窓口


の統一を図り、最終的に国税、地方税、社会保険料等の全てについて、徴収体制の効率


化を進めるべきである。 


 


３．寄附金控除の年末調整の対象化には反対 


平成 24年度税制改正大綱において、寄附金控除の年末調整の対象化が検討事項とされ


ているが、納税事務負担の軽減に向け、年末調整や確定申告手続きの簡素化が図られて


きている中で、納税事務負担増につながるような改正は行うべきでない。 


 


４．事業者の納税事務負担を増加させる個人住民税の現年課税化には反対 


個人住民税の現年化については、税制抜本改革において「納税者、特別徴収義務者、


地方自治体の事務負担を踏まえつつ検討する」と示されており、現年課税化の導入のた


め、事業者に対し、所得税に加え、個人住民税についても、源泉徴収事務や年末調整事


務を課すことが検討されている。現状以上の納税事務負担の増加を強いる個人住民税の


現年課税化には反対である。 


 


５．中小企業の納税事務負担軽減措置の創設・手続きの簡素化を図るべき 


申告納税方式を採用しているわが国では、本来は国が行うべき納税事務について、納


税者である事業者が、納税協力として多大な負担をしている。特に、人的資源に乏しい


中小企業における納税協力負担は、生産性向上の阻害要因となっている。 


中小企業の納税事務負担の軽減を図るため、以下に掲げる措置が必要である。 


 


（１）中小企業が本業に専念できるよう、提出書類の免除・簡素化等を図り、中小企業の


負担を軽減するとともに、納税協力費用相当分の税額控除制度を創設すべきである。 


（２）「事前照会に対する文書回答手続」について、税務当局の執行体制の強化を図りつつ、
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対象取引等に係る要件の緩和等、所要の改善を図るべきである。 


（３）納税事務負担に配慮して、個人事業者の確定申告手続については、平日夜間や休日


も税務署の窓口において受け付けるべきである。 


（４）国税・地方税等の徴収一元化が実現できるまでの間、納税事務負担の軽減、徴収事


務の効率化に向けて、以下に掲げる取り組みを行うべきである。 


① e-Tax（国税）と eLTAX（地方税）を統合し、恒常的な税額控除制度を創設するこ


と。 


上記①が実現するまでの間、以下に掲げる措置を講じること。 


（ｱ）e-Tax（国税）について、税額控除額（3,000 円）を拡充し、一度限りでない 


恒常的な制度とすること。なお、操作を簡便化した使い勝手のよいソフトを開 


発すること。 


（ｲ）eLTAX（地方税）について、導入自治体の一層の拡大や税額控除制度を創設す 


ること。 


② 地方自治体毎に異なる書類の様式や手続き、納付期限等を統一すること。 


③ 本社や本店所在地の自治体における一括納付手続き等を可能とすること。 


④ 固定資産税の償却資産の申告期限を企業の法人税申告期限と統一すること。 


⑤ 中間申告および予定納税について、選択により申告できるようにすること。 


⑥ 国・地方の法人税の申告手続きを一元化できるようにすること。 


⑦ 法人による法人税や消費税の振替納税を導入すること。 


⑧ 「法人事業概況説明書」の提出を省略すること。 


⑨ 連結納税における連結子法人の個別帰属額等の届出書の提出を省略すること。 


⑩ 個人事業者における確定申告の時期を選択できるようにすること。 


⑪ 準確定申告 (納税者が死亡したときの確定申告)の申告期限を相続税申告期限まで


延長できるようにすること。 


⑫ 法人の青色申告承認申請書や棚卸資産の評価方法の変更承認申請書等の提出期限


を前事業年度に係る確定申告書の提出期限までとすること。 


（５）消費税の基準期間の見直しを検討すべきである。 


 


６．復興特別所得税の源泉徴収事務負担の軽減を 


平成 25 年より 2.1％の復興特別所得税が 25 年間にわたって課されることになるが、


源泉徴収にあたって１円単位の源泉徴収額が発生することは、長期間にわたって事業者


の事務負担の増大につながることから避けるべきである。 


事業者の源泉徴収事務負担軽減のため、例えば、50 円、100 円といった事業者が間違


えにくい単位での切り捨てを認める方式などを検討すべきである。 


 


７．延滞税等の引下げ、適正化を 


利子税の税率は、特例基準割合で 4.3％であり、また、延滞税の税率は、２カ月を経


過する日まで特例基準割合の 4.3％が適用され、２カ月経過後は 14.6％となっている。 


14.6％という税率は、昭和 37 年に制定された国税通則法に規定されたものであるが、


当時の公定歩合は 6.57％、平均貸出金利は８～９％程度であり、14.6％は相応の罰則負


担であったといえる。しかし、昨今の金利情勢に照らして余りにも高利率であり、資金


繰りに余裕のない中小企業に対して過酷な負担を強いることになるため、以下に掲げる


措置を講じるべきである。 


 


① 利子税は延納期間の約定利息、延滞税は遅延利息に相当するものであるため、市中
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金利との格差を踏まえ、利子税・延滞税の利率を軽減すべきである。 


② 延滞税の軽減割合の適用期間（２カ月）を拡大すべきである。 


③ 予定納税に関して、予定納税時期の納税が遅れた場合にも延滞税が課せられている


が、予定納税は前払い的な性格を有するものであるため、予定納税時期の納税が遅


れた場合の延滞税の課税を廃止すべきである。 


 


８．不納付加算税の軽減を 


中小企業は、人的資源に乏しく、本業に人員を充てたい中、従業員の給与所得の源泉


徴収事務等、本来、国が負うべき納税事務に協力している。例えば、源泉所得税の納付


期限は翌月の 10日と極めて短期間に設定されているにもかかわらず、これを順守してい


る。特に年末調整については、本業において多忙を極める中にあっても、必死になって


納税事務を行っている状況にある。 


源泉所得税の納付遅延が起きると、不納付加算税として、原則、源泉所得税額の 10％


が徴収されることになる。これは、人的資源に乏しい中小企業に対し、過度な負担を強


いるものであり、次の対策を講じるべきである。 


 


① 給与所得の源泉所得税の納付期限（翌月 10日）を、「翌月 20日」とする。 


② 不納付加算税（源泉所得税の 10％）を軽減する。 


 


９．租税教育の充実を  


租税の意義や役割を正しく理解し、納税者意識を向上させるため、学校教育の段階か


ら社会人に至るまで広い年代において、租税教育の充実が重要である。特に、次代を担


う児童・生徒が税制について関心を持つために、若年層にも平易で興味を示すような教


材やカリキュラムを用意しておくことが必要である。 


 


10．地域再生や産業振興に取り組む商工会議所等に対する寄附金制度の拡充を 


東日本大震災における、被災地商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき


実施する復旧・復興事業に係る寄附金について、指定寄附金とされ、復旧・復興に大い


に活用されたところである。しかし、被災地はいまだ復興の途上であり、事業再開や産


業復興を加速させるため、再度、同様の指定寄附金が不可欠である。 


また、今後の災害時においても、早期の地域経済社会の復旧・復興を担う商工会議所


等への寄附金については、指定寄附金とすべきである。 


平時においても、中小企業・小規模事業者の振興や地域の再生・活性化に取り組む商


工会議所など、特別法に基づき設立された特に公益性の高い非営利法人については、地


域における公益的な活動をさらに促進するため、特定公益増進法人以上の寄附金の制度


とすべきである。 
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Ⅵ．経済活動・国民生活に資する税制 


１．所得税関係 


（１）企業の株式発行・譲渡による資本調達力を強化するため、個人段階における配当二


重課税を是正すること。 


（２）個人事業主の事業承継や事業主報酬に係る勤労性に配慮した所要の税制措置の実現


を図ること。 


（３）二世帯・三世帯同居促進に向けた住宅減税を図ること。 


 


２．法人税関係 


（１）中小企業における従業員の安定的な確保のため、職場環境の充実や能力向上に資す


る施設の設置・運営経費等に係る減税措置を創設すること。 


（２）高校生・大学生等を対象にしたインターンシップにおいて、インターンおよび雇用


期間に応じて、費用の一定割合の税額控除を認める措置を講じること。 


（３）以下に掲げる平成 24年度末で期限が切れる租税特別措置を延長すること。 


① 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減措置 


② 商工中金の事業税の課税標準の特例 


③ 保険会社等の異常危険準備金 


 


３．所得税・法人税共通関係 


平成 10 年４月以降に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されており、


定率法も選択できるようにすること。 


 


４．地方税関係 


（１）法人住民税均等割額の損金算入を認めること。 


（２）法人事業税への外形標準課税を撤廃すること。ましてや将来、外形標準課税の対象


範囲が拡大されることは､絶対にあってはならない。 


（３）「森林環境・水源税」の導入は行わないこと。 


（４）地方税について、欠損金の繰戻還付制度の創設を検討すること。 


（５）法人住民税の均等割課税標準となる資本金等の額について、欠損填補による無償減


資を行った法人に対し、資本金等の金額から無償減資額を控除する措置を講じること。 


（６）土壌汚染された土地に関する固定資産税等を減免する措置を講じること。 


 


以上 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


平成25年度税制改正に関する提言 概要 


2012年 10月 5日  


一般社団法人 日本経済団体連合会 


○消費税法改正法の成立は、持続可能な社会保障制度の確立、財政の健全化に向けた一歩であり、高く評価。しかし、わが国では６重苦、と


りわけ国際的に見て重い法人の税負担により、立地条件が年々悪化。今や日本経済は「根こそぎ空洞化」の危機と言わざるを得ず、経済活


力の維持・強化が目下最大の課題 
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 まずは東日本大震災からの復旧・復興の加速が喫緊の課題。税制特例の活用メリットを早期に享受できるような運用の改善等を行うべき。 


また、特例措置の要件緩和、さらなる拡充も検討。その上で、震災後の環境変化を踏まえ、以下の税制措置を講じるべき 


１．災害対策に資する税制の整備 


   ・地震・津波対策等に係る税制上の特例措置、異常危険準備金の拡充 


２．地球温暖化対策のための税の見直し 


３．グリーン投資減税の拡充 
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Ⅲ．東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備 


Ⅳ．経済のグローバル化に対応した国際課税制度の整備 
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（１） 社会保障制度改革の推進およびさらなる歳入改革の必要性 
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    ・地方法人特別税は消費税率の引き上げにあわせて確実に廃止すべく平成 25年度税制改正で成案 


（２）地方法人課税の見直し  


    ・償却資産に係る固定資産税の抜本的な見直し、事業所税の廃止 


（３）研究開発促進税制の拡充及び本則化・恒久化 


    ・総額型の税額控除限度額拡充（20→30％）、繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長（1→3年）および繰越控除要件の廃止 


    ・パテントボックス・イノベーションボックスの創設 


○ 原料用途免税の本則非課税化  


○ 欠損金の繰越期間の無期限化 ○ 受取配当の益金不算入割合の引き上げ ○ 完全子法人株式等に係る配当源泉徴収の廃止  
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 自動車取得税、自動車重量税を確実に廃止 


住宅の取得に係る負担軽減措置の導入 
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 ための対策の導入 
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都市・土地に係る 


各種特例措置の延長 


印紙税の廃止 


年金税制の 


改善 
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特別法人税
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石油関係諸税と消費税の Tax on Tax の解消等 
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Ⅰ．はじめに 


 わが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかに持ち直しつつ


あるものの、海外経済が減速する中で勢いが鈍化している。先行きに関しても、


欧州債務問題の解決が遅れる中で、円高・世界的株安、原子力発電所の停止に


よる電力不足など、景気の下押しリスクが多数存在しており、予断は許されな


い。 


 また、わが国の財政状況は、平成 24年度末に国・地方をあわせた政府の長期


債務残高（復興債を含む）が約 940兆円、対 GDP比で 196％に達する見込みであ


るなど、一段と深刻さを増している。ここ数年、リーマン・ショックや東日本


大震災といった非常事態への対応があったとは言え、政権交代後の子ども手当


や高校授業料無償化といった政策により財政赤字の拡大傾向に拍車がかかった


のも事実である。徹底した歳出改革および歳入改革による財政の健全化は待っ


たなしの課題である。 


 一方、経済が停滞する中で、本格的な尐子高齢化・人口減尐社会が到来して


おり、生産年齢人口の減尐により社会保障制度の持続可能性に対する信頼も大


きく揺らいでいる。社会保障制度の安定財源を確保するためにも歳入構造の見


直しが不可欠であり、民間消費支出が GDP の約６割を占める経済構造、成熟社


会に対応した税体系の再構築が急務となっている。 


 さらに、グローバル競争が激化する中で、わが国の立地条件は６重苦（想定


を上回る円高の継続、法人課税・社会保険料の重い負担、諸外国に遅れをとる


経済連携協定の推進、柔軟性に欠ける労働市場、企業活動の足かせとなる環境


規制、電力の供給不足・コスト増）により年々悪化しており、持続的な経済成


長に懸念が持たれている。 


 こうした中、民主党・自民党・公明党による３党協議の合意を受け、８月 10


日に消費税法改正法案をはじめとする社会保障・税一体改革関連法案が可決・


成立した。わが国が抱える課題のうち、持続可能な社会保障制度の確立、財政


の健全化については、その克服に向け、一歩が踏み出されたものと高く評価し


ている。 


 しかし、経済活力の維持・強化という課題は、依然として残されており、解


決していない。一体改革関連法が成立した今、目下最大の課題は、この問題の


克服に他ならない。 


 まず、必要なことは、民主導の経済成長に向けた政策をスピード感をもって


着実に進めることである。経済活動の主体は国民と企業であり、雇用の主体は
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企業である。企業活動の活性化が果たされなければ、安定した国家運営は実現


できない。ペーパー・ワークとしての成長戦略の立案はすでに二巡、三巡して


おり、あとは実行あるのみである。 


 その中で、税制の果たす役割が極めて大きいことは言うまでもない。当面、


平成 25年度税制改正においては、デフレからの脱却も視野に、国内における投


資や雇用の維持・拡大に資する税制を確実に整備することが不可欠である。こ


うした取り組みにより、企業の経済活動の活性化を促すことは、消費税率引き


上げの環境整備、すなわち経済情況の好転にも資するものと確信している。 


 消費税に係る諸制度の整備、個人所得課税、資産課税に係る改正への対応も


重要な課題である。その際、個人消費を含め経済活性化の観点が欠かせない。 


 また、東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備、経済のグローバ


ル化に対応した国際課税制度の構築も急務である。 


 そこで、以下では、平成 25年度税制改正で措置すべき具体的な事項について、


経済界の考え方を示すこととする。 
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Ⅱ．消費税法改正法の成立を踏まえ取り組むべき重要課題 


 


１．国内における投資や雇用の維持・拡大に資する税制の整備 


 


(1) 法人実効税率の引き下げへの道筋 


 日本の競争力は近年、低落傾向の一途を辿っている1。６重苦の中でも、とり


わけ国際的に見て重い法人の税負担が足かせとなっていることは間違いない。 


わが国の法人実効税率は、平成 24 年度より 40.69％から 38.01％へと約２％


引き下げられた（大法人、東京都）。しかしこれは、法人税率の 4.5％引き下げ


と法人税額に対する 10％の復興特別法人税を踏まえ計算される表面実効税率に


過ぎず、研究開発促進税制の縮減、欠損金の繰越控除に係る所得制限、減価償


却制度の縮減等、課税ベースの拡大も同時に実施されていることから、個別の


企業ではむしろ増税となっているケースもある。 


一方、世界各国では、さらなる法人税率の引き下げ競争が行われている2。ま


た、日本が競合するアジア諸国の税率は、中国 25％、韓国 24.2％となっており、


依然として日本と 10％以上の開きがある。 


立地競争力の差がこのように歴然とする中で、現在、わが国では、外資系企


業の撤退のみならず、日本企業についても、製造、販売、研究開発拠点に加え、


系列企業や本社機能までも海外に移転せざるをえない事態が現実化しつつある。


日本経済は今や「根こそぎ空洞化」の危機にあると言って過言ではなく、現状


を放置すれば、国内において十分な投資や雇用の水準を維持することは到底、


不可能であり、わが国経済が衰退に向かうことは必至である。 


資源の乏しい日本が今後も貿易立国、科学技術立国としてグローバル競争の


中で生き残っていくためには、国内において一定規模の生産、ならびに関連す


る研究開発、販売、サービスのネットワークを一体として維持することが不可


欠である。海外で獲得した資金を国内に還流し、さらなる競争力強化に向けた


国内における再投資、輸出力の強化につなげていくという好循環を生み出すこ


とは極めて重要であり、正しい道であるが、前提となる生産等の国内基盤を喪


                                                   
1 例えば、1992年に１位だった IMD（国際経営開発研究所）の国際競争力ランキングは、2012 


年に 27位にまで転落している。 
2 米国ではオバマ政権が連邦法人税率を 35％から 28％へと引き下げる税制改革案を打ち


出しており、英国でも 2012年４月より法人税率が 25％から 24％へと引き下げられている。


英国はさらに、2013 年４月からは 23％、2014 年４月からは 22％へと税率を引き下げる予


定である。また、豪州においても、法人税率を現行 30％から引き下げる動きがある。 
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失すれば、そのシナリオは実現しない。 


企業は、税引後純利益の最大化に向けて日々、熾烈な国際競争を行っている。


こうした一連の事業活動において、税制は重要なビジネス・インフラである。


国際的に魅力のある法人税制を整備していくことは、わが国の立地環境の改善、


企業の競争力の向上につながる。その結果、売上・利益が増加し、国内におけ


る投資意欲は必然的に高まり、企業の海外移転の抑止にもつながる。これによ


って、国内雇用の維持・増加を図ることができ、国民の将来不安が軽減され、


個人消費も喚起され、国内需要の増大によってデフレからの脱却も可能となる。 


かかる観点から、わが国では、早期に、法人実効税率のさらなる引き下げを


実現する必要がある。消費税法改正法では、法人課税のあり方については、復


興特別法人税の課税期間が終了する平成 27年度以降の検討課題とされているが、


国際的なイコール・フッティングの観点、さらに、わが国企業を取り巻く厳し


い事業環境を踏まえれば、遅きに失すると言わざるを得ない。復興特別法人税


の終了を待つことなく、速やかに主要国並みの約 30％、最終的にはアジア近隣


諸国と均衡する水準、すなわち約 25％を目指し、遅滞なく、さらなる減税への


道筋をつけることが不可欠である。 


今後、法人実効税率を 30％ないし 25％程度まで引き下げる際には、国税の法


人税率の引き下げもさることながら、現行 38.01％の実効税率のうち３割以上


（11.93％）を占め、かつ国際的に見ても高い水準にある地方法人所得課税につ


いて、大幅な縮減を含む見直しを行うことが必要となる。とりわけ、地方法人


特別税については、平成 20年度税制改正において、地域間の税源偏在の是正に


対応するため、消費税を含む税制抜本改革がなされる間の暫定措置として、法


人事業税の一部を分離する形で創設されたものであり、消費税の改革と一体的


に改革を行わなければならない。事実、消費税法改正法においても、地方法人


特別税については「税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」とさ


れている。 


消費税法改正法等が成立したことで、地域による偏在性の尐ない地方消費税


が拡充され、また、国税の消費税に係る地方交付税も増加することになる。平


成 20年度税制改正において想定していた税制の抜本改革は、今回の社会保障・


税一体改革において実現しつつあり、地方法人特別税については、消費税率８％


への引き上げ時、遅くとも 10％への引き上げ時にあわせて確実に廃止すべく、


平成 25年度税制改正で成案を得る必要がある。 


ただし、地方法人特別税の廃止が、単に平成 19年度以前の法人事業税の復活







 


5 


であっては本末転倒である。平成 20年度税制改正では、地域間の偏在性が高く、


税収が景気変動の影響を受けやすい法人所得課税の代替財源が模索されていた


のであって、地方消費税の拡充が方向づけられた今日、地方法人所得課税を再


び地方の基幹財源に位置付けることがあってはならない。また、地方法人特別


税など地方法人所得課税の一部を国税化し、あわせて国税の消費税に係る地方


交付税の一部を地方消費税化する、いわゆる国と地方の税源交換論についても、


税負担の軽減を伴うものでなく、不十分と言わざるを得ない。重要なのは、単


なる税目のつけかえではなく、国際的な法人実効税率のイコール・フッティン


グに資する地方法人特別税の廃止である。 


その際、求められるのは、経済活動を短期ではなく、中長期かつダイナミッ


クな視点でとらえることである。単年度のペイ・アズ・ユー・ゴー原則にこだ


わるあまり、辻褄合わせの代替財源の確保に固執していては、経済活力の維持・


強化に結び付かないばかりか、かえって企業活動に悪影響を及ぼし、結果とし


て雇用の維持・拡大も実現しない。安易な課税ベースの拡大は厳に慎むべきで


ある。 


 


(2) 地方法人課税の見直し 


 法人所得課税以外にも、地方法人課税においては、以下に掲げる通り、国内


における投資や雇用を維持・拡大する上で改善すべき課題が残されている。一


体改革にあわせ地方法人課税全体について総合的な見直しを行い、早期に是正


すべきである。 


 


① 償却資産に係る固定資産税の抜本的な見直し 


 償却資産に係る固定資産税は国際的に稀な課税である。また、企業の利益獲


得の源泉である設備投資に対する課税であり、利益獲得後の法人所得課税との


２重課税になっているとの指摘もある。企業の国内における設備投資意欲を低


下させ、雇用の増加を阻害する要因となっており、しかも、特定の設備型産業


に負担が偏重しているため、課税の公平性の観点からも問題が大きい。 


 かかる観点から、償却資産に係る固定資産税は、速やかに廃止・縮減すべき


である。尐なくとも残存価額の廃止等、法人税の課税所得の計算方法との整合


性を図るべきである。 
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② 事業所税の廃止 


事業所税の従業者割は、法人事業税の外形標準課税と同様、給与課税となっ


ており、雇用の促進に逆行している。また、資産割は固定資産税および都市計


画税との二重課税となっている。事業所税は速やかに廃止すべきである。 


 


(3) 研究開発促進税制の拡充及び本則化・恒久化 


 日本が持続的な成長を遂げるためには、不断のイノベーション創出により科


学技術の優位性を保つことが不可欠であるが、研究開発投資は不確実性が高く、


事業化までに長期間を要することから、基本的には資金を内部留保から充てざ


るを得ない。また、研究開発拠点と製造拠点は一体となって国内における雇用


を支えている。研究開発投資をキャッシュ面で支える税制措置は、投資と雇用


確保の両面から極めて重要である。 


 日本再生戦略では、官民合わせた研究開発投資を 2020年までに GDP比４％以


上とすることが目標に掲げられているが、わが国の研究開発投資総額における


政府負担割合は主要国と比較して最も低い水準にある。また、諸外国では、産


業の国際競争力強化のために競い合って研究開発促進税制の拡充が行われてい


る。こうした中、わが国が他国の追随を許さない先端的研究開発を強力に推し


進め、研究開発拠点、ならびにそこで生み出された付加価値を製品化し、輸出


するための製造拠点を国内に維持し、わが国産業の国際競争力を強化し、中長


期的に社会全体の効用を高めていくためには、研究開発促進税制を常に拡充す


るとともに、活用メリットを十分に享受できるよう制度設計の改善を図ること


が必須である。 


 かかる観点から、以下に掲げる措置を講じた上で、上乗せ措置（増加型・高


水準型）を含め、制度全体を本則化・恒久化すべきである。 


 なお、これらは、消費税率の引き上げに先立つ景気対策としても、不可欠の


措置であると考える。 


 


① 総額型の控除限度額の拡充 


 平成 24 年度から総額型の税額控除限度額の時限的上乗せ措置（法人税額の


20％→30％）が廃止されたが、税額控除限度額を再び 30％へと拡充すべきであ


る。多くの企業において 20％の税額控除限度額に抵触する中で、平成 24年度か


ら法人税率が 30％から 25.5％へと引き下げが行われたことに伴い、同じ控除限


度額でも控除可能な法人税額が縮減していること、総額型の税額控除限度額の
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縮減ならびに復興特別法人税により、法人税率の引き下げにもかかわらず、研


究開発に熱心な企業ほどネットで増税となっている事例が多数あることにも十


分、留意すべきである。 


 


② 繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長及び繰越控除要件の廃止 


 現在、繰越税額控除限度超過額の繰越期間は平成 21年度税制改正による経済


対策の特例を除き１年に過ぎず、諸外国に比べ大きく务後している。また、損


金に算入される試験研究費の額が前事業年度よりも増加していることが繰越控


除の要件となっている。景気変動により控除対象法人税額が減尐した場合には


やむを得ず繰越控除を行うほかない中で、制度の活用メリットを高めるために


は、繰越期間を３年に延長するとともに、繰越控除要件を廃止すべきである。 


  


③ パテントボックス・イノベーションボックスの創設 


 現行のわが国の研究開発促進税制は研究開発段階の投資活動に着目した制度


設計となっているが、研究開発が成功を収めた後の段階において、その成果物


である知的財産権等の無形資産を国内に保有し、商業化するインセンティブは


乏しい。一方で、欧州諸国においては近年、知的財産権に起因する所得（ロイ


ヤリティ、知的財産権の譲渡益、知的財産権を利用して製造した商品の販売益


で一定のもの）について低税率または所得控除を適用する、いわゆるパテント・


ボックス、あるいはその概念を知的財産権以外にも拡大したイノベーション・


ボックスを相次いで導入している。英国も来年度から適用の予定である。 


 こうした中で、わが国が現状を放置するならば、かねてからの６重苦もあい


まって、日本企業の研究開発拠点、あるいは企業の超過収益力の源泉である無


形資産が当該制度の導入国に移転しかねない。従って、わが国においては、既


存の研究開発促進税制の拡充・恒久化を行うこともさることながら、わが国の


研究開発拠点としての立地競争力を維持・強化するためにも、欧州諸国ですで


に導入されている当該制度の創設を急ぐべきである。 


 


(4) 自動車関係諸税の簡素化・負担軽減 


 自動車関係諸税は、欧米諸国と比較して極めて過重な負担が課されてきた。


特に、道路整備目的で創設された自動車取得税と自動車重量税は、道路特定財


源が平成 21年度に一般財源化された時点で既に課税根拠を喪失しており、さら


に自動車取得税は消費税と、自動車重量税は自動車税との二重課税となってい
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る。 


 仮に、自動車取得税と自動車重量税を存続させたまま消費税率が 10％まで引


き上げられれば、自動車購入時の税負担は取得価額の 15％にものぼり（消費税


率 10％＋自動車取得税率５％）、保有時の税負担も軽減されないことから、自


動車の購入意欲は著しく阻害される。これにより、国内販売に致命的な打撃が


もたらされ、裾野の広い自動車関連産業の国内における生産や雇用の維持が一


層困難になるなど、我が国経済に深刻な影響が生じる。両税を消費税率の８％


への引き上げ時までに確実に廃止し、自動車ユーザーの負担軽減および自動車


関係諸税の簡素化を実現すべきである。 


 


(5) 石油関係諸税との Tax on Taxの解消等、個別間接税との関係の整理 


消費税と石油関係諸税（揮発油税、地方揮発油税）の関係は Tax on Taxとな


っており、早期に解消する必要がある。そもそも石油関係諸税は、自動車関係


諸税と同様、平成 21 年度に一般財源化された時点で課税根拠を喪失しており、


負担の軽減が不可欠である。尐なくとも「当分の間税率」を廃止すべきである。 


 酒税及びたばこ税についても同様に Tax on Tax となっており、消費税率の引


き上げにあわせ、関係を整理する必要がある。 


 


(6) 住宅の取得に係る負担軽減措置の導入 


 消費税法改正法等が成立し、2014 年４月に８％、2015 年 10 月に 10％へと消


費税率が２段階で引き上げられるが、住宅価格は高額であり、その分、消費税


負担が重たくなること、また、住宅投資の経済や他産業への波及効果の高さ、


雇用の創出効果等を踏まえれば、消費税率の引き上げにあわせ、新たな負担が


発生しない形での対策を講じることが不可欠である。尐なくとも今回の改革に


あたっては、住宅の取得に係る税負担を増加させないことを基本に、駆け込み


需要やその反動減といった経済活動の振幅の抑制や、国民が政策に左右されず


安心して購入できる環境の実現といった観点も踏まえ、具体的な制度設計を進


める必要がある。 


 本年末あるいは年度末に期限の到来する省エネ改修及びバリアフリー改修に


係る特例、住宅に係る登録免許税の特例等については、適用期限を延長すべき


である。 
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(7) 都市・土地税制 


① 各種特例措置の延長 


 わが国が持続的な成長を遂げるには、民間のノウハウや資金を活用し、土地


や建物の有効利用、流動化を図りつつ、大都市・地域を活性化させることが不


可欠である。かかる観点から、以下の特例措置の適用期限を延長すべきである。 


ⅰ）都市再生促進税制 


（特定都市再生緊急整備地域に係る特例、都市再生緊急整備地域に係る特例） 


ⅱ）市街地再開発事業に係る特例 


ⅲ）土地の売買等に係る登録免許税の特例 


ⅳ）Jリート及び SPC が取得する不動産に係る登録免許税・不動産取得税の特例等 


 


② 地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税の廃止 


 土地バブルの抑制という政策目的が失われていることから、課税が停止され


ている地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税（徴収猶予中


の税を含む）を速やかに廃止すべきである。本制度の廃止は、事業者の予見可


能性を向上させ、不動産取引の活性化につながる。 


 


(8) 印紙税の廃止 


 近年、インターネット電子商取引が一般化し、経済取引のペーパーレス化が


著しく進展する中、紙を媒体とした文書のみに課税する印紙税は合理性が失わ


れていることから、印紙税は廃止すべきである。 


 また、消費税法改正法では、一部課税文書について負担の軽減を検討すると


されているが、印紙税そのものを廃止すべきであることから、大幅な負担軽減


措置が講じられるべきである。 


 なお、印紙税が直ちに廃止されない場合には、尐なくとも、本年度末に適用


期限の到来する不動産売買契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税額の軽減


措置について、延長すべきである。 


 


(9) 原料用途免税の本則非課税化 


 ナフサに係る石油石炭税の免税・還付措置、鉄鋼・コークス・セメント製造


に係る石油石炭税の免税措置については、その適用期限が平成24年度税制改正


において「当分の間」とされ、期限が到来するごとに延長措置を講じなければ


ならないという不安定な状態から一歩前進した。しかし、企業が事業計画を立
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案する際、依然として不確定要因が存在するという点で、現行制度は十分とは


言えない。そもそも諸外国ではこれら原料に課税している例はなく、国際的な


イコール・フッティングを実現するためにも、一段の対応を行う必要がある。


ナフサに係る揮発油税も含め、原料用途免税を本則非課税化すべきである。 


 


(10）年金税制の改善 


 公的年金の給付水準は、今後、低下が避けられず、自助努力により老後の所


得を確保するため、年金税制の改善を通じた企業年金制度の普及・拡充が求め


られる。確定拠出年金について、拠出限度額のさらなる引き上げ、拠出限度額


の複数年度での管理の容認、マッチング拠出の限度額撤廃を軸とする限度額の


拡大とともに、公務員など加入対象者の拡大、退職一時金からの資産移管方法


の弾力化、資産の中途引き出し要件の緩和等を進めるべきである。加入者教育


の充実とあわせて、これらの措置を講じることは、家計からの資金供給の拡大


を通じたわが国経済の活性化にも資する。 


 また、確定給付企業年金については、今年１月に積立水準の引き上げ等の財


政運営ルールが改正されたが、各企業年金の取り組みを進めやすくする観点か


ら、一括償却の容認等、過去勤務債務の償却方法の弾力化を行うべきである。 


 退職年金等の積立金に係る特別法人税は、現在、課税が停止されているが、


掛金の拠出時・運用時非課税、給付時課税の原則に反する国際的にも稀な税で


あり、速やかに廃止すべきである。 


 


(11) その他 


① 欠損金の繰越期間の無期限化および繰戻還付の復活 


 平成 24年度から、大法人につき欠損金の繰越控除を当期所得の 80％に制限さ


れ、あわせて、繰越期間が７年から９年へと延長されたが、依然として諸外国


に大きく务後している欠損金の繰越期間を無期限とすべきである。 


 一方、欠損金の繰戻還付については、法人税法に規定されながら、中小企業


を除き、財源措置として停止されている。早期に復活させるべきである。 


 


② 受取配当の益金不算入割合の引き上げ 


 受取配当金への課税は、法人段階で課税済みの所得の分配に対する課税であ


る。二重課税排除の観点から、法人の受取配当金における益金不算入割合を引


き上げるとともに、負債利子控除を廃止すべきである。 
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③ 完全子法人株式等に係る配当について源泉徴収の廃止 


 完全子法人株式等に係る配当については全額益金不算入である一方、配当を


支払う子法人には依然として源泉徴収義務が課されており、所得税額を一旦納


付しなければならない。この所得税額は、配当を受ける親法人において法人税


額から控除されるため、最終的には税負担はなくなるが、親法人・子法人に対


し多大な金利負担・事務負担を課すものとなっている。単体納税、連結納税を


含め、100％グループ会社間の資金の移動をより円滑化し、また、企業の資金運


用の効率化を図るためには、単に配当が益金不算入であるだけでは不十分であ


り、源泉徴収を廃止する必要がある。 


 


④ 税と会計 


 わが国法人税制は、これまで企業会計と密接に関係してきた。今後の会計制


度の動向が課税ベースの拡大等、わが国法人税における課税所得計算に大きな


影響を及ぼさないよう、例えば減価償却制度における損金経理要件の撤廃等、


税制上の対応を図る必要がある。 


 


⑤ トン数標準税制の拡充の着実な具体化・実施と外航船舶の特別償却制度の恒久化 


 世界の主要海運国においては、全運航船を対象とするトン数標準税制が相次


いで導入されているが、わが国ではその対象は全運航船の４％に過ぎない日本


籍船に限られている。競争条件の国際的なイコール・フッティングひいては健


全なわが国商船隊の確保を通じたわが国産業の国際競争力の強化とわが国への


安定的な国際海上輸送サービス確保のためには、徹底した国際競争条件均衡化


の観点からの改善が不可欠である。平成24年度税制改正大綱で定められた通り、


トン数標準税制の拡充につき、海上運送法改正法の成立を踏まえ、平成25年度


税制改正において着実に具体化を進め、速やかに実施すべきである。 


 また、わが国の船舶償却制度は主要海運国の償却制度と比較して見务りした


ものとなっており、わが国外航海運企業が世界単一市場の中で諸外国の船社と


互角の国際競争を行っていくためには、尐なくとも特別償却制度を維持し、恒


久的な税制とすべきである。 


 


⑥ 航空機燃料税の廃止・縮減 


 本邦航空会社が使用する航空機燃料に課される航空機燃料税については、平


成 23年度税制改正において３年間の軽減措置が実現されたが、世界的にみて極
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めて稀な課税であり、オープンスカイにより激化する国際競争に必要なイコー


ル・フッティングの阻害要因となっている。航空機燃料税は空港整備の財源と


して創設されたが、大規模な空港整備が終了した現在、その役割を終えており、


廃止・縮減すべきである。 


 


⑦ 特定同族会社の留保金課税の廃止 


 企業の経営戦略における自己資本の充実の観点から、特定同族会社の留保金


課税は廃止すべきである。 
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２．消費税に係る諸制度の整備および個人所得課税・資産課税のあり方 


 


(1) 社会保障制度改革の推進およびさらなる歳入改革の必要性 


 社会保障・税一体改革のうち、社会保障分野については、今後、社会保障制


度改革国民会議において、公的年金制度、医療保険制度、介護保険制度、尐子


化対策に係る議論が行われる予定である。社会保障給付の効率化・重点化、持


続可能な社会保障制度の再構築に向けた検討を推進し、早期に成案を得る必要


がある。加えて、政府・与野党には、徹底した政治・行政・歳出改革が求めら


れる。 


 ただ、団塊世代の高齢化に伴う社会保障給付の増加が不可避となる中で、高


齢者医療や介護の持続可能性をさらに高めるためには、さらなる歳入改革が不


可欠である。その際、社会保障給付費の財源として、消費税が望ましいことは


繰り返すまでもない。消費税は、資本形成を阻害せず、企業の国際競争力やわ


が国の経済成長に関して中立的な税であり、税収の安定性や世代間負担の公平


性という面においても、他の税目に比べ優れている。さらに、賃金に対して直


接の負担を求める社会保険料に比べても、雇用の創出に中立的である。2020 年


代半ばまでに、消費税率を 10％台後半まで引き上げることは避けられない。 


財政・社会保障制度の持続可能性が担保されることで初めて、国民や企業の


将来不安は取り除かれ、個人消費や設備投資も活発化し、持続的な成長につな


がっていく。  


 


(2) 低所得者対策 


 消費税法改正法では、消費税率の引き上げに伴う低所得者対策として、給付


付き税額控除に加え、複数税率も選択肢として併記された。しかし、尐なくと


も消費税率が 10％の段階までは、単一税率を維持すべきである。複数税率は、


消費者にとって税負担が軽減されていることが実感しやすいという面がある。


しかしながら、軽減税率の対象品目の線引きが困難であること、課税の中立性


が損なわれること、高額所得者にも軽減税率の恩恵が及ぶこと、徴税側、納税


側ともに事務負担が増加すること、税収減を招くこと（税収を確保するために


は標準税率を高くする必要がある）等の問題を抱えている。 


 低所得者対策としては、社会保障・税一体改革による給付と負担の全体像を


踏まえつつ、消費税率８％の段階では、消費税導入時および引き上げ時の事例


も参考に、簡素な給付措置の実施を検討すべきである。また、10％の段階では、
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給付付き税額控除の導入を検討すべきである。例えば、カナダの GST（Goods and 


Services Tax）控除制度を参考に、低所得者に対し、生活必需品に係る消費税


率引き上げ相当額を定額で交付する制度が考えられる。 


 なお、給付付き税額控除については、執行にあたり、所得の把握が困難との


指摘があるが、番号制度を導入すれば、完全ではないものの、より正確な所得


把握が実現する。複数税率に比べれば、より弊害が尐なく、きめ細やかな給付


が可能となる方法であると考えられる。 


 


(3) 番号制度の早期導入 


 社会保障・税共通の番号制度は、個人のより正確な所得把握を通じたきめ細


やかな制度の実現に資するものであり、一体改革実現の大前提となるものであ


る。また、制度の活用を大規模災害の被災者支援やより幅広い行政分野、民間


にも拡大することで、国民のさらなる利便性の向上が期待され、社会全体が効


率化する。 


 かかる観点から、まずはマイナンバー法案及び関連法案を早期に成立させる


必要がある。現在、番号制度は、2015 年１月から社会保障・税分野での利用開


始が予定されているが、法案の成立が遅れれば、それだけ番号制度の本格稼働


が遅れ、給付付き税額控除等の導入に支障をきたすことになる。なお、番号制


度の実施に係る制度設計については、配当等や給与に係る源泉徴収事務にも影


響を及ぼすことから、関連機関や企業のコストおよび法的なリスク等、実務に


十分配慮しつつ、具体的な検討を推進すべきである。 


 関連して、電子帳簿保存法の見直し、e-Tax（国税電子申告・納税システム）


の改善・普及促進、年末調整の税額通知の電子化、全地方自治体の eL-Tax（地


方税ポータルシステム）への参加等、納税手続きの電子化を推進すべきである。 


 


(4) 消費税の転嫁及び表示 


 消費税の適正転嫁は当然である。経団連の企業行動憲章でも「２．公正、透


明、自由な競争ならびに適正な取引を行う」と明記しているところであり、優


越的地位の濫用などがあってはならない。政府としても、積極的な広報活動を


行うなど、対策に万全を期すべきである。なお、消費税法改正法では、独禁法


及び下請代金支払遅延防止法について必要な法制上の措置を講じるとされてい


るが、制度の具体化に際しては、事業者の取引を過度に委縮させない配慮が必


要である。 
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 消費税の表示については、外税の方が転嫁し易いとの議論がある一方、外税


の方が転嫁し易いとは限らない、あるいは表示と転嫁の関係は必ずしも明確で


はないとの意見もあり、考え方は一様ではない。一方で、現行の法令に基づく


実務、すなわち事業者間取引については表示について特段の規制はなく、不特


定かつ多数の者に対して予め価格を表示するときは総額表示が義務づけられて


いることは、消費者、事業者の双方で定着しており、変更すれば消費者の混乱


や事業者におけるシステム対応コストの増加などが予想される。 


 従って、消費税の表示については、事業者間取引、対消費者取引ともに、現


行制度の維持が基本と考えられる。ただし、二段階にわたる税率の引き上げと


なることから、値札の付け替え作業等に係る事務負担の増大に配慮した弾力的


な制度の運用が求められる。 


 


(5) 消費税の仕入税額控除制度の見直し等 


 消費税の仕入税額控除に係るいわゆる 95％ルールが課税売上高５億円超の事


業者において平成 24年４月から廃止されたことを受け、システム改修や研修等、


多大なコンプライアンス・コストが生じている。制度のあり方について、廃止


の見直しを含め関係者の意見を十分に踏まえつつ、改めて検討を行う必要があ


る。尐なくとも現行制度における事務負担を軽減する必要があり、例えば、控


除対象外消費税額等について損金経理要件を廃止する等、柔軟な対応を認める


べきである。 


 また、仕入税額控除ができない非課税取引については、消費税率の引き上げ


に伴い転嫁の難しさによる事業者の負担が拡大することから、所要の措置を検


討すべきである。 


 


(6) 個人所得課税 


① 諸控除及び税率構造 


 個人所得課税については、所得再分配機能、税収調達機能の回復が課題とさ


れてきたところ、平成 22 年度税制改正では年尐扶養控除が廃止され、平成 24


年度税制改正では給与所得控除の上限設定、退職所得課税の見直し（短期勤続


役員に係るいわゆる２分の１課税の廃止）が行われるなど、近年、相次いで各


種控除等の見直しが行われてきた。諸控除のあり方については、これまでの改


正の検証も踏まえつつ、慎重な議論を行うべきである。 


 個人所得課税の最高税率の引き上げについては、すでに復興特別所得税が平
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成 25年から 25年間、課税される予定であることにも留意すべきであり、また、


経済活力に悪影響を及ぼす可能性があることから、慎重に検討すべきである。 


 なお、平成 24年から適用が開始された生命保険料控除については、まずは確


実な定着を図るべきである。また、給与所得者の寄附金控除を年末調整の対象


とすることについては、国民の納税意識の涵養との兼ね合いや、源泉徴収義務


者の事務負担の増大等の問題に鑑み、反対である。  


 


② 金融証券税制 


 金融所得課税については、高齢化社会における金融資産の効率的な運用、金


融資本市場の活性化、企業の円滑な資金調達等の観点から、実務面の課題に十


分に配慮しつつ、損益通算範囲の公社債をはじめとする幅広い分野への拡大や


損失繰越期間の延長等、さらなる一元化を推進すべきである。 


 平成 23年度税制改正による改正法附則、社会保障・税一体改革大綱では、上


場株式の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の本則税率化ならびに日本版 ISA


（Individual Savings Accounts: 非課税口座内の尐額上場株式等に係る配当所


得及び譲渡所得等の非課税措置）の導入については、経済金融情勢が急変しな


い限り平成 26年１月から確実に実施するとされている。経済金融情勢の判断に


ついては慎重に行うとともに、日本版 ISA については、投資家の利便性強化、


金融機関の事務に配慮しつつ、引き続き具体的な制度設計を推進する必要があ


る。なお、日本版 ISAの導入が平成 26年 1月となるならば、消費税率の１段階


目の引き上げ時期（平成 26年４月）と近接することも踏まえ、景気や株式市場


の下支えの観点から、非課税枠の拡充等を行うべきである。 


 個人投資家が受け取る配当については、法人・個人間における二重課税の調


整を図る必要がある。 


 教育資金に係る運用益については、課税の減免措置を検討すべきである。 


 


(7) 資産課税 


 資産課税については、富の再分配機能の強化や社会への還元という観点から


適切な負担を求める声があるが、過重な負担は、資産の蓄積・形成に対する個


人のインセンティブを損ない、経済の活力を低下させるおそれがある。 


 相続税については、中堅資産家層の経済基盤を損なわないよう配慮するとと


もに、中小事業者の円滑な事業承継および死亡保険金の果たす役割にも留意し


つつ、国民の合意を得ながら必要な見直しを実施すべきである。 
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 贈与税については、高齢世代から現役世代への住宅資金、教育資金をはじめ


とする生前贈与を促進し、消費の拡大および資産の形成、人材の育成等を図る


ため負担軽減を行うなど、経済活性化の観点から総合的な見直しを行うべきで


ある。 


 なお、国外財産調書制度については、その導入目的に照らし、国内の業者を


通じて保有する国外財産を対象外とするなど、見直しを検討すべきである。 
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Ⅲ．東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備 


 


 まずは、東日本大震災からの復旧・復興の加速が喫緊の課題である。税制で


は、復興特区を活用した法人税の５年間免税措置、被災者の雇用に係る人件費


税額控除、設備投資に係る特別償却等の特例措置が講じられているところ、事


業者が早期に制度の活用メリットを享受できるよう、復興推進計画の認定プロ


セスにおける自治体の負担軽減を図るとともに、特例措置を受けるための地域


や事業の要件に関し、一層、柔軟な運用を行うことが求められる。また、必要


に応じ、特例措置の要件緩和、さらなる拡充も検討すべきである。 


 その上で、東日本大震災による環境変化を踏まえ、以下の税制措置を講じる


べきである。 


 


１．災害対策に資する税制の整備 


 (1) 地震・津波対策等に係る税制上の特例措置 


 東日本大震災を踏まえ、企業の防災・減災意識が高まっている一方、現在、


わが国においては、企業の自主的な取り組みを後押しする税制上のインセンテ


ィブに乏しい。かつて存在した耐震改修に係る特別償却制度、防災資産の取得


に係る特別償却制度等の措置も相次いで廃止されている。 


 災害に強い経済・社会を構築するためにも、また、事務所等の改修・建替等


に関する新規需要を開拓し、経済を活性化させるためにも、企業が地震・津波・


液状化対策を念頭に、防災・減災対策を行った際には、以下の税制上の特例措


置を講じるべきである。 


 ① 事務所等の耐震改修・建替や防災・減災資産の取得につき特別償却、登録


免許税・固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の減免を広く認める。 


 ② 防災・減災を目的とした事務所の移転や防災対策資産の取得につき買換え


特例（圧縮記帳）を適用する。 


 


(2) 異常危険準備金の拡充 


 東日本大震災、タイの洪水、台風や集中豪雤などを受け、保険会社等の異常


危険準備金の残高が大きく減尐している。今後の巨大自然災害の保険金支払に


備えて残高を早期に回復させることは喫緊の課題であり、そのためにも、異常


危険準備金制度の拡充が欠かせない。準備金の積み立てが充実し、損害保険会


社による保険金支払いが確実なものとなることは、災害からの経済・社会の早
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期再建・安定化に寄与する。かかる観点から、積立率、洗替保証率、本則積立


率が適用される残高率の引き上げを行うべきである。 


 


２．地球温暖化対策のための税の見直し 


 環境と経済を両立させつつ地球温暖化問題を真に解決する鍵は技術であると


ころ、地球温暖化対策のための税は、こうした技術開発に必要な原資を奪うば


かりか、エネルギー効率が相対的に低い他国への生産移転を助長し、地球全体


では却って温暖化が促進され、また国内産業の空洞化につながる懸念がある。 


 また、今後わが国では、東日本大震災による原子力発電所の稼働停止を受け


た化石燃料輸入の増加、固定価格買取制度の開始などを受け、エネルギー価格


の上昇が見込まれる。 


 地球温暖化対策のための税は本年 10月から施行されているが、こうした観点


を踏まえれば、課税の廃止を含め、抜本的に見直すべきである。 


 


３．グリーン投資減税の拡充  


 わが国では、地球温暖化防止の観点から、また、東日本大震災後の電力需給


対策の観点から、環境・エネルギー技術の開発・普及を推進することが不可欠


となっている。そこで、これらの取り組みに対するインセンティブを高めるべ


く、グリーン投資減税については、大法人についても税額控除との選択適用を


認める他、以下の拡充を行った上で、制度全体の適用期限を延長すべきである。 


(1) 即時償却の延長 


 太陽光発電設備、風力発電設備 


(2) 特別償却等対象設備の即時償却化等 


 コージェネレーション・システム、高効率複合工作機械 等 


(3) 対象設備の追加 


 燃料電池、蓄電池、V2H (Vehicle to Home) システム 等 


 


４．資源・エネルギーの安定確保への対応 


(1) 海外減耗控除制度の改善・存続及び減耗控除制度の延長 


 わが国経済が東日本大震災からの早期復興および持続的な成長を実現するた


めには資源・エネルギーの安定供給の確保が不可欠であるが、近年は探鉱開発


費の高騰、資源獲得競争の激化、国際資源メジャーの寡占化、資源国のナショ


ナリズムの高揚などにより、資源の安定供給確保は以前に比べ格段に困難さを
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増している。こうした中、わが国企業による探鉱開発を促進する減耗控除制度


はその重要性を増しているが、海外鉱山を対象とした海外減耗控除制度は、現


在の鉱山の探鉱開発の実態に即しておらず、利用可能な制度への見直しが必要


となっている。具体的には、海外で実質的に鉱業を営んでいる者も対象とする


とともに海外の対象鉱山への出資比率及び鉱石の引取割合を海外での鉱山経営


の実態に即した形への見直しを行うべきである。また、国内鉱山を対象とした


減耗控除制度を延長すべきである。 


 


(2) 独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う法人税等の非課税化 


 貿易保険は、民間の保険では対応できない貿易投資のリスクをカバーし、資


源・エネルギーの安定供給の確保や大規模インフラの輸出等に貢献するなど、


公共性が高い。独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴い、法人税等の非


課税化など所要の措置を講じるべきである。 
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Ⅳ．経済のグローバル化に対応した国際課税制度の整備 


 


１．租税条約の推進 


 わが国経済が直面する６重苦を打破するためには、TPP や ASEAN＋6 等の経済


連携協定を推進し、海外需要を積極的に取り込んでいく必要があるが、租税条


約ネットワークの拡充も同様に重要な課題である。租税条約により国際的な二


重課税の排除を行うことは、わが国企業の海外における安心かつ確実な事業展


開に欠かせない。また、投資所得に係る源泉地国課税を軽減することは、海外


からの資金還流および国内における再投資という好循環の実現に資する。 


 中国、インド、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、ベ


トナム、ブラジル、ドイツ、ロシア等との租税条約を改定するとともに、台湾、


チリ、ミャンマー、アルゼンチン、ベネズエラ、コロンビア、ナイジェリア等


の未締結国・地域との租税条約締結交渉を推進すべきである。その際、国際的


な二重課税の早期是正に資する移転価格税制に係る対応的調整規定・仲裁規定、


親子間配当および貸付金利息に係る源泉徴収の免除規定、使用料に係る源泉徴


収の減免規定等を盛り込むことが重要である。サービス PE規定の導入について


は、源泉地国における課税範囲の拡大につながることから、慎重に対応すべき


である。個別の条約では、使用料の定義規定の改善、PE 規定の改善等も課題と


なる。 


 なお、租税条約締結国、特に中国およびインドにおいて、近年、不透明な移


転価格課税および PE課税等が多発している。わが国としては、条約の整備もさ


ることながら、これら現に顕在化している紛争事案の解決に向けて、また、公


正な執行が行われるよう、相手国政府や税務調査を行う地方政府等への働きか


けなど、官民挙げた積極的な取り組みを行う必要がある。 


 


２．移転価格税制の改善 


 移転価格税制については、企業の予見可能性の確保および国際的な二重課税


の早期解決のため、事前確認制度および相互協議の一層の迅速化、効率化を行


うとともに、国外関連者要件について、実際には支配権が及ばない株式保有比


率 50％の場合を除外し、50％超とする等の見直しを行うべきである。 


 また、無形資産の取り扱いについては、現在、OECD において議論が進められ


ているが、わが国においても企業の実態を踏まえた検討を促進すべきである。 


 なお、わが国課税庁による国内における移転価格税制の執行については、一
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層、納税者にとっての透明性、納得性を高めるべきである。 


 


３．外国税額控除制度の見直し 


 外国税額控除制度における繰越限度超過額及び控除余裕枠の繰越期間は３年


と短いため、期間の経過により国際的な二重課税が排除されない可能性が依然


として残されている。企業の海外活動の制約とならないよう、繰越期間を延長


するなど、適切な措置を講じるべきである。 


 


４．その他 


(1) タックス・ヘイブン対策税制の改善 


 近年、わが国企業の海外におけるM&Aが増加しているが、多国籍企業を買収し


た場合には、機能統合によるシナジー効果の実現、ガバナンス強化等の観点か


ら、買収後、さらに組織再編を実施し、資本関係を整理することが多い。その


際、子会社株式の現物分配が有力な手段となり得るが、現物分配による株式譲


渡益が現物分配を行った法人の所在地国で非課税となる場合、わが国タック


ス・ヘイブン対策税制におけるトリガー税率の計算上、非課税所得として加算


されるとともに、適用対象となれば、課税対象金額にも算入され、意図せぬ課


税が生じるおそれがある。このため、当初予定した企業再編を断念し、買収の


目的を十分に達成できない事態が生じている。 


 わが国企業の国際競争力の低下に繋がることのないよう、わが国において課


税上の弊害が生じないと認められる一定の要件を満たす海外における現物分配


については、上記トリガー税率および課税対象金額の計算上、譲渡益相当額を


加算しない措置を講じるべきである。 


 


(2) 国境を越えた役務提供等に対する消費税 


 情報通信技術の普及発展に伴い、インターネット等を経由して国境を越えた


デジタルコンテンツの提供が拡大している。国内におけるコンテンツの提供や、


税関を経由した輸入取引の場合には消費税の課税が行われるのに対し、インタ


ーネット等を経由したコンテンツの提供には消費税が課せられず、中立性や公


平性が損なわれている。 


 そこで、OECDにおける議論やEUにおける制度等を参考にしつつ、事業者の競


争条件の均衡化の観点や企業のコンプライアンス・コストにも十分配慮しなが


ら、国境を越えたこれら役務提供等と消費税との関係について検討を行い、所
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要の措置を講じる必要がある。 


 


(3) 外国子会社配当益金不算入制度の改善 


 平成 21年度税制改正により外国子会社配当益金不算入制度が創設され、わが


国企業が海外で獲得した利益を国内に還流させるための環境整備が行われたが、


今後、資金還流をさらに促進するためには、制度の改善を検討すべきである。 


 例えば、現行制度では、費用収益対応の観点から、配当の額のうち配当に係


る費用の概算額５％を控除した 95％を益金不算入としているが、持株割合 100％


の海外子会社からの配当については、全額益金不算入とすることが考えられる。


また、外国企業、特に資源・エネルギー関連企業の株式取得においては、国に


よって出資比率規制が存在しており、必ずしも益金不算入制度が適用される


25％以上の持株割合を満たせない場合がある。一定の要件を満たす株式につい


ては、持株要件を緩和することも考えられる。 


 


(4) 振替社債の利子等の非居住者等に対する非課税措置の恒久化 


 平成 22年度税制改正で創設された振替社債の利子等の非居住者等に対する非


課税措置は、海外投資家から資金を安定的に呼び込み、わが国社債市場を活性


化させるとともに、企業の資金調達を円滑化させる上で有効な手段であること


から、恒久化すべきである。 


 


(5) 国際連帯税の導入反対 


 国際連帯税の導入に反対である。国際連帯税制の類型のうち、国際線出発便


の航空券に対する課税については、受益と負担の関係が明らかではなく、また


訪日外国人を 2020年初めまでに 2,500万人まで伸ばすとした日本再生戦略との


整合性が取れていない。仮にわが国に本税が導入されれば、訪日外国人を含む


航空利用者の負担が増えることによるわが国の国際競争力の低下や、外国航空


会社に比べ日本発の国際線の便数が多い本邦航空会社の国際競争力の低下が懸


念される。 


 また、金融取引に対する課税についても、我が国金融資本市場の競争力を低


下させる恐れがあることから、反対である。 


 


(6) 総合主義と帰属主義 


 平成 24年度税制改正大綱において、非居住者及び外国法人に対する課税原則
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について、総合主義から帰属主義に沿った規定に見直すことが検討課題として


掲げられている。国内法を改正する場合、影響は極めて広範になることから、


企業の国際的な事業展開の促進、わが国金融資本市場の活性化、適正な課税の


実現等、様々な観点を総合的に勘案し、また、関係者の意見を十分に踏まえつ


つ検討すべきである。 


以 上 








平成２５年度税制改正に関する重点要望事項 


 


平成 2４年６月 


日本税理士会連合会 


 


１．税制に関する災害基本法を制定すること。（建議・要望項目１） 


近い将来においても、大規模な災害が発生することが予想されているわが国において、東日本大震災のよ


うな大規模かつ広域にわたる災害に備え、災害発生時に迅速に対応できる体制は不可欠である。特に国の中


枢機関が集中する首都圏において大規模な災害が発生した場合は、災害対応への遅れや情報伝達の遅延が予


想される。そのような場合に備え、災害対策基本法が既に制定されているが、税制に関しては、被災者の公


的徴収金の減免等が規定されているのみである。過去の経験を踏まえ、災害の予防、応急対策及び災害復旧


の各段階における基本的な税制上の支援措置を体系的に明確にすべきである。 


 


２．土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めること。（建議・要望項目４） 


損益通算制度は、所得の種類を問わず適正な担税力に応じて課税するという課税原則の基本理念を実現す


るための制度であるにもかかわらず、平成 16 年度の改正により土地建物等の譲渡損益の他の所得との損益


通算及び譲渡損失の繰越控除制度が廃止されたため、担税力を失った部分にも課税することになってしまっ


た。このことは、税制の基本である「応能負担原則」に著しく反している。 


さらに、この損益通算の規制と損失の繰越し控除の規制によって、事業運営不振を補てんするため等の遊


休不動産の売却による流動化が阻害され、経済活性化への一層の足かせとなっている。 


したがって、土地建物等の譲渡損益は、他の所得との損益通算を認めること。 


 


３．青色申告者の純損失の繰越控除期間等を延長すること。（建議・要望項目 11） 


青色申告書を提出した年分の純損失については、現在３年間の繰越控除期間が設けられている。平成 23


年度税制改正により、青色申告法人の欠損金の繰越控除期間が７年から９年に延長され、増額更正及び減額


更正並びに更正の請求に係る期間が原則として５年で統一されることとなった。これらの期間と比較すると、


青色申告者の純損失の繰越控除期間が３年であることは均衡を失している。したがって、青色申告者の純損


失の繰越控除期間を少なくとも５年に延長すべきである。 


また、上場株式等の譲渡損失の繰越控除期間及び雑損失の繰越控除期間も併せて延長すべきである。特に、


大震災による雑損失については、特別な配慮が必要である。 


 


４．役員給与の損金不算入規定のあり方を見直すこと。（建議・要望項目 13） 


平成 18 年度税制改正以降、役員給与が損金算入される場合と損金不算入となる場合について Q&A や質疑


応答事例などによって、税務行政庁がその取扱いを公表してきたところである。 


しかし、租税法律主義の原則からは、納税者の法的安定性と予測可能性を十分担保した取扱いとはなって


いない。 


したがって、法人税法において役員給与は原則損金算入であることを前提に、損金の額に算入されない役


員給与をさらに明確かつ具体的に規定すべきである。 


また、利益連動給与については経営者の手腕が大きく影響する中小企業にこそふさわしい支給形態である


ため、事前に役員給与の計算方法について税務署長の承認を受ける等の恣意性を排除するための措置を講じ


たうえで、同族会社を除くすべての法人に対して認めるべきである。 
 


５．交際費課税における交際費等の範囲を見直し、社会通念上必要な交際費等の支出は原則として損金


算入するとともに、定額控除限度額内の 10％課税制度は即時に廃止すること。（建議・要望項目 18） 


交際費であっても事業活動に必要なものは金額の多寡にかかわらず損金算入されるべきであり、金額基準


等により形式的に交際費等かどうかを判断すべきものではない。 


したがって、交際費等の範囲を見直し、例えば、社会通念上必要とされる慶弔費等は交際費課税の対象外


とするなど、本来の交際費課税の趣旨に即したものとすべきである。 


 







６．消費税のあり方について次のとおり見直すこと。 


（１）基準期間制度を廃止または抜本的に見直すこと。（建議・要望項目 19） 


前々年又は前々事業年度を基準期間として当該課税期間の納税義務を判定する現行の制度では、その課税


期間の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に、その課税期間の課税売上高が 1,000


万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生ずることのほか、多額の課税売上げが


あっても２年間は免税事業者となることが可能である。 


平成 23 年度税制改正において、後者を是正する措置が講じられたが、この改正によっても、設立当初か


ら多額の課税売上高を有する事業者の最初の課税期間については、免税事業者となることが可能であり、根


本的な解決策となっていない。 


また、免税事業者が多額の設備投資を行い、消費税の還付を受けようとする場合、課税期間開始前に「課


税事業者選択届出書」を提出しなければならないが、この取扱いがすべての免税事業者に周知・理解されず、


提出に係る判断が困難であることから、届出書の事前提出を行わず、本来受けられるべき消費税の還付を受


けられていない事例は少なくない。 


こうした弊害を解消するために、納税義務を判定するための基準期間制度を廃止するか、課税事象者又は


免税事業者となるための要件を根本的に見直すべきである。 


（２）仕入税額控除の要件とされている帳簿の記載は、一定の要件を満たす請求書等を保存している場


合は簡略化すること。（建議・要望項目 21） 


仕入税額控除の要件として、記載要件を満たした帳簿及び請求書等の両方の保存を義務付けていることか


ら、事業者の事務負担が過重になっている。 


この要件については、まず「請求書等の保存」を中心として位置付け、請求書等に不備がある場合に限り


帳簿に補完のための記載を求めることとすれば、帳簿の記載要件を緩和しても課税取引の事実の検証は十分


に可能である。 


したがって、記帳実務の実態や事務負担に配慮して、仕入税額控除の要件である帳簿への記載事項を簡略


化すべきである。 


 


７．少額減価償却資産の取得価額基準を引き上げること。（建議・要望項目 30） 


少額減価償却資産の損金算入制度における取得価額基準は 10 万円未満とされ、20 万円未満の減価償却資


産については３年間にわたって損金算入を行う一括償却資産制度がある。さらに、中小企業者に対しては、


平成 26 年３月までの間、年間の損金算入金額の上限を 300 万円として取得価額 30 万円未満の減価償却資産


につき取得時に全額損金算入することが認められている。 


しかし、税制の簡素化の観点から、これらの制度を統合して少額減価償却資産の取得価額基準を 30 万円


未満とすべきである。 


 


８．非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度における諸要件を緩和すること。（建議・要望


項目 25） 


非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の利用が低調である。まず、経営承継円滑化法で認


定された会社となるための事務手続が煩雑である。次に、80％の雇用確保要件を維持するために、かえって


経営の継続が困難となるのではないかと懸念する経営者もいる。さらに、納税猶予が打ち切られ猶予された


税額に猶予期間に係る利子税を合わせて納付しなければならないが、万が一の場合の税負担も制度選択を躊


躇させる要因となっている。 


制度が広範に利用されるためにも、諸要件の緩和が必要である。 
 


９．国税通則法の目的を改正し、納税者憲章を早期に成立させること。（建議・要望項目 35） 


平成 23 年度税制改正法附則第 106 条の趣旨を踏まえ、国民主権のための法治国家にふさわしい税制の構


築と税務行政に対する信頼性確保の観点から、早急に国税通則法第１条に「納税者の権利利益の保護に資す


る」旨の文言を追加し、併せて納税者憲章を制定するべきである。 


なお、納税者憲章の設置根拠は国税通則法に置くこととし、同法上に法定記載項目として「納税義務は法


律の定めるところによること」、「行政手続は適正に行われるべきこと」、「行政運営における透明性の向上」、


「国民の行った手続は、誠実に行われたものとしてこれを尊重すること」等の実質的に納税者の権利利益の


保護と納税者の義務に関する項目を掲げるべきである。 





